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            1 教育文化事業 
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   3 奨学事業    
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第第第第 6666 節節節節    高等学校進学者の受入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・高等学校進学者の受入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・高等学校進学者の受入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・高等学校進学者の受入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・    77772222    
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     1 教育力向上福岡県民運動推進会議の開催 

                    2 教育力向上福岡県民フォーラムの開催 
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     1 研究指定・委嘱 

     2 中学生進路相談事業 

     3 道徳教育 

     4 生徒指導 

     5 キャリア教育 

     6 へき地教育 
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      7 産業教育 

      8 国際理解教育 

      9 学校図書館 

     10 統計教育 

     11 情報教育 

     12 男女共同参画教育 

     13 環境教育 

     14 科学教育推進事業 

15 発達障害児等相談支援事業 

第第第第 2222 節節節節    付随的教育活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付随的教育活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付随的教育活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付随的教育活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 9 9 98888    

     1 福岡県教育文化奨学財団 

    第第第第 3333 章章章章    教職員教職員教職員教職員    

第第第第 1111 節節節節    教職員の人事管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の人事管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の人事管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の人事管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99 99 99 99    

     1 市町村立学校教職員定数と人事異動 

     2 県立学校教職員定数と人事異動 

     3 教職員の服務 

     4 分限・懲戒処分 

     5 争訟事件 

     6 免許と資格 

     7 教職員等の研修 

第第第第 2222 節節節節    教職員の健康管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の健康管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の健康管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の健康管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111111114444    

     1 健康診断 

     2 教職員の休職状況（新規休職者数一覧）    

第第第第 3333 節節節節    教職員の給与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の給与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の給与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の給与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111111115555    

     1 給与改定 

     2 退職手当    

第第第第 4444 節節節節    教職員の福利厚生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の福利厚生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の福利厚生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の福利厚生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111111117777    

     1 公務災害等補償 

     2 教職員住宅 

     3 公立学校共済組合 

     4 教職員の財産形成貯蓄    



- 4 - 

    第第第第 4444 章章章章    学校施設・設備学校施設・設備学校施設・設備学校施設・設備    

第第第第 1111 節節節節    小小小小・・・・中学校の施設整備状況・・・・・・・・・・・・中学校の施設整備状況・・・・・・・・・・・・中学校の施設整備状況・・・・・・・・・・・・中学校の施設整備状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111122220000    

     1 保有面積 

2 文教施設整備等補助金 

第第第第 2222 節節節節    県立学校の施設・設備整備状況・・・・・・・・・・・・・・・県立学校の施設・設備整備状況・・・・・・・・・・・・・・・県立学校の施設・設備整備状況・・・・・・・・・・・・・・・県立学校の施設・設備整備状況・・・・・・・・・・・・・・・111122222222    

   1 校舎の維持、修繕 

   2 校地の整備 

   3 県立学校施設の整備    

第第第第 3333 節節節節    産業教育施設整備及びその他の設備の整備状況・・・・・・・・産業教育施設整備及びその他の設備の整備状況・・・・・・・・産業教育施設整備及びその他の設備の整備状況・・・・・・・・産業教育施設整備及びその他の設備の整備状況・・・・・・・・111122223333    

   1 産業教育振興法によるもの 

   2 理科教育振興法によるもの 

   3 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法によるもの 

第第第第 5555 章章章章    教育研究教育研究教育研究教育研究    

第第第第 1111 節節節節    教職員の研究活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の研究活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の研究活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教職員の研究活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111122225555    

   1 教育研究団体の助成 

   2 教育研究・科学研究の奨励 

第第第第 2222 節節節節    県県県県教育センターの事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教育センターの事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教育センターの事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教育センターの事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111122226666    

     1 概要 

     2 調査研究事業 

     3 研修事業 

     4 情報処理教育生徒実習 

     5 教育相談 

     6 授業なんでも相談室 

     7 研究・研修についての広報普及    

    

第第第第 4444 部部部部    社会教育社会教育社会教育社会教育    

第第第第 1111 節節節節    現状と課題・・・・・・・・・・・・現状と課題・・・・・・・・・・・・現状と課題・・・・・・・・・・・・現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111133337777    

     1 現状と課題 

     2 平成 22 年度の重点的取組状況と成果    

第第第第 2222 節節節節    社会教育委員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育委員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育委員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育委員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111133338888    

   1 県社会教育委員の会議 
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   2 社会教育委員の研修    

第第第第 3333 節節節節    社会教育主事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育主事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育主事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育主事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111144440000    

            1 社会教育主事 

第第第第 4444 節節節節    社会教育事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111144441111    

   1 青少年教育 

   2 成人教育 

   3 視聴覚教育 

   4 社会教育施設が実施する学習情報提供事業 

   5 調査研究事業    

第第第第 5555 節節節節    社会教育施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111155552222    

   1 公民館 

   2 図書館 

   3 博物館 

   4 県立社会教育総合センター 

   5 県立英彦山青年の家 

   6 県立少年自然の家｢玄海の家｣ 

   7 福岡県青少年科学館 

   8 県立ふれあいの家 

   9 県立図書館 

    

第第第第 5555 部部部部    文化文化文化文化    

第第第第 1111 節節節節    現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111179797979    

   1 現状と課題 

   2 平成 22 年度の重点的取組状況と成果    

第第第第 2222 節節節節    子どもの文化普及事業子どもの文化普及事業子どもの文化普及事業子どもの文化普及事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111188881111    

   1 文化庁の事業 

   2 県の事業 

   3 福岡県教育文化奨学財団の振興事業 

4 その他の事業 

第第第第 3333 節節節節    県立美術館の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・県立美術館の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・県立美術館の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・県立美術館の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111188885555    

1 県立美術館 
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第第第第 4444 節節節節    文化財保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・文化財保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・文化財保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・文化財保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111188889999    

   1 文化財保護審議会 

   2 文化財の指定 

   3 文化財の管理 

   4 大宰府関連史跡の環境整備事業等 

   5 文化財愛護思想の普及 

   6 埋蔵文化財の発掘調査 

   7 銃砲刀剣類の登録 

   8 文化財保護に対する助成 

9 九州歴史資料館 

    

第第第第 6666 部部部部    体育・スポーツ及び健康教育体育・スポーツ及び健康教育体育・スポーツ及び健康教育体育・スポーツ及び健康教育    

第第第第 1111 節節節節    現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202020204444    

   1 現状と課題 

   2 平成 22 年度の重点的取組状況と成果    

第第第第 2222 節節節節    学校体育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・学校体育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・学校体育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・学校体育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202020206666    

   1 学校体育指導者の研修 

第第第第 3333 節節節節    スポーツの振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スポーツの振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スポーツの振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スポーツの振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・222200008888    

   1 競技スポーツ振興事業 

   2 スポーツ施設 

   3 福岡県スポーツ振興審議会 

第第第第 4444 節節節節    健康教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・健康教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・健康教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・健康教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・222211114444    

   1 保健・安全・給食教育 

   2 健康増進特別事業 

   3 健康教育推進事業（性と心の健康相談） 

   4 性に関する教育（エイズ教育）の推進 

第第第第 5555 節節節節    児童生徒の健康管理及び環境衛生・・・・・・・・・・・・・・児童生徒の健康管理及び環境衛生・・・・・・・・・・・・・・児童生徒の健康管理及び環境衛生・・・・・・・・・・・・・・児童生徒の健康管理及び環境衛生・・・・・・・・・・・・・・222222225555    

   1 県立学校児童生徒心電図検査実施状況 

   2 感染症（インフルエンザ様疾患） 

   3 学校環境衛生    

第第第第 6666 節節節節    県体育研究所の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・県体育研究所の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・県体育研究所の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・県体育研究所の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・222222226666    
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   1 調査研究事業 

   2 研修事業    

第第第第 7777 節節節節    付随的健康教育活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付随的健康教育活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付随的健康教育活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付随的健康教育活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・222233330000    

   1 （財）福岡県学校保健会 

    

第第第第 7777 部部部部    人権教育人権教育人権教育人権教育    

第第第第 1111 節節節節    現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・222233332222    

第第第第 2222 節節節節    学校教育における人権教育・・・・・・・・・・・・・・・・・学校教育における人権教育・・・・・・・・・・・・・・・・・学校教育における人権教育・・・・・・・・・・・・・・・・・学校教育における人権教育・・・・・・・・・・・・・・・・・222233333333    

   1 教職員研修事業（学校教育関係）    

第第第第 3333 節節節節    社会教育における人権教育・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育における人権教育・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育における人権教育・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育における人権教育・・・・・・・・・・・・・・・・・222244444444    

   1 県費補助事業 

   2 職員研修事業（社会教育関係） 

3 その他の事業 

 

資料編・・・・・・・・・・・・・・・・資料編・・・・・・・・・・・・・・・・資料編・・・・・・・・・・・・・・・・資料編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・222255554444    

１ 刊行物一覧 
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第第第第 1111 部部部部    教育施策教育施策教育施策教育施策    
 

第第第第 1111 節節節節    福岡県福岡県福岡県福岡県の教育の教育の教育の教育施策施策施策施策    

                                             

 県教育行政の施策を広く県民に知らせるとともに、市町村の教育行政の推進に資するため、毎

年度、｢福岡県教育行政の目標と主要施策｣を発行してきました。平成 18 年度からタイトルを「福

岡県の教育施策」に変え、今日的課題に即した施策の柱を立て、それに対応する主要施策や主な

取組を簡潔に掲載し、教育行政の推進に努めています。 

 

 

 

『『『『平成平成平成平成 2222２２２２年度年度年度年度    福岡県福岡県福岡県福岡県のののの教育施策教育施策教育施策教育施策』』』』    
～～～～志志志志をもってをもってをもってをもって意欲的意欲的意欲的意欲的にににに学学学学びびびび、、、、自律心自律心自律心自律心とととと思思思思いやりのいやりのいやりのいやりの心心心心をもつをもつをもつをもつ、、、、たくましいたくましいたくましいたくましい子子子子どもどもどもどものののの育成育成育成育成～～～～    

 

教育教育教育教育のののの基本目標基本目標基本目標基本目標 
 

 平成 18年 12月に定められた新しい教育基本法は、教育の目的を、「人格の完成を目指し、平和

で民主的な国家及び社会の形成者」としての国民の育成を期することとし、この目的を実現するた

めに 5つの目標を掲げています。 

 今日の我が国の社会は、都市化、少子高齢化、経済的な豊かさの実現等その成熟化が進行する

中で、家庭や地域の教育力が低下し、個人が明確な目的意識をもたなくなったり、何かに意欲的

に取り組むことが少なくなったことなどが指摘されており、子どもの教育に関しては、学ぶ意欲

の低下や体力の低下、問題行動の多発など様々な課題が顕在化してきたことから、こうした諸課

題を克服すべく、新しい教育の目標が定められたものです。 

 

  こうした中、特に、本県では、子どもの学力や体力の現状に関する「全国学力・学習状況調査」

や「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果が全国状況に比べ、ともに低いことが明らか

になりました。県教育委員会では、この結果を真摯に受け止め、学力や体力の向上を本県教育の

最重要課題として位置づけ、学力については、「福岡県学力向上新戦略」に基づき、市町村教育

委員会と協働して各学校の取組を支援する様々な方策を進めており、体力については、上記調査

を全校で実施するための取組や調査結果の分析に基づく新たな体力向上方策を策定し、推進して

いくこととしております。 

 

 他方、平成 20 年 8 月の教育力向上福岡県民会議からの提言「福岡の教育ビジョン」では、現在

の子どもが抱える本質的な課題を「学ぶ意欲の低下」、「自尊感情の低下」、「規範意識の低下」、

「体力等の低下」の 4 つに整理し、その解決を図るために、「福岡がめざす子ども」を「志をも

って意欲的に学び、自律心と思いやりの心をもつ、たくましい子ども」と設定した上で、「実体

験を重視した教育の推進」をはじめとする６つのアクションプランが提示されました。県教育委

員会としては、これらを推進することが、学力や体力の向上のための諸施策を実効あるものとす

るための基盤となるものと考え、今後、教育力向上福岡県民運動を県民の総意として幅広く展開

していくこととしております。 
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 本県では、新しい教育基本法の目標を基本に据えながら、「福岡の教育ビジョン」に示された

「福岡がめざす子ども」の姿を明確に織り込む形で、教育の基本目標を次のように定めました。 

                  

○ 真理を求め、意欲的に学び、確かな学力を身につけるとともに、豊かな情操と道徳心

を備え、たくましく生きるための健康や体力に満ちた県民を育成すること。 

○ 志と自律心をもち、創造性や個性に富み、生涯にわたって学ぶ県民を育成すること。 

○ 正義を愛し、他者を思いやり、共に生きる心や公共の精神に基づく強い自覚と実践力

をもち、人権を尊重する県民を育成すること。 

○ 命あるものを尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する県民を育成すること。 

○ 文化と伝統を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとと

もに、人類の平和と発展に貢献できる国際性豊かな県民を育成すること。 

                                       

  これらの基本目標を達成するための具体的な施策として、学校教育、社会教育、家庭教育、文化、

スポーツ及び人権教育等の分野における様々な教育施策がありますが、これらを体系化し、効果的

かつ効率的に推進するため、次のように教育施策を６つの柱に整理しました。 

 

教育施策教育施策教育施策教育施策のののの 6666 つのつのつのつの柱柱柱柱 

 ◎ 確かな学力をはぐくみ、個性や能力を伸ばす学校教育の充実 

 ◎ 豊かな人間性や志をもってたくましく生きる力を培う教育の推進 

 ◎ 生涯学習社会の実現をめざす社会教育の推進 

 ◎ 特色ある県民文化の創造 

 ◎ いきいきとしたスポーツライフの創造 

 ◎ 人権尊重精神を育成する教育の推進 

    

この 6 つの柱は、福岡県の教育の基本目標を具現化するための 30 の主要施策から構成されてお

り、さらに、主要施策には、これを実現する方法、手段として、重点的に取り組む事業を含む、

128 の主な取組、事業を掲げています。 

 

  今日の教育をめぐる様々な課題や社会の変化を踏まえると、個人が幸福で充実した生涯を実現

する上でも、また、国や地域社会が発展する上でも、その礎となるのは人づくり、すなわち教育

をおいてほかにありません。 

 県教育委員会では、こうした認識に立って、多様化する今日的な教育課題の解決に向けて、全

力で取り組んでまいります。 

    

６６６６つのつのつのつの柱柱柱柱とそのとそのとそのとその主要施策主要施策主要施策主要施策    
 

１１１１     確かな学力をはぐくみ、個性や能力を伸ばす学校教育の充実確かな学力をはぐくみ、個性や能力を伸ばす学校教育の充実確かな学力をはぐくみ、個性や能力を伸ばす学校教育の充実確かな学力をはぐくみ、個性や能力を伸ばす学校教育の充実     

基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成、学習意欲の向上など

の確かな学力をはぐくむための施策を一層推進するとともに、児童生徒が望ましい勤労観・職業

観をはぐくむようキャリア教育の充実を図ります。 

このため、校長のリーダーシップ及び教員の資質・能力の向上、安全で快適な学校づくりを推

進するとともに、学校の組織運営体制や指導体制の充実を図ります。 

また、県立特別支援学校の整備計画に基づき、段階的に教育環境の整備を行うとともに、特別
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支援教育の一層の改善・充実を図ります。 

 （主要施策） 

（１）確かな学力の向上のための取組の推進 

（２）個性や能力を伸ばす教育の充実 

（３）未来を拓くキャリア教育の充実 

  （４）社会の変化に対応する教育の充実 

  （５）自立や社会参加に向けた特別支援教育の改善・充実 

（６）信頼される教職員の確保と研修の充実 

  （７）安心して学べる学校づくりの推進 

（８）県立高等学校改革の推進 

  （９）地域に開かれた学校づくりの推進 

 

２２２２    豊かな人間性や志をもってたくましく生きる力を培う教育の推進豊かな人間性や志をもってたくましく生きる力を培う教育の推進豊かな人間性や志をもってたくましく生きる力を培う教育の推進豊かな人間性や志をもってたくましく生きる力を培う教育の推進    

子どもたちが、志をもって意欲的に学び、自律心と思いやりの心をもってたくましく生きてい

くため、学校・家庭・地域が協働しながら「福岡がめざす子ども」を育成する教育力向上福岡県

民運動を推進します。 

また、いじめ、不登校、問題行動等諸課題の解決に向けた取組を通じて、児童生徒がいきいき

と過ごせる学校づくりを推進します。 

さらに、家庭や地域が中心となって推進している「青少年アンビシャス運動」等を学校と連携

を図りながら推進し、家庭や地域の教育力向上を支援します。 

（主要施策） 

（１）道徳性を養う心の教育の充実 

 （２）自立心をはぐくむ体験活動の充実 

（３）健やかな心身をはぐくむ健康教育の充実 

（４）生きる力の基礎を育てる就学前教育の振興 

（５）家庭・地域・学校における読書活動の推進 

（６）いじめ・不登校問題等の解決に向けた体制の充実 

（７）学校・家庭・地域の教育力を高める支援体制の充実 

（８）「青少年アンビシャス運動」の推進 

 

３３３３     生涯学習社会の実現をめざす社会教育の推進生涯学習社会の実現をめざす社会教育の推進生涯学習社会の実現をめざす社会教育の推進生涯学習社会の実現をめざす社会教育の推進     

県民が自由に学習機会を選択して学び、その成果を社会の中で生かすことができる生涯学習社

会の構築に向け、「第二次福岡県生涯学習推進構想」を踏まえ社会教育の推進に努めます。 

（主要施策） 

（１）関係機関、団体との連携・協力体制の充実 

（２）学習情報の提供及び学習相談の充実 

（３）学習機会の提供及び学習成果の活用促進 

（４）社会教育施設の機能充実・利用促進 

 

４４４４     特色ある県民文化の創造特色ある県民文化の創造特色ある県民文化の創造特色ある県民文化の創造     

子どもたちの様々な文化活動を支援していくとともに、本県の歴史と伝統に培われた貴重な文

化資源を県民共通の財産として永く保存・継承し、再生・活用する施策を推進します。 
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（主要施策） 

（１）子どもの文化芸術活動の推進 

（２）県立美術館の機能充実 

（３）文化財に対する理解促進 

（４）伝統文化や文化遺産の保存・継承・活用 

 

５５５５     いきいきとしたスポーツライフの創造いきいきとしたスポーツライフの創造いきいきとしたスポーツライフの創造いきいきとしたスポーツライフの創造     

自ら運動やスポーツにかかわる心豊かなたくましい子どもを育成する学校体育・スポーツの充

実を図ります。 

また、スポーツによる自己実現の支援と県民を元気づけるトップアスリートの育成に努めます。 

（主要施策） 

（１）子どもたちの体力向上の推進 

（２）子どもたちの体育・スポーツ活動を豊かにする体制づくり 

（３）トップアスリートの育成等による県民のスポーツ活動の活性化 

    

６６６６    人権尊重精神を育成する教育の推進人権尊重精神を育成する教育の推進人権尊重精神を育成する教育の推進人権尊重精神を育成する教育の推進    

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、国の「人権教育・啓発に関する基本

計画」及び「福岡県人権教育・啓発基本指針」を踏まえ、様々な人権問題の解決と、人権が尊重

される社会の実現を目指し、学校教育及び社会教育を通して、県民が人権尊重の理念に対する理

解を深め、これを体得できるよう、人権に関する学習を推進・支援します。 

  （主要施策） 

（１）学校教育における人権教育の推進・支援 

（２）社会教育における人権教育の推進・支援 
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主要施策主要施策主要施策主要施策とそのとそのとそのとその主主主主なななな取組取組取組取組・・・・事業事業事業事業    
    

１１１１    確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力をはぐくみをはぐくみをはぐくみをはぐくみ、、、、個性個性個性個性やややや能力能力能力能力をををを伸伸伸伸ばすばすばすばす学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実    

（１）確かな学力の向上のための取組の推進 

  「福岡県学力向上新戦略」の下、確かな学力の基盤となる、基礎・基本の確実な定着を図るた

めの指導を徹底します。 

 また、県内全小中学校において、国及び県による学力実態、学習状況及び市町村の学力向上の

取組状況を調査するとともに、学力向上の全県的な取組を推進します。 

○ 各学校における「学力向上プラン」の作成、実施及び検証 

○ ふくおか学力アップ推進事業の実施 

○ 小学生集団宿泊事業の実施 

                                                  （高校教育課、義務教育課） 

 

（２）個性や能力を伸ばす教育の充実 

  個に応じた指導のための指導方法や指導体制の工夫・改善を行います。 

 また、個性や能力を引き出す様々な教育活動を推進します。 

○ 少人数指導や習熟度別指導の推進 

○ 外国大学進学支援事業の実施 

○ 小・中学校の連携強化による一貫性のある教育の推進 

○ 学力調査等の結果の分析に基づく指導体制・指導方法改善の推進 

○ 志と得意技を身に付けるための高校生学ぶ意欲向上事業の実施 

                                                      （高校教育課、義務教育課） 

 

（３）未来を拓くキャリア教育の充実 

  望ましい勤労観や職業観、職業に関する知識や技能を身に付け、目的意識をもって主体的に進

路選択ができるよう、キャリア教育の充実を図ります。 

 ○ 新レインボーアンビシャスプロジェクト事業の実施 

 ○ インターンシップの推進 

 ○ 中高、高大連携の取組の充実 

 ○  県立工業高校産業人材育成事業 

 ○ 志と得意技を身に付けるための高校生学ぶ意欲向上事業の実施（再掲） 

 ○ 新規高卒者の就職支援の充実 

                                            （高校教育課、義務教育課） 

 

（４）社会の変化に対応する教育の充実 

  国際化の進展、科学技術の発展、環境問題や少子高齢化及び情報化等が急激に進む中で、これ

からの社会を支える意志と実践力をもった児童生徒を育てる教育の充実を図ります。 

 ○ ＡＬＴ等を活用した英語コミュニケーション能力の育成 

 ○ ＩＣＴ（※）を活用した授業の推進、ＩＣＴ活用能力の育成及びインターネットや携帯電話

に関する対応などの情報モラルの育成（※情報通信技術 Information and Communication 

Technology） 

 ○ 実践的な環境教育、福祉教育、子育ての意義や家庭の役割について理解を深める教育の推進 
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 ○ 優れた知識・技能を有する社会人の積極的な活用促進 

                                                         （高校教育課、義務教育課） 

 

（５）自立や社会参加に向けた特別支援教育の改善・充実 

  障害のある幼児児童生徒の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行うことによ

り、各自が自立し主体的に社会参加できる力を着実に育成することができるよう、特別支援教育

の改善・充実を図ります。 

○ 特別支援学校への円滑な転換を行う整備計画に基づく教育環境の整備      

○ 特別支援学校の地域における特別支援教育のセンター的機能の充実  

○ 特別支援学校職業教育支援事業の実施 

○ 特別支援学校医療的ケア体制整備事業の実施 

○ 小・中学校及び高等学校等に在籍する発達障害を含む障害のある児童生徒への教育的支援の

充実 

○ 小・中学校の通常の学級、特別支援学級、通級指導教室における指導の充実 

○ 特別支援教育推進のための研修や教育環境の充実 

                                                                 （義務教育課） 

 

（６）信頼される教職員の確保と研修の充実 

  教職員として備えるべき資質・能力を有した人材確保のため、採用試験の改善を行うとともに、

教員の適切な評価及び効果的な配置を図ります。 

  また、校長のリーダーシップと教員としての使命感や社会性、専門的な知識・技能を高めるた

めの研修の充実等、教員の資質向上を図るとともに、メンタルヘルス対策等、教員に対するサポ

ート体制の充実を図ります。 

 ○ 教員採用試験の改善・充実 

 ○ 経験年数や職務内容に応じた研修の改善・充実 

 ○ 専門的な指導力を高める研修の改善・充実 

 ○ 社会体験研修の充実 

 ○ 教員評価の充実 

 ○ 優秀教員の表彰 

 ○ 指導が不適切な教員に対する指導改善研修の充実 

                                        （総務課、教職員課、高校教育課、義務教育課） 

 

（７）安心して学べる学校づくりの推進 

  安全で快適な学校生活が送れるよう、施設整備の充実を図るとともに、地域や関係機関と連携

した学校内外の安全体制の整備・充実を図ります。 

  また、生徒の学ぶ意欲にこたえる奨学金事業を円滑に実施します。 

 ○ 改造、改修等による老朽校舎の計画的整備の実施 

 ○ 計画的な耐震診断、耐震改修による学校施設耐震化の推進 

 ○ 子どもの命を守る学校安全体制整備事業の推進 

 ○ 高等学校奨学金事業の実施 

                              （施設課、高校教育課、義務教育課、体育スポーツ健康課） 
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（８）県立高等学校改革の推進 

  生徒一人一人の多様な興味・関心、能力・適性、進路希望等に応じた望ましい教育を展開する

ための積極的な改革を推進するとともに、入学者選抜制度の改善・充実を図ります。 

 ○ 中高一貫教育校等の新しいタイプの学校の充実 

 ○ 専門学科及び特色ある学科・コースの充実 

 ○ 多様な選択教科・科目の開設促進 

 ○ 点検・評価システムを活用した学校運営の推進 

○ 入学者選抜制度及び転編入学制度の改善 

                                                      （企画調整課、高校教育課） 

    

（９）地域に開かれた学校づくりの推進 

  家庭や地域との連携・協力による学校づくりを推進します。 

  また、保護者や住民の意向を把握し、学校運営に反映させるシステムづくりを推進します。 

 ○ 学校評価システムの確立 

 ○ 学校評議員制度等を活用した学校運営の推進 

 ○ 地域に対する学習機会の提供 

 ○ 学校施設の開放促進 

                           （社会教育課、高校教育課、義務教育課、体育スポーツ健康課） 

    

    

２２２２    豊豊豊豊かなかなかなかな人間性人間性人間性人間性やややや志志志志をもってたくましくをもってたくましくをもってたくましくをもってたくましく生生生生きるきるきるきる力力力力をををを培培培培うううう教育教育教育教育のののの推進推進推進推進                                                                                   

（１）道徳性を養う心の教育の充実 

  他人を思いやる心や、公共のためになることを大切にする心を身に付けることができるよう、

教育活動全体を通じて、道徳性を養う心の教育の充実を図ります。 

○ 生命尊重や基本的な生活習慣、規範意識、人間関係形成等の生きる基礎となる内容の重点化 

○ ボランティア活動等の社会奉仕体験活動の推進 

○ 規範的な行動を促す道徳、特別活動、総合的な学習の時間等の教育活動の充実 

○ 道徳教育推進の核となる指導者の養成 

○ 「心のノート」の活用促進 

                                                       （高校教育課、義務教育課） 

 

（２）自立心をはぐくむ体験活動の充実 

  将来に対する目的意識や社会性、主体性等を培うための体験的な活動の充実を図ります。 

○ 子どもたちの体験活動を推進する地域活動指導員設置事業の実施 

○ 障害のある子どもたちの体験活動の支援 

○ 教育力向上福岡県民運動推進事業における通学合宿の実施 

○ 地域、企業等と連携した職場体験活動の推進 

○ 地域の特色を生かした自然体験活動や社会体験活動、伝統文化に触れる体験活動等の推進 

○ 小学生集団宿泊事業の実施（再掲） 

○ 県立学校集団宿泊体験事業の実施 

                                           （社会教育課、高校教育課、義務教育課） 
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（３）健やかな心身をはぐくむ健康教育の充実 

  性や心の健康問題、薬物乱用等、健康に関する現代的な課題に対応するとともに、学校安全や

食に関する指導を充実することで、生涯を通じて健康で安全な生活を送ることができるよう、健

康教育の充実を図ります。 

 ○ 薬物乱用防止教育についての研修の充実 

○ 性と心の健康相談事業の実施 

○ 教科等における食に関する指導についての研修の充実 

○ 衛生管理及び安全な食材確保のための体制整備 

                                                             （体育スポーツ健康課） 

 

（４）生きる力の基礎を育てる就学前教育の振興 

  生涯にわたる人間形成の基礎を培うため、家庭・地域社会と連携を図りながら、幼児教育の振

興や子育てに関する学習機会の充実を図ります。  

○ 子育て相談等、幼稚園の幼児教育センター的役割の推進 

○ 通常の保育時間終了後の「預かり保育」に対する理解促進 

○ 地域の実態を踏まえた幼稚園・保育所・小学校の連携強化 

○ 保健所や学校等と連携した子育てに関する学習機会や情報提供の推進 

                                                        （社会教育課、義務教育課） 

 

（５）家庭・地域・学校における読書活動の推進 

  「福岡県子ども読書推進計画」に基づき、読書に親しむ態度の育成を図り、豊かな感性や創造

力を育てる読書活動を推進します。 

また、図書館のネットワーク化を含む図書館機能の充実を図ります。 

○ 読書推進ボランティアの養成及び活用促進 

○ 図書館間の連携・協力・ネットワーク化 

○ 学校全体での日常的・継続的な読書活動の推進 

○ 司書教諭等による読書指導の充実 

○ 計画的な学校図書館図書の整備充実 

                                           （社会教育課、高校教育課、義務教育課） 

 

（６）いじめ・不登校問題等の解決に向けた体制の充実 

  社会性や対人関係能力の育成を図るとともに、いじめ、不登校、暴力行為などの問題行動等の

未然防止や早期対応に向け、一人一人に応じたきめ細かな指導や相談等が実施できるよう、生徒

指導体制の充実を図ります。 

○ 児童生徒の規範教育推進事業の実施 

○ いじめ・不登校総合対策事業の実施 

○ 中途退学防止対策の充実 

○ 社会性をはぐくむ体験事業の実施 

○ 高等学校不登校対策事業の実施 

                                            （社会教育課、高校教育課、義務教育課） 
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（７）学校・家庭・地域の教育力を高める支援体制の充実 

  基本的な生活習慣等の確立や、子どもが集まる地域の中の居場所づくりなどを推進するため 

に、市町村、保育所、幼稚園、小・中学校、関係機関、ＰＴＡ等関係団体との連携を強化し、 

学校・家庭・地域の教育力を高める支援体制の充実を図ります。 

○ きめ細かな家庭教育支援の充実 

○ ＰＴＡが主体となって取り組む新家庭教育宣言への支援 

○ 地域ぐるみでの子育ての推進 

○ 社会教育関係団体の活性化と指導者の育成 

○ 社会教育関係職員の資質の向上 

○ ＮＰＯやボランティア団体との連携・協力の推進 

○ 教育力向上福岡県民運動推進事業の実施 

○ ふくおか学校応援事業の実施 

○ 規則正しい生活習慣づくり推進事業の実施 

                                                            （社会教育課、企画調整課） 

 

（８）「青少年アンビシャス運動」の推進 

  夢や目標に向かって努力していくアンビシャスな子どもを育成するため、子どもたち自身によ

る目標設定や、主体的な活動・取組を支援します。 

○ 外国大学進学支援事業の実施（再掲、以下同じ。） 

○ 新レインボーアンビシャスプロジェクト事業の実施 

○ 障害のある子どもたちの体験活動の支援 

○ ＰＴＡが主体となって取り組む新家庭教育宣言への支援 

                             （社会教育課、高校教育課、義務教育課） 

    

    

３３３３    生涯学習社会生涯学習社会生涯学習社会生涯学習社会のののの実現実現実現実現をめざすをめざすをめざすをめざす社会教育社会教育社会教育社会教育のののの推進推進推進推進    

（１）関係機関、団体との連携・協力体制の整備 

  県民の学習に対する意欲を高め、主体的な学習活動を支援するなど、社会教育活動の振興のた

め、関係機関、団体（ＰＴＡ・子ども会等）との連携・協力体制の整備を図ります。 

○ ＮＰＯやボランティア団体との連携強化を図る実践交流会等の実施 

○ 社会教育関係団体等に対する育成支援・補助 

                                                              （社会教育課） 

 

（２）学習情報の提供及び学習相談の充実 

  高度化、多様化する県民の学習ニーズにこたえるため、よりよい学習環境を提供します。       

○ インターネットによる学習情報提供の充実 

○ 県立社会教育総合センター等での学習相談の充実 

                                                              （社会教育課） 

 

（３）学習機会の提供及び学習成果の活用促進 

   県民の学習ニーズに応じた学習機会の提供と学習成果の活用を促進します。 

○ 現代的な課題に関する学習機会の提供とボランティア活動の促進  

                                                                    （社会教育課） 
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（４）社会教育施設の機能充実・利用促進 

社会教育を振興する県立社会教育施設の機能充実と利用促進を図ります。 

○ 県立社会教育総合センターや県立図書館等の機能充実 

○ 県立社会教育施設の利用促進 

○ 社会教育関係職員の資質向上 

                                                                    （社会教育課） 

    

４４４４    特色特色特色特色あるあるあるある県民文化県民文化県民文化県民文化のののの創造創造創造創造            

（１）子どもの文化芸術活動の推進 

  次代を担う子どもたちの創造性をはぐくみ、多様な個性と豊かな人間性の形成を図るため、関

係機関との連携を強化しながら、子どもの文化芸術活動を推進します。 

○ 「子ども文化事業」及び「芸術体験講座」の実施 

○ 中学校文化連盟、高等学校芸術・文化連盟への支援 

                                                                  （社会教育課） 

 

（２）県立美術館の機能充実 

  県立美術館の機能充実に努め、県民の鑑賞・創作活動の促進を図るとともに、新しい県立美術

館の具体的な整備の方針を検討します。 

○ 常設展、企画展等事業の充実 

○ インターネットによる収蔵品等の情報提供の充実 

○ 講演会等開催による教育・普及活動の充実 

○ 新しい県立美術館の整備検討の推進 

                                                                    （社会教育課） 

 

（３）文化財に対する理解促進 

  歴史と伝統に培われた貴重な文化資源を永く後世に伝えるため、福岡県文化財保護基本指針を

踏まえ、保護活動の充実を図り、情報提供の充実や文化財に対する理解を深める施策を推進しま

す。 

○ 九州歴史資料館開館事業の実施 

○ 文化財保護指導委員による保護活動の充実と文化財保護思想の普及啓発 

○ 埋蔵文化財の発掘調査の充実 

○ 九州歴史資料館の移転整備 

                                                 （文化財保護課） 

 

（４）伝統文化や文化遺産の保存・継承・活用 

  地域の文化や特色を伝承する民俗芸能や伝統工芸の保存・継承・活用を図るとともに、大宰

府関連史跡を始めとする重要大規模遺跡等の保存・整備・活用を進めます。 

○ 特別史跡大野城跡の災害復旧・環境整備 

○ 旧福岡県公会堂貴賓館の活用推進 

○ 大宰府関連史跡の公有化の推進等重要大規模遺跡の保存・整備・活用 

○ 民俗芸能や伝統工芸の後継者・保存団体の育成と発表機会の充実 

                                                                  （文化財保護課） 
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５５５５    いきいきとしたスポーツライフのいきいきとしたスポーツライフのいきいきとしたスポーツライフのいきいきとしたスポーツライフの創造創造創造創造                                                                                                                                                                                                                                

（１）子どもたちの体力向上の推進 

  子どもたちの体力低下傾向に歯止めをかけ上昇に転じさせるため、幼児期からの外遊びや学校

における体育・スポーツ活動の充実を通して、子どもの運動への動機付けを図り、習慣化を促す

取組を推進します。 

○ ふくおか体力アップ推進事業の実施 

○ 教員の指導力向上のための各種研修の充実 

○ 新体力テストの実施と活用の促進  

                                                             （体育スポーツ健康課） 

 

（２）子どもたちの体育・スポーツ活動を豊かにする体制づくり 

子どもたちの体育・スポーツ活動を支える人材の確保・活用を図ります。 

また、トップレベルのスポーツに触れる機会の確保・拡充を図るなど、子どもたちの体育・ス

ポーツ活動を豊かにする体制づくりを推進します。 

さらに、我が国の伝統文化である武道に触れる機会の確保や指導者の資質向上を図ります。 

○ 生徒への実技指導の充実を図るための外部の専門的指導者の活用促進 

○ トップアスリートを派遣するふくおかスポーツ夢大使事業の実施 

○ 武道への動機付けや教員の指導力向上を図る武道教育等充実事業の実施 

                                                             （体育スポーツ健康課） 

 

（３）トップアスリートの育成等による県民のスポーツ活動の活性化 

  県民に夢や感動を与えるトップアスリートを育成し、本県の競技力向上を図るため、関係機関

・団体と連携して一貫指導システムの構築を推進するとともに、指導者の資質向上やスポーツ情

報の活用促進等に取り組みます。 

○ 各競技団体における一貫指導システム構築の推進 

○ 競技力向上を担う指導者の育成と活用促進 

○ スポーツ情報ネットワークシステム「ふくおかスポネット」の充実と情報の活用促進 

○ スポーツ顕彰の実施 

○ 県立スポーツ科学情報センターの機能充実と活用促進 

                                                           （体育スポーツ健康課） 

 

６６６６    人権尊重精神人権尊重精神人権尊重精神人権尊重精神をををを育成育成育成育成するするするする教育教育教育教育のののの推進推進推進推進                                                                                    

（１）学校教育における人権教育の推進・支援 

 学校の教育活動全体を通して、計画的、効果的な人権教育を推進し、人権に関する知識や態度、 

実践力を身につける教育を推進します。 

また、一人一人の学力と進路の保障を目指した取組の充実を図ります。 

○ 就学前、学校人権教育研修会開催事業の実施 

○ 人権教育実践交流会等開催事業の推進 

○ 「男女共同参画教育指導の手引」を活用した教育活動の推進 

○ 男女共同参画についての教員研修の実施 

○ 人権尊重の学校づくり推進指定校事業の推進 

                                  （高校教育課、義務教育課、人権・同和教育課） 
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（２）社会教育における人権教育の推進・支援 

  県民の人権尊重理念の理解・体得のために、体験活動を重視した学習プログラム等の開発や、

情報提供を行います。 

また、地域の実情に応じた人権教育推進のための担当者研修会や指導者の育成を計画的、効果

的に行い、人権尊重のまちづくりを支援します。 

○ 人権教育学習資料の作成、提供等の人権教育啓発事業の推進 

○ 人権教育コーディネーター養成講座等の社会人権教育研修会開催事業の実施 

                                                             （人権・同和教育課） 
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第第第第 2222 節節節節    教育行政の動き教育行政の動き教育行政の動き教育行政の動き    

 

平成 22 年度における教育行政の動きは、次のとおりです。 

月月月月    内内内内        容容容容    

４月 

新特別支援学校の開校（３校：古賀特別支援学校、柳河特別支援学校、築城特別支援学校） 

福岡・長崎・山口三県水産系高等学校実習船「海友丸」共同運航開始 

不登校児童支援事業の実施 

福岡県市町村教育委員会委員長・教育長会議 

全国学力・学習状況調査の実施 

5 月 学校給食九州ブロック研究協議会 

6 月 

福岡県学力実態調査の実施 

第 55 回九州地区高等学校長定時制通信制教育振興総会・研究協議会福岡大会 

高校生理数能力向上事業の実施（理数オリンピックコンテスト） 

7 月 教育力向上福岡県民運動推進会議 

８月 

第 10 回全国中学校総合文化祭福岡大会 

第 58 回全校高等学校家庭クラブ研究発表大会 

九州地区高等学校農業教育研究大会・第 56 回全国高等学校農場協会九州支部大会 

学校活性化人材育成事業（スーパーセミナー合宿）の実施 

国民体育大会第 30 回九州ブロック大会 

10 月 高校生理数能力向上事業の実施（理数オリンピックセミナー） 

11 月 

九州歴史資料館の小郡市移転開館 

第 49 回全国学校体育研究大会福岡大会（福岡市他） 

教育委員管内視察（小倉商業・八幡工業） 

1 月 「県立学校における情報セキュリティの確立に向けた取扱方針」策定 

2 月 スポコン広場福岡県大会 

3 月 

平成２２年度福岡県教育文化表彰表彰式 

平成２３年度県立高等学校入学者選抜学力検査 

平成２３年度県立高等学校入学者選抜合格者発表 

「社会教育の充実に向けた今後の連携方策について（審議のまとめ）」 

（福岡県社会教育委員の会議） 
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第第第第 3333 節節節節    教育委員会の事務の管理・執行状況の点教育委員会の事務の管理・執行状況の点教育委員会の事務の管理・執行状況の点教育委員会の事務の管理・執行状況の点検・評価検・評価検・評価検・評価    

    

 平成 19 年 6 月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、平成 20 年 4 月か

ら、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行

い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表することとなりま

した。この点検・評価は、効果的な教育行政の推進に資するとともに、教育行政の推進状況に関

する県民への説明責任を果たすことを目的としています。 

 平成 22 年度の点検・評価は、平成 21 年度の「教育委員会の活動状況」及び「教育施策の推進

状況」について実施し、このうち、「教育施策の推進状況」については、「平成 21 年度福岡県の教

育施策」に掲げられた主要施策を点検・評価の対象としました。 

また、点検・評価結果は、教育委員会の議決を経て、平成 22 年 9 月県議会に点検・評価報告書

を提出し、報告しました。 

 平成 22 年度点検・評価報告書の概要は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

平成２平成２平成２平成２２２２２年度年度年度年度    教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況    

についての点検及び評価（平成についての点検及び評価（平成についての点検及び評価（平成についての点検及び評価（平成２２２２１１１１年度対象）の概要年度対象）の概要年度対象）の概要年度対象）の概要    
    

ⅠⅠⅠⅠ    点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価のののの趣旨趣旨趣旨趣旨・・・・根拠等根拠等根拠等根拠等    
 
○趣旨：効果的な教育行政の推進に資するとともに、教育行政の推進状況に関する県民へ

の説明責任を果たす。 
○根拠：地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 27 条（平成 20 年 4 月施行） 
○要件：①教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点

検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し議会に提出するとともに、
公表する。 

②点検・評価に当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見を活用する。 
 

ⅡⅡⅡⅡ    点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価のののの対象及対象及対象及対象及びびびび実施方法実施方法実施方法実施方法    
 
○点検・評価対象：平成 21 年度における「教育委員会の活動状況」及び「教育施策の推

進状況」。なお、「教育施策の推進状況」の点検・評価については、「福
岡県の教育施策」に掲げられている主要施策を対象とする。 

○点検・評価の方法：主要施策を構成する取組・事業及び教育庁の所掌事務の推進状況につ
いての点検・評価を通じ、主要施策自体について点検・評価を実施す
る。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの活動状況活動状況活動状況活動状況のののの概要概要概要概要 
 
１ 教育委員会の主な活動実績 
（１）教育委員会開催実績 

・定例会 12 回、臨時会 10 回、委員協議会等 18 回開催（総計 40 回） 
（２）教育委員会会議以外の活動 

・学校訪問延べ 18 回、各種行事への出席延べ 9 回、県議会への出席延べ 11 回 
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２ 活動の評価 
（１）教育委員会会議について 

・ 事前送付の資料等で理解を深めて会議に臨み、積極的に臨時会を開催し、活発
な議論を行った。 

・ 重要事項等について、必要に応じて事前に委員協議会（勉強会）を実施し、情
報収集に努めた。 

・ 県民の視点に立った議論に留意し、議案承認の場合でも、事務局に対し施策の
改善点等を明確に提示した。 

◇ 今後、重要案件については、さらに十分な時間をかけて委員協議会（勉強会）
を実施する等の改善を図る。 

（２）教育委員会会議以外の活動について 
・ 学校行事をはじめ各種行事への積極的な出席に努め、教育現場の実態把握、関

係者と情報交換等を行い、地域の実情に応じた施策展開のために情報収集に努力
した。 

◇ 今後、視察回数の拡大や情報交換の充実に取り組んでいく。 
（３）教育委員会活動の情報発信について 

・ 開催日時、議題、議決結果等について定期的に報道発表を実施した。 
・  県のホームページに教育委員会の開催日や議題等の情報の掲載をするとともに、

傍聴制度について広報を行った。 
◇ 今後、教育委員会活動が県民により一層理解されるためには、更なる情報発信が求

められており、活動状況の公表など、ホームページの充実を図っていく。 
 

ⅣⅣⅣⅣ    教育施策教育施策教育施策教育施策のののの推進状況推進状況推進状況推進状況のののの概要概要概要概要    
    

 柱１ 確かな学力をはぐくみ、個性や能力を伸ばす学校教育の充実  
 

◇確かな学力の向上のための取組の推進◇確かな学力の向上のための取組の推進◇確かな学力の向上のための取組の推進◇確かな学力の向上のための取組の推進    

【施策の主な取組状況】 【評価・課題】 

○「ふくおか学力アップ推進事業」の実施 
小・中学校での取組 
①全国学力・学習状況調査、福岡県学力

実態調査の実施 
②学力向上プランの作成 
③学力向上をめざす授業づくりや授業力

を高める教員研修 
④習熟度別、少人数指導等の実施 
市町村・学校支援の取組 
①学力向上推進強化市町村（14 市町村）

への支援 
②学力向上支援チームの派遣 

（延べ 864 回） 

○平均正答率の地域間の差がみられること
が課題であり、また、家庭における生活
習慣の確立や学習習慣の定着が、学力向
上の要因の一つであることが明らかにな
った。 

○「ふくおか学力アップ推進事業」におい
て、支援チームの派遣等を実施したこと
により、市町村、学校が学力向上に向け
て主体的に取り組むことができた。今後
とも、調査結果を有効に活用し、取組の
一層の改善を図り、市町村、学校への支
援を引き続き実施する。 

◇未来を拓くキャリア教育の充実◇未来を拓くキャリア教育の充実◇未来を拓くキャリア教育の充実◇未来を拓くキャリア教育の充実 

【施策の主な取組状況】 【評価・課題】 

○「いきいき体験活動推進事業」を中学校
114 校で実施し、5 日間の職場体験やボラ
ンティア活動等を通して、生徒の望まし
い勤労観や職業観の育成を支援 

○「県立工業高校産業人材育成事業」を工

○小・中・高等学校における職場体験やイ
ンターンシップ等の実施により、児童生
徒の望ましい勤労観や職業観の育成や主
体的な進路選択の充実を図ることができ
た。 
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業高校 12 校で実施し、先端技術と実践的
なものづくり技能を持った人材を育成 

○今後は、地域や産業界との連携体制を強
化し、体験活動の充実や産業人材育成の
向上を図りながら、キャリア教育を充実
させる。 

    

◇自立や社会参加に向けた特別支援教育の改善・充実◇自立や社会参加に向けた特別支援教育の改善・充実◇自立や社会参加に向けた特別支援教育の改善・充実◇自立や社会参加に向けた特別支援教育の改善・充実    

【施策の主な取組状況】 【評価・課題】 

○「発達障害児等相談支援事業」、「特別支
援学校就職促進事業」、「特別支援学校医
療的ケア体制整備事業」等を実施 

○「県立特別支援学校の整備に関する計画」
に基づき、設立準備室の設置や対象校の
校舎整備の実施設計・改築工事等を実施 

○児童生徒の教育的ニーズや社会的自立を
図るために、相談事業、就職促進事業を
実施し、特別支援教育の指導、支援体制
の改善・充実に努めた。 

○今後は、特別支援教育コーディネーター
の育成や活用の充実を図るとともに、就
職促進のために、職場開拓や就職意欲の
向上に努め、社会的自立の支援に取り組
む。 

○県立特別支援学校については、整備計画
を着実に実施し、児童生徒の教育環境の
一層の改善を図る。 

◇信頼される教員の確保と研修の充実◇信頼される教員の確保と研修の充実◇信頼される教員の確保と研修の充実◇信頼される教員の確保と研修の充実    

【施策の主な取組状況】 【評価・課題】 

○教員採用試験の透明性を高める取組の実        

施 

○教員の自己評価及び業績評価の実施 

○優秀教員の表彰（31 名） 

○指導が不適切な教員（8 名）に対する指

導改善研修の実施〔職場復帰 3 名、研修

継続 2 名、退職 2 名、病気休職 1 名〕 

○副校長、主幹教諭、指導教諭を配置（小・

中・高・特別支援学校 470 名） 

○教員の資質向上のため、経験年数や職務

内容等に応じた基本研修等の充実 

○教員のメンタルヘルス対策として、複数

の相談窓口を設置し、相談に応じるとと

もに、ストレスマネジメント研修を実施 

○優秀な教員を確保するために、教員採用

試験の透明性を高めるための改善に取り

組んだ。受験者の信頼を確保するために、

より一層の改善に取り組む。 

○教員の資質向上を図るために、人事評価

者の評価能力向上、表彰を受けた優秀教

員の処遇等の改善を行った。教員研修に

ついては、今後、国の動向を踏まえて、

課題に応じた研修の整備や内容の充実に

努める。 

○教員のメンタルヘルス対策のため複数の

相談窓口を設置し、中堅教員や管理職を

対象に研修を実施した。今後は、多忙化

対策と併せた教員の勤務状況の改善のた

めの取組を一層充実させる。 
 

◇安心して学べる学校づくりの推進◇安心して学べる学校づくりの推進◇安心して学べる学校づくりの推進◇安心して学べる学校づくりの推進    

【施策の主な取組状況】 【評価・課題】 

○県立学校施設の計画的な耐震診断、耐震

改修による耐震化を推進 

○市町村に対して、国庫補助制度等の積極

的な活用による小・中学校施設耐震化の

推進について指導 

○「子どもの命を守る学校安全体制整備事

業」を実施し、教員の指導力向上を図る

○県立学校については、計画的な耐震診断、

耐震改修を実施した。引き続き平成 27

年度を目標に耐震化を推進し、併せて老

朽化対策も進める。 

○市町村立学校については、国庫補助制度

等の積極的な活用により耐震化が推進さ

れた。引き続き制度の周知を図り、耐震
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学校安全に関する研修会や子どもの登下

校中の見守り活動等を行うボランティア

養成講座を開催 

○経済的な理由で高等学校への修学が困難

にならないよう奨学金事業規模の拡大を

図るとともに、奨学金制度の広報を実施 

化の推進を指導する。 

○学校防犯体制については、防犯教室等の

開催など、ほぼ全校で対策を進めた。今

後、専門家による指導や参加体験型研修

など、更なる学校防犯体制の充実を図る。 

○奨学金事業については、今般の経済・雇

用情勢に鑑み、貸与に必要な予算の確保

に努め、事業の円滑な実施に努める。 

 

柱２ 豊かな人間性や志をもってたくましく生きる力を培う教育の推進 

◇自立心をはぐくむ体験活動の充実◇自立心をはぐくむ体験活動の充実◇自立心をはぐくむ体験活動の充実◇自立心をはぐくむ体験活動の充実    

【施策の主な取組状況】    【評価・課題】    

○「小学生集団宿泊事業」（小学校異学年に

よる 4 泊 5 日の長期集団宿泊体験活動）

を 12 市町村の 20 小学校で実施 

 

 

○「県立学校集団宿泊体験事業（克己心育

成のための宿泊体験）」を全県立高等学校

等の 1 年生を対象に実施 

 

 

○「通学合宿推進事業」（下校から登校まで

の日常的な生活技術習得のための集団宿

泊体験活動）を 85 の小学校区で実施    

○宿泊体験活動を通じて、自主性やリーダ

ーの自覚が芽生えはじめた等の効果があ

り、今後、「ふくおかモデル」（集団宿泊

の手引）を作成・配布し、集団宿泊体験

活動の普及を図る。 

○宿泊体験活動を通じて、高校生活への適

応や規範意識の醸成等に効果があった。

今後も、自分の限界を乗り越えようとす

る意欲や集団の中での協力・責任・奉仕

の精神等を向上させる取組を推進する。 

○通学合宿を通じて、子どもに自主性や協

調性が育まれるとともに、地域が子ども

を育てる気運が高まる等の効果があり、

今後も事業の拡充に努める。    

◇いじめ・不登校問題等の解決に向けた体制の充実◇いじめ・不登校問題等の解決に向けた体制の充実◇いじめ・不登校問題等の解決に向けた体制の充実◇いじめ・不登校問題等の解決に向けた体制の充実    

【施策の主な取組状況】    【評価・課題】    

○「いじめ・不登校総合対策事業」でのス

クールカウンセラーの活用等による、い

じめ・不登校問題等の未然防止や相談体

制の充実 

○「児童生徒の規範教育推進事業」で非行

防止学習を実施 

刑法犯少年検挙補導人数 

高 校  生…1,816 人（2,078 人） 

小・中学生…2,868 人（3,387 人） 

  （ ）は平成 20 年の人数 

○いじめ、不登校については、依然として

憂慮すべき状況である。今後とも、スク

ールカウンセラー等の一層の効果的な活

用や相談体制の充実に取り組む。 

○刑法犯少年検挙補導人数は平成 15 年か

ら毎年減少しているものの、全国的に見

ると依然として厳しい状況にある。この

ため、非行防止学習を継続して実施する

とともに、「ネットによる誹謗中傷・いじ

め等防止」を学習テーマに追加し、外部

の専門家等による講話等の実施を推進す

る。    
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◇◇◇◇学校・学校・学校・学校・家庭・地域の教育力を高める支援体制の充実家庭・地域の教育力を高める支援体制の充実家庭・地域の教育力を高める支援体制の充実家庭・地域の教育力を高める支援体制の充実    

【施策の主な取組状況】    【評価・課題】    

○「“新”家庭教育宣言事業」をＰＴＡが中

心となって、小・中学校 339 校で実施 

 

 

 

○「教育力向上福岡県民運動推進事業」を

実施し、県民運動推進組織を設置すると

ともに、フォーラム開催や広報啓発活動

を実施 

    

○「“新”家庭教育宣言事業」の実施により、

子どもたちの基本的な生活習慣が改善さ

れる等の効果があり、今後、県ＰＴＡ連

合会等と連携し、全てのＰＴＡや学校で

の取組を図る。 

○「教育力向上福岡県民運動」については、

県民会議により提言された「教育ビジョ

ン」を県民に理解してもらうため、フォ

ーラムの開催やホームページ等による広

報の充実に努めた。今後は、県民運動を

より一層発展させるため、取組成果の検

証・評価を行い、実効性を高める取組方

法等を提示する。    

    

柱３ 生涯学習社会の実現をめざす社会教育の推進 

◇関係機関、団体との連携・協力体制の整備◇関係機関、団体との連携・協力体制の整備◇関係機関、団体との連携・協力体制の整備◇関係機関、団体との連携・協力体制の整備    

【施策の主な取組状況】    【評価・課題】    

○ＮＰＯやボランティア団体との連携強化

を図る実践研究交流会等を実施 

 

 

○県立社会教育施設等で、ＮＰＯ・ボラン

ティア団体と連携・協力して、学習活動

支援事業やボランティア研修を実施 

    

○実践研究交流会等の実施により、関係者

の広域的なネットワークが構築され、今

後は、その成果を生かし、地域学習活動

の活性化を支援する。 

○社会教育施設は、ＮＰＯ・ボランティア

団体にとって、活動や情報等の交流の場

であり、施設の人的・物的機能を提供す

ることで団体活動の活性化を図ることが

できた。今後、施設と団体の連携・協力

をより一層深めるために、情報の提供や

事業の共同実施等を行い、県民の学習意

欲を高め、学習活動を支援する。    
 
 
 

柱４ 特色ある県民文化の創造 

◇県立美術館の機能◇県立美術館の機能◇県立美術館の機能◇県立美術館の機能充実充実充実充実    

【施策の主な取組状況】    【評価・課題】    

○常設展、企画展等を開催するとともに、

インターネットや広報紙で情報提供を実

施 

美術館入館者数：172,425 人 

（20 年度 130,579 人） 

○「福岡県立美術館将来構想検討委員会」

○福岡県立美術館については、検討委員会

の報告で施設の狭隘化、老朽化に伴う機

能低下が指摘されている。その中にあっ

て、県展、移動美術館展、企画展等の充

実を図っている。今後は、検討委員会の

報告を踏まえ、新しい県立美術館に求め
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で平成20年 8月にとりまとめた報告を踏

まえて、新しい県立美術館の整備につい

て検討    

られる独自性、現代性を備えた活動を展

開するための整備検討に努める。    

    

◇文化財に対する理解促進◇文化財に対する理解促進◇文化財に対する理解促進◇文化財に対する理解促進    

【施策の主な取組状況】    【評価・課題】    

○「九州邪馬台国ロマン発信事業」の実施 

○文化財保護基本指針の策定 

○文化財保護指導委員の巡視やシンポジウ

ム・歴史講座等を実施する事業を通して、

本県文化財の保護や普及の促進に努め

た。今後は、策定された文化財保護基本

指針を踏まえ、移転開館する九州歴史資

料館を拠点施設として、保護活動の充実

に努める。 

    

柱５ いきいきとしたスポーツライフの創造 

◇子どもた◇子どもた◇子どもた◇子どもたちの体力向上の推進ちの体力向上の推進ちの体力向上の推進ちの体力向上の推進    

【施策の主な取組状況】 【評価・課題】 

○「ふくおか体力アップ推進事業」を実施

（「スポコン広場」の活用推進、体力アッ

プスポーツカードの配布、「体力向上のす

すめ」及び「体力アップ福岡運動」の普

及など） 

○「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

の結果、体力向上に係る学校の取組の実

施率が全国平均に比べ、大きく下回って

おり、地域間の差があることが分かった。 

○「体力向上プラン」の作成等の体力向上

の取組をより一層充実する。 

○「ふくおか体力アップ推進事業」の継続

により、子どもたちの運動・スポーツに

対する動機付けと習慣化を図る。 

    

◇子どもたちの◇子どもたちの◇子どもたちの◇子どもたちの体育・スポーツ活動を豊かにする体制づくり体育・スポーツ活動を豊かにする体制づくり体育・スポーツ活動を豊かにする体制づくり体育・スポーツ活動を豊かにする体制づくり    

【施策の主な取組状況】 【評価・課題】 

○「武道教育等充実事業」を実施 

（地域の武道師範を中学校 69 校に派遣、

武道教育に係る教員研修・実践研究の実

施） 

○中学生が武道に触れるよい機会となり、

学習後に「生徒が日常生活において礼儀

正しくなった」等の評価を得た。 

○中学校における武道の必修化に向けて、

指導者の確保や教員の指導力向上に努

め、すべての中学校での武道学習の円滑

な実施を図る。 
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柱６ 人権尊重精神を育成する教育の推進 

◇学校教育における人権教育の推進・支援◇学校教育における人権教育の推進・支援◇学校教育における人権教育の推進・支援◇学校教育における人権教育の推進・支援    

【施策の主な取組状況】 【評価・課題】    

○校長をはじめとする職務に応じた研修や

人権教育研修会を実施 

○「人権尊重の学校づくり推進指定校事業」

を実施し、小・中・高校 20 校を指定 

○人権教育推進の方向性と取組を示した

「福岡県人権教育推進プラン」の周知と

活用の促進    

○人権教育の指導方法・内容の工夫改善を

行うとともに、「人権教育指導者用手引

き」の活用により、「福岡県人権教育推進

プラン」に基づく人権教育の一層の充実

に努める。 

    

    

    

    

    

ⅤⅤⅤⅤ    学識経験者意学識経験者意学識経験者意学識経験者意見見見見についてについてについてについて    
    
○○○○石丸哲史石丸哲史石丸哲史石丸哲史    福岡教育大学教授福岡教育大学教授福岡教育大学教授福岡教育大学教授    

・ 教育委員会や教育委員の活動状況等についてアピールする必要があり、県民の関心

を喚起するためにも一層の情報発信の方法や内容の改善が求められる。 

・ 学力向上の成果が上がっており、引き続き取組を進めるとともに、PDCA サイクルに

則り、学力実態調査等の成果の精緻な分析をもとに学力向上の要因や条件を明らかに

していくなど、取組を深める必要がある。 
 

○○○○古市勝也古市勝也古市勝也古市勝也    九州共立大学九州共立大学九州共立大学九州共立大学教授教授教授教授    

・ 今後さらに、学校、家庭及び地域住民の相互の連携協力の推進等を視野に入れた積

極的な取組の充実が求められる。また、社会教育のさらなる奨励も必要である。 

・ 子どもの体力向上やスポーツ振興等については、福岡県らしい取組として、今後の

さらなる振興が期待される。 
 

○村上裕章○村上裕章○村上裕章○村上裕章    九州大学教授九州大学教授九州大学教授九州大学教授    

  ・ 確かな学力の向上については一定の成果が上がっており、積極的に推進されている

少人数指導や習熟度別指導と併せてその成果を検証しつつ、今後も重点的に施策を展

開してほしい。 

・ 信頼される教員の確保について、教員採用に係る改善は情報公開や透明性の観点か

ら評価できる。教員の多忙化対策についても、取組による状況の改善が期待される。 
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第第第第 2222 部部部部    教育行財政教育行財政教育行財政教育行財政    
 

第第第第 1111 節節節節    教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会    

 

１１１１    教育委員会委員教育委員会委員教育委員会委員教育委員会委員    

平成 22 年 10 月 22 日清原委員が委員長に選任された。なお、平成 22 年度末現在の委員は次のと

おりである。 

(H23.3.31 現在) 

区 分 氏         名 
就任年月日 
（委員長） 

任  期 
(委員長) 

委員長 清 原  雅 彦 H15.10.17 
(H22.10.22) 

H23.10.16 
 (H23.10.16) 

委 員 久 留  百合子 H17. 7. 8 H25. 7. 7 
〃 住 吉  德 彦 H19. 7.19 H24.10.16 
〃 太 田  浩 二 H20. 7.16 H24. 7.15 
〃 二子石  竜 子 H21. 8. 1 H25. 7.31 

〃(教育長) 杉 光    誠 H22. 4. 1 H26. 3.31 

 

 

２２２２    教育委員会の会議教育委員会の会議教育委員会の会議教育委員会の会議    

平成 22 年度において、毎月の定例会を含め 21 回の会議が開かれ、議案 46 件、報告 24 件、協議

17 件、その他 5 件の案件について審議が行われた。 

平成 22 年度中の月別委員会の開催状況は次のとおりである。 

月 
種別 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 

定例会 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

臨時会 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2  9 

計 2 2 1 2 1 2 2    1 1 2 2 3 21 

 

 

３３３３    教育委員会の活動教育委員会の活動教育委員会の活動教育委員会の活動    

(1) 全国都道府県教育委員会連合会等 

ア 全国都道府県教育委員会連合会・教育委員長協議会（第１回） 

・期  日 平成 22 年 7 月 13 日～14 日 

・会  場 和歌山県 

・主要議題 

① 平成 21 年度一般会計・特別会計歳入歳出決算の認定 

② 平成 23 年度国の施策並びに予算に関する要望（一般要望）について 

③ 平成 21 年度事業報告 

④ 平成 22 年度事業実施計画 

⑤ 要望書の提出、意見表明の追認 
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イ 全国都道府県教育委員会連合会・教育委員長協議会（第 2 回） 

・期  日 平成 23 年 1 月 24 日 

・会  場 東京都 

・主要議題 

① 平成 23 年度事業計画 

② 平成 23 年度一般会計・特別会計歳入歳出予算 

③ 平成 23 年度文教予算に関する特別要望の実施 

④ 意見表明、要望活動等の追認・報告 

 

(2) 九州地方教育委員長協議会・教育委員総会 

・期  日 平成 22 年 6 月 1 日～2 日 

・会  場 福岡県 

・主要議題 

① 義務教育に係る確実な財源の保障について 

② 義務教育関連教職員人事権の移譲について 

③ 公立高校授業料無償化に伴う財源保障について 

④ 「国立青少年交流の家」等の存続に関する要請について 

 

(3) 15 都道府県教育委員会委員長・教育長協議会 

・期  日 平成 22 年 10 月 27 日 

・会  場 千葉県 

・主要議題 

① 政令指定都市及び中核市教育委員会との連携の在り方について 

② 協議会の在り方について 
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第第第第 2222 節節節節    条例・規則等の制定・改正及び通達等条例・規則等の制定・改正及び通達等条例・規則等の制定・改正及び通達等条例・規則等の制定・改正及び通達等    

 

平成 22 年度に制定又は改正された教育委員会関係の条例・規則及び通達等は次のとおりである。 

    

１１１１    条例条例条例条例    

条  例  名 内       容 公布年月日 
施 行 又 は 
適用年月日 

福岡県公の施設の設

置及び管理に関する

条例の一部を改正す

る条例 

県立特別支援学校の整備に関する計画

の実施に基づき、「福岡県立福岡養護学

校」の名称を、「福岡県立福岡特別支援

学校」に改めるもの。 

22.10.15 23. 4. 1 

福岡県公立学校職員

の給与に関する条例

の一部を改正する条

例 

近年の社会経済情勢の変化に的確に対

応するため、期末手当及び勤勉手当につ

いて所要の規定の整備を行うもの。 

22.10.15 23.10.15 

福岡県公立学校職員

の給与に関する条例

の一部を改正する条

例 

福岡県人事委員会の議会及び知事に対

する平成 22年 10月 1日付けの給与に関

する報告及び勧告にかんがみ、給料、住

居手当、期末・勤勉手当等の額の改定を

行うほか、所要の規定の整備を行うも

の。 

22.12. 7 23. 4. 1 

※ただし、給

料月額、義務

教育等教員特

別手当、給料

の調整額、特

殊勤務手当に

つ い て は 、

23.1.1 

福岡県県立学校職員

定数条例及び福岡県

市町村立学校職員定

数条例の一部を改正

する条例 

県立学校及び市町村立学校の教育内容

の充実、児童生徒数の変動等に伴い、当

該学校の職員定数を改めるもの。 

23. 3.31 23. 4. 1 
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２２２２    規則等規則等規則等規則等    

規 則 

公 布 
年月日 

規則・訓令 
等 番 号 

規 則 等 名 内    容 
施 行 又 は 
適用年月日 

22. 4.22 平成 22 年

福岡県教育

委員会規則

第 8 号 

福岡県立高等学校

学則等の一部を改

正する規則 

学校教育法施行規則の一

部改正に伴い、高等学校段

階における外国留学時の

認定可能単位数について、

上限の拡大を行うもの。 

22. 4. 1 

22. 5.17 平成 22 年

福岡県教育

委員会規則

第 9 号 

福岡県教育委員会

の事務委任等に関

する規則及び福岡

県教育庁組織規則

の一部を改正する

規則 

子ども手当に関する知事

の事務のうち教育委員会

の所管する職員に係る認

定等の事務が教育委員会

へ委任されたことに伴い、

教育長に委任しない事項

を追加するとともに教職

員課の分掌事務に追加す

るもの。 

22. 5.17 

22. 6.30 平成 22 年

福岡県教育

委員会規則

第 10 号 

九州歴史資料館の

利用、指定管理者の

指定等に関する規

則の一部を改正す

る規則 

九州歴史資料館の移転・開

館に伴い、業務移管及びそ

の他の所要の規程の整備

を行うもの。 

22. 7. 1 

22.10. 1 平成 22 年

福岡県教育

委員会規則

第 11 号 

福岡県立高等学校

学則の一部を改正

する規則 

県立高等学校の入学定員

の変更及び学科の廃止を

行うもの。 

22.10. 1 

※平成 23 年度以降に

入学する者から適用 

22.10. 1 平成 22 年

福岡県教育

委員会規則

第 12 号 

福岡県立特別支援

学校学則の一部を 

改正する規則 

県立特別支援学校の整備

に関する計画に基づき、

「福岡県立福岡養護学校」

の名称を、「福岡県立福岡

特別支援学校」に改めるも

の。 

22.10. 1 
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23. 3.30 平成 23 年

福岡県教育

委員会規則

第 1 号 

へき地等学校の指

定に関する規則の

一部を改正する規

則 

若宮南小学校が若宮小学

校に統合されることに伴

って平成 23 年 3 月 31 日を

もって廃止されること及

び小石原小学校と宝珠山

小学校が新設される東峰

小学校に統合されること

により平成 23 年 3 月 31 日

をもって廃止されること

並びに東峰中学校の位置

変更により、規定の整備を

行うもの。 

23. 4. 1 

 

23. 3.30 平成 23 年

福岡県教育

委員会規則

第 2 号 

福岡県教育庁組織

規則及び九州歴史

資料館組織規則の

一部を改正する規

則 

九州歴史資料館の移転・開

館に伴い、業務移管及びそ

の他の所要の規程の整備

を行うもの。 

23. 4. 1 

 

23. 3.30 平成 23 年

福岡県教育

委員会規則

第 3 号 

福岡県教育センタ

ー組織規則の一部

を改正する規則 

 

教育センター組織の組織

改編に伴い、所要の規程の

整備を行うもの。 

23. 4. 1 

 

23. 3.30 平成 23 年

福岡県教育

委員会規則

第 4 号 

福岡県立図書館組

織規則の一部を改

正する規則 

 

障害者サービスの充実を

図るため、館内の事務分掌

の見直しを行うもの。 

23. 4. 1 
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教育委員会訓令 

公 布 

年月日 

規則・訓令 

等 番 号 
規 則 等 名 内    容 

施 行 又 は 

適用年月日 

22. 6.25 平成 22 年

福岡県教育

委員会訓令

第 3 号 

九州歴史資料館職

員の太宰府市駐在

に関する訓令 

九州歴史資料館が７月１日

より太宰府市から小郡市へ

移転することから移転完了

までの連絡調整及び施設管

理のため、所要の規定の整

備を行うもの。 

22. 7. 1 

 

22. 6.30 平成 22 年

福岡県教育

委員会訓令

第 4 号 

福岡県教育委員会

臨時職員規程の一

部を改正する訓令 

臨時職員に係る子の看護休

暇について、取得要件等を

拡大し、また無給の介護休

暇の規程を新たに加えると

共に、介護休暇について取

得対象を拡大するもの。 

23. 4. 1 

22. 8. 4 

 

平成 22 年

福岡県教育

委員会訓令

第 5 号 

福岡県教育文化表

彰者選考規程の一

部を改正する訓令 

教育文化表彰候補者の推薦

者の対象に、私学学事振興

局長を追加するもの。 

22. 8. 4 

23. 3.25 

 

平成 23 年

福岡県教育

委員会訓令

第 1 号 

福岡県教育委員会

事務局職員の福岡

市駐在に関する訓

令 

 

平成 25 年度全国高等学校

総合体育大会開催準備に伴

う、事務局職員の福岡市駐

在の発令について、所要の

規定の整備を行うもの。 

23. 4. 1 

23. 3.30 

 

平成 23 年

福岡県教育

委員会訓令

第 2 号 

福岡県教育委員会

臨時職員規程の一

部を改正する訓令 

夏季休暇、育児時間及び子

の看護休暇について、臨時

職員の勤務条件を改善する

見直しを行うもの。 

23. 4. 1 
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教育長訓令 

公 布 

年月日 

規則・訓令 

等 番 号 
規 則 等 名 内    容 

施 行 又 は 

適用年月日 

22. 5.21 平成 22 年

教育長訓令

第 3 号 

福岡県教育庁事務

分掌規程の一部を

改正する訓令 

子ども手当に関する知事の

事務のうち教育委員会の所

管する職員に係る認定等の

事務が教育委員会へ委任さ

れたことに伴い、所要の整

備を行うもの。 

22. 5.21 

22. 8.13 平成 22 年

教育長訓令

第 4 号 

福岡県教育委員会

事務決裁規程の一

部を改正する訓令 

公立学校に係る授業料の不

徴収及び高等学校就学支援

金の支給に関する法律の制

定に伴い、所要の規定の整

備を行うもの。 

22. 8. 13 

23. 3.30 平成 23 年

教育長訓令

第 1 号 

福岡県教育庁事務

分掌規程の一部を

改正する訓令 

新九州歴史資料館の開館に

伴い、文化財保護課各係の

分掌事務を見直すもの。 

また、その他分掌事務につ

いて所要の規程の整備を行

うもの。 

23. 4. 1 

23. 3.30 平成 23 年

教育長訓令

第 2 号 

福岡県教育委員会

事務決裁規程の一

部を改正する訓令 

分限規則の改正に伴い、総

務課及び教職員課の個別的

専決事項の規定について所

要の整備を行うもの。 

またその他専決事項につい

て所要の規定の整備を行う

もの。 

23. 4. 1 
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第第第第3333節節節節    事務局等組織機構事務局等組織機構事務局等組織機構事務局等組織機構    

 

平成22年度における本庁及び出先機関（県立学校を除く。）の組織機構は、次のとおりである。 

    

教育庁本庁組織機構教育庁本庁組織機構教育庁本庁組織機構教育庁本庁組織機構    
 
総務課 (総務秘書班 調査広報班 福利・法人班 人事文書班 教育給与支給班） 

委員会会議 秘書 庁用車･庁舎管理 教育庁運営予算 教育事務所 福利厚生･保健管理 恩給 災害補償 公立学校共済 
教職員互助会 公益法人･公益信託 調査･統計 教育要覧･教育便覧･教育調査報告書 広報広聴 教育行政相談 県議会 
教育文化表彰 出先長会議 国際交流 行政組織･権限配分 人事･定数･服務･研修･給与(事務局等職員及び県立学校事務職 
員等) 法規･文書･公印 行政手続法 聴聞主宰 行政システム改革 附属機関 次世代育成推進 災害対策 
庶務事務システム 人事給与システム 部内連絡調整 

 
財務課 

予算係 ････････ 予算･決算統括 財務会計指導 市町村教委財政措置指導 庶務 
学校予算係 ････ 県立学校運営予算 事務局等職員･教職員給与費 義務教育費等国庫負担金 県立学校授業料 

 
文化財保護課 

管理係 ････････ 埋文調査受託事業事務 九州歴史資料館 旧公会堂貴賓館 九州国立博物館連絡調整 庶務 
文化財保護係･･･ 文化財指定･管理･保護･公開･指導助言 文化財調査指導助言･保存事業  

銃砲刀剣類登録･美術刀剣類製作承認 文化財保護審議会 文化財保護指導委員 
調査第一係 ････ 埋蔵文化財発掘調査(県事業)･指導助言等 
調査第二係 ････ 埋蔵文化財発掘調査(受託事業) 
(大規模遺跡対策･災害復旧班) ･･････ 重要大規模遺跡保存活用 災害復旧 
(九州歴史資料館対策室) ･････････ 九州歴史資料館連絡調整 

 
企画調整課 (企画調整班 教育企画班 教育力向上対策室） 

教育行政総合企画･調整 施策策定･進行管理 地方分権推進 事務の管理・執行状況の点検及び評価 情報化企画･調整 
ＯＡ化企画･推進 情報収集・整理 学社連携 市町村教委組織･運営指導助言 市町村教委委員研修 知事部局連絡調整 
教育改革推進本部 学校教育制度企画･指導助言 学校設置･廃止(特別支援学校を除く｡) 
高校･中等教育学校受入計画･入学定員･通学区域 高校･中等教育学校学科等編成 県立学校教育振興計画審議会 
教育長特命事項 部内権限配分･連絡調整 

 
社会教育課 (総務班 社会教育班 文化・県立美術館将来構想班) 

社会教育総合計画 社会教育指導助言 社会教育専門職員養成 社会教育関係者研修 社会教育施設 社会教育委員  
社会教育団体育成･指導 社会教育関係表彰 社会教育調査 子どもの文化芸術活動 
ユネスコ活動 文化団体 県民文化祭(知事部局調整) 出先機関(社会教育施設) 青少年科学館 教育文化奨学財団 

 
教職員課 

給与総務係 ･･････ 教職員給与･報酬･退職手当 児童手当 教職員身体検査審議会 庶務 
市町村立学校係 ･･ 県費負担教職員人事･定数･服務･採用試験･研修 市町村立学校学級編制 在外教育施設教員派遣 
県立学校係 ･･････ 県立学校教職員人事･定数･服務･採用試験 職員組織 
免許・職員係 ････ 教育職員免許状 認定講習 免許教科外許可 訟務(総括) 服務制度 職員団体 栄典 退職者感謝状 

教職員月報 優秀教員表彰 
人事管理班 ･･････ 教職員人事管理 管理職試験 職員組織･人事管理指導 

総 
 

務 
 

部 

教 

育 

企 

画 

部 

教 

育 

次 

長 

教 
 

育 
 

長 
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施設課 

管理助成係 ････ 産振･理振･定通･へき地設備 県立学校初度調弁 市町村立学校施設整備指導･国庫補助金･施設調査 

鉱害復旧指導 庶務 

施設係 ････････ 県立学校施設調査･整備 県立学校施設台帳 公立学校建物耐力度調査 

財産係 ････････ 教育財産統括 県立学校財産取得･処分･管理･維持修繕 財産台帳 
 

高校教育課 

管理係 ････････ 定通教科書 教育センター 奨学事業 部内権限配分・連絡調整 庶務 

学事係 ････････ 高校･中高一貫校入退学･福利厚生･教科書採択･学校行事実施基準･周辺環境 高校入学者選抜 

中高一貫校入学者決定 高卒認定 技能教育施設指定 

指導班 ････････ 組織編制･教育課程･学習指導･生徒指導･進路指導 教職員研修 高校教科書採択･教材取扱い 

校外行事 学校教育研究団体 
 

義務教育課 

管理係 ････････ 就園奨励･就学援助国庫補助金 特別支援教育就学奨励国庫補助金 特別支援教育設備 庶務 

学事係 ････････ 幼小中特入退学･福利厚生･教材費財政措置指導 特別支援学校入学者選抜 教科書無償給与 

小中特教科書採択 特別支援学校設置廃止･受入計画･学校行事実施基準･周辺環境 中卒認定試験 

教科用図書選定審議会 障害児就学指導委員会 

指導班 ････････ 幼小中組織編制･教育課程･進路指導 小中教科書採択･教材取扱い 教職員海外派遣 教育実践研究 

教育相談室 ･･････ 幼小中生徒指導 生徒指導研修 教育相談 

特別支援教育室 ･･ 特別支援学校組織編制･教育課程･学習指導･進路指導 特別支援教育研修 特別支援教育教科書採択 

特別支援教育教材取扱い 特別支援学校校外行事 特別支援教育企画･実施 
 

人権・同和教育課 

調整係 ････････ 人権教育連絡調整 委嘱事業 助成 地域改善対策 関係機関･団体 庶務 

指導班 ････････ 人権教育実施計画･連絡調整 学力向上･進路保障 研究推進校 ｢人権教育･啓発基本指針｣ 

啓発班 ････････ 人権教育指導助言･啓発･研修･資料作成 
 

体育スポーツ健康課 

管理係 ････････ 体育施設整備 体育研究所 体育･スポーツ施設 スポーツ振興公社 学校安全団体 庶務 

保健給食係 ････ 児童生徒保健管理 学校環境衛生･食品衛生･薬事衛生 学校医･歯科医･薬剤師 

栄典(学校保健) 学校給食奨励･指導･開設廃止･施設整備 学校給食関係職員研修 学校給食審議会 

学校保健団体･学校給食団体 

体育・健康教育班  ･ 学校体育･健康教育指導 学校体育施設設備･用具整備指導 研修 校外体育行事 

表彰(学校体育･学校保健･学校給食) ユニセフ 学校体育団体 

スポーツ振興班 ･･･ スポーツ振興 スポーツ振興審議会 競技スポーツ指導 競技力向上 国民体育大会 

        競技スポーツ団体 体力つくり事業 スポーツ施設設備・用具整備指導 

教 

育 

振 

興 

部 

理 
 

 
 

事 
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教育庁出先機関組織機構 
 

１１１１    教育庁教育事務所教育庁教育事務所教育庁教育事務所教育庁教育事務所    

（福岡、北九州、北筑後、南筑後、筑豊、京築） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２    教育機関教育機関教育機関教育機関    

① 教育センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 体育研究所 

 

 

 

③ 美術館 

 

 

 

④ 図書館 

 

 

 

 

 

⑤ 社会教育総合センター 

 

 

 

 

⑥ 英彦山青年の家 

 

 

 

⑦ 少年自然の家「玄海の家」 

 

 
 

⑧ 九州歴史資料館 

 

 

 

 

 

⑨ 社会教育総合センター少年自然の家 

⑩ ふれあいの家・青少年訓練所 
ふれあいの家北九州 
ふれあいの家北筑後 
ふれあいの家南筑後 
ふれあいの家京築 
夜須高原野外活動センター 

 

3333    その他その他その他その他    

① 青少年科学館 
 
 
 
 
 

② スポーツ科学情報センター 

所 副  総務課   総務係                            

所  スポーツ  健康科学係 

長 長  振興課   企画情報係 

③ 総合プール 

④ 久留米スポーツセンター 

⑤ 馬術競技場 

⑥ 総合射撃場 

総務室 

研修・情報室 

学習サポート室 

所 

長 

副
所
長 

総務課 

研修課 

所 

長 

所 

長 

次 

長 

館 

長 

副
館
長 

総務課 
管理係 

教職員係

  所 

長 

副

所

長

副

所

長

教育指導室 

教育相談室 

社会教育室 

人権・同和教育室 

主幹指導主事 

人事管理班 

所 

長 

次 

長 

所 

長 

副
所
長 

企 画 部 

教 育 指 導 部 

教 育 経 営 部 

情 報 教 育 部 

特別支援教育部 

総務課 

事業計画課 

企画調査班 

指導改善研修班 

教科教育班 

領域教育班 

人権教育班 

教育相談班 

情報教育班 

特別支援教育班 

館 

長 

副
館
長 

総務課 

学芸課 

普及課 

総務助成グループ 
（総務チーム・助成チーム） 
科学教育グループ 
（科学教育チーム） 

館 

長 

副
館
長 

総務課 

資料課（図書係・逐次刊行物係） 

参考調査課（調査相談係・利用サービス係） 

企画協力課（企画係・普及係） 

郷土資料課 

副
館
長 

館 

長 

総務室 

学芸調査室 
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第第第第 4444 節節節節    教育予算教育予算教育予算教育予算    
 

１１１１    県教育予算県教育予算県教育予算県教育予算    

平成 22 年度における教育予算については、「福岡県の教育施策」に掲げる施策の着実な推進に向け、

その確保に努めたところである。 

２月補正後の教育委員会所管の最終予算は、3,584 億 689 万円であり、前年度と比較して 6 億 2,369

万円、0.2%減となった。また、県の一般会計予算に占める教育委員会所管予算の割合は 21.5%で、この

うち、人件費の割合は 93.1%である。 

このうち、教育委員会所管予算の主な内容は、以下のとおりである。 

区分 事  項  名 
予算額 
（千円） 

摘        要 
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区分 事  項  名 
予算額 
（千円） 

摘        要 

小学校理科支援員等配置事業費 29,135 
〇小学校理科教育充実のための理科支援員の配
置等 

教育力向上福岡県民運動推進費 27,686 
〇「福岡の教育ビジョン」を県民運動として推進 
〇通学合宿の実施 

県立学校情報化推進費 44,498 〇県立学校における教務用パソコン等の整備 

小学生集団宿泊事業費 12,895 
〇小学校４～６年生を対象とした異学年での集
団宿泊活動の実施 

ふくおか学力アップ推進費 161,343 

学力実態調査事業 
・対象：小学校６年生、中学校３年生 
〇学力強化が特に必要な市町村が実施する学力 
向上プランの推進に対する助成及び非常勤講
師の派遣 

学 
 
 
 

校 
 
 
 

教 
 
 
 

育 

ふくおか体力アップ推進費 18,755 

〇市町村が行う親子運動セミナーや中学生運動
部活動等への指導者派遣に対する助成 
小学校への体力向上指導者派遣事業 

〇ふくおかスポーツ夢大使事業 
〇種目別競技大会の開催 
〇体力アップスポーツカードの作成･配布等 
体力・運動能力調査の実施 

英語教育充実費 457,487 〇外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置 国際 

教育 外国大学進学支援事業費 4,378 〇外国大学進学を支援・促進するための講座開催等 

情報教育総合推進費 21,357 〇情報活用能力の育成推進 情報 

教育 県立高校ＩＴ技術者養成事業費 2,208 〇情報系学科生徒を対象としたＩＴ技術者養成 

県立工業高校産業人材育成事業

費 
60,816 

〇産学官連携産業人材育成事業 
〇産業界が求める高度な技能を持った人材育成
のための実習設備の整備 

職 

業 

教 

育 特別支援学校職業教育支援費 15,231 〇県立知的障害特別支援学校の職業教育の充実 

研修 初任者研修事業費 85,704 〇新任教員研修の実施 

高等学校施設整備費 1,916,931 〇施設充実、体育館建設等 

県立学校等耐震対策費 3,761,037 
〇県立学校及び教育施設の耐震診断及び耐震改 
 修 

 
環 

境 

整 

備 高等学校再編整備費 240,662 〇平成 20年度開校校に係る施設整備等 

新

新

新

新
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区分 事  項  名 
予算額 
（千円） 

摘        要 

県立学校設備費 158,702 
〇産業教育、理科教育、定時制、特別支援教育
等の設備整備 

〇ブラインド整備 

環 

境 

整 

備 特別支援学校整備費 1,902,681 〇県立特別支援学校整備計画に基づく施設整備 

図書資料購入費 93,062 〇県立図書館図書資料整備 

地域活動指導員設置事業助成費 297,461 〇地域活動指導員の配置に対する助成 

規則正しい生活習慣づくり
推進費 

2,761 〇規則正しい生活習慣づくりの取組の促進 

 
 
社 

会 

教  

育 
 新県立美術館整備検討費 392 〇県立美術館の整備手法の検討 

競技スポーツ振興事業費 130,227 〇遠征、合宿等の選手強化事業に対する助成 

県立体育・スポーツ施設費 380,463 
〇県立スポーツ科学情報センター、県立総合プ
ール、県馬術競技場、県立総合射撃場及び久
留米総合スポーツセンターの管理運営 

運動部活動活性化推進費 6,666 
〇部活動外部指導者の派遣 
〇運動部活動指導者研修会の開催 

体 

育 

・ 

ス 

ポ 

ー 

ツ 

武道教育等充実事業費 4,491 
〇武道師範の派遣 
〇中・高校における武道指導実践 

大規模遺跡総合整備費 245,318 
〇大宰府史跡等の保存整備 
〇公有化等の助成 

九州歴史資料館整備費 266,395 〇九州歴史資料館の移転改築 

文 
 

化 

九州歴史資料館開館事業費 22,298 〇九州歴史資料館の開館に伴う特別展の開催等 新

新
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平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    教育委員会所管予算議決一覧表教育委員会所管予算議決一覧表教育委員会所管予算議決一覧表教育委員会所管予算議決一覧表    

                                                                                                          

 

　　　議　　　　　　決　　　　　　状　　　　　　況

科　　　　　　目 予　　算　　額 当初予算 ６月補正 ９月補正 １２月補正 １月補正 ２月補正

358,406,889 351,672,245 0 412,469 △ 3,403,431 1,075,836 8,649,770 830,259

358,349,656 351,672,245 0 354,007 △ 3,403,431 1,075,836 8,650,999 830,259

教 育 総 務 費 43,847,720 39,124,055 0 26,016 △ 66,085 243,596 4,520,138 2,135

内 小 学 校 費 136,651,168 136,068,988 0 0 △ 1,594,094 0 2,176,274 0

中 学 校 費 81,050,924 80,748,321 0 0 △ 900,271 600 1,202,274 0

高 等 学 校 費 61,553,277 61,008,719 0 266,532 △ 564,088 322,215 519,899 689,891

特 別 支 援 学 校 費 29,229,493 28,753,215 0 0 △ 270,344 156,556 590,066 80,389

訳 社 会 教 育 費 4,299,337 4,491,437 0 61,459 △ 3,984 114,479 △ 364,054 57,844

保 健 体 育 費 1,717,737 1,477,510 0 0 △ 4,565 238,390 6,402 0

283 0 0 0 0 0 283 0

56,950 0 0 58,462 0 0 △ 1,512 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1,669,195,643 1,590,032,427 0 25,928,649 2,031,280 34,894,746 16,308,541 57,662,125

平成２１年度

からの繰越明

許費等繰越額

公 債 費

（ 参 考 ） 県 予 算 額

教 育 委 員 会 所 管 予 算 額

教 育 費 計

総 務 費

災 害 復 旧 費
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平成平成平成平成 22222222 年度及び平成年度及び平成年度及び平成年度及び平成 21212121 年度最終予算比較表年度最終予算比較表年度最終予算比較表年度最終予算比較表    

    

（単位：千円）

平成22年度 平成21年度 差引予算額

区　　　　　分 最終予算額 最終予算額 (A)-(B) (A)/(B)%

(A) (B)

第10款　教育費   358,349,656   359,002,143 △ 652,487 99.8%

Ⅰ　教育総務費    43,847,720    38,203,987 5,643,733 114.8%

1　教育委員会費        22,669        22,768 △ 99

2　事務局費     3,337,000     3,355,265 △ 18,265

3　教職員人事費    32,696,887    26,406,194 6,290,693

4　教育振興費     6,494,021     7,000,493 △ 506,472

5　恩給及び退職年金費       411,818       494,003 △ 82,185

6　福利厚生費       736,015       760,414 △ 24,399

7　教育センター費       149,310       164,850 △ 15,540

Ⅱ　小学校費   136,651,168   138,175,485 △ 1,524,317 98.9%

1　教職員費   136,651,168   138,175,485 △ 1,524,317

Ⅲ　中学校費    81,050,924    81,335,443 △ 284,519 99.7%

1　教職員費    81,014,801    81,291,906 △ 277,105

2　教育振興費        36,123        43,537 △ 7,414

Ⅳ　高等学校費    61,553,277    65,499,302 △ 3,946,025 94.0%

1　高等学校総務費    52,992,923    54,145,738 △ 1,152,815

2　全日制高等学校管理費     3,411,903     3,763,919 △ 352,016

3　定時制高等学校管理費       107,925       113,256 △ 5,331

4　教育振興費       148,213       199,976 △ 51,763

5　学校建設費     4,601,899     7,040,599 △ 2,438,700

6　通信教育費         6,956         7,156 △ 200

7　水産高校実習費       202,757       142,213 60,544

8　農業高校実習費        80,701        86,445 △ 5,744

Ⅴ　特別支援学校費    29,229,493    28,798,462 431,031 101.5%

1　特別支援学校費    25,832,603    25,732,573 100,030

2　教育振興費       700,812       610,791 90,021

3　特別支援学校建設費     2,696,078     2,455,098 240,980
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（単位：千円）

平成22年度 平成21年度 差引予算額

区　　　　　分 最終予算額 最終予算額 (A)-(B) (A)/(B)%

(A) (B)

Ⅵ　社会教育費     4,299,337     5,420,806 △ 1,121,469 79.3%

1　社会教育総務費     1,995,409     1,962,697 32,712

2　社会教育施設費       628,108       558,056 70,052

3　文化財保護費       817,965       767,016 50,949

4　九州歴史資料館費       469,462     1,806,616 △ 1,337,154

5　文化振興費        12,508        12,933 △ 425

6　美術館費        92,972        90,066 2,906

7　図書館費       282,913       223,422 59,491

Ⅶ　保健体育費     1,717,737     1,568,658 149,079 109.5%

1　保健体育総務費       761,484       568,020 193,464

2　体育振興費       300,120       327,793 △ 27,673

3　体育施設費       656,133       672,845 △ 16,712

第2款　総務費           283         5,691 △ 5,408

Ⅰ　総務管理費           283         5,691 △ 5,408

10　 諸費           283         5,691 △ 5,408

第11款 災害復旧費        56,950        22,744 34,206

Ⅲ　教育施設災害復旧費        56,950        22,744 34,206

1　高等学校災害復旧費             -         2,651 △ 2,651

2　社会教育施設等災害復旧費        56,950        20,093 36,857

第12款 公債費             -             - 0

Ⅰ　公債費             -             - 0

1　元金             -             - 0

合　　　　　　　計   358,406,889   359,030,578 △ 623,689 99.8%
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平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    教職員定数基準一覧教職員定数基準一覧教職員定数基準一覧教職員定数基準一覧    

 

区   分 小  学  校 中  学  校 高   等   学   校 特 別 支 援 学 校 

単式学級 40 人 単式学級 40 人 全日制 1 年 2 年 3 年 

複式学級 
２個学年 16 人 

複式学級 
２個学年 ８人 

 
普 通 
商 業 
家 庭 
農 業 
工 業 
水 産 

40 人 40 人 40 人 

 

 

幼稚部 

 

 
小・中学部 
一般学級 
重複学級 

 

 

5 人 

 

 
 

6 人 
3 人 

定時制 1 年 2 年 3 年 4 年 第１学年の児童を
含む学級にあって
は８人 

学級編制基準 

特別支援 
学級   ８人 

特別支援 
学級 ８人 

 
普 通 
商 業 
家 庭 
農 業 
工 業 

40 人 40 人 40 人 40 人 高等部 
一般学級 
重複学級 

 
9 人 
4 人 

教職員配当基準 従来どおり 従来どおり 標準法による 標準法による 

平成 21 年度 
条 例 定 数 

25,605   6,426 
※(1,479)        

3,060        

平成 22 年度 
条 例 定 数 

25,738   6,328 
※(1,518)       

3,109        

教

職

員

数 

差 引 増 減 133   △28 
※(   39)       

49        

教職員定数 
増減の理由 

学級の増等 生徒数の減等 児童生徒数の増等 

(注)※欄の（ ）は市町村立を内書で示す。 
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その他
9.3%

公債費
11.1%

災害復旧費
0.2%

教育費
24.4%

警察費
7.6%

県土整備費
9.6%

商工費
7.2%

農林水産費
4.0%

生活労働費
9.5%

環境費
0.4%

保健費
12.8%

総務費 3.7%

議会費 0.2%

総　　　額

1,669,195,643千円

平成平成平成平成 22222222 年度一般会計最終予算款別比較表年度一般会計最終予算款別比較表年度一般会計最終予算款別比較表年度一般会計最終予算款別比較表    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

    

    

平成平成平成平成 22222222 年度一般会計最終予算のうち教育委員会所管予算目的別比較表年度一般会計最終予算のうち教育委員会所管予算目的別比較表年度一般会計最終予算のうち教育委員会所管予算目的別比較表年度一般会計最終予算のうち教育委員会所管予算目的別比較表    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

市町村立学校費

71.3%

県立学校費

25.2%

教育行政費

3.5%

総　　額

358,406,889千円



－39－ 

人件費
93.1%

物件費
2.6%

建設費
2.5%

その他 1.8%

総　　額

358,406,889千円

平成平成平成平成 22222222 年度一般会計最終予算のうち教育委員会所管性質別比較表年度一般会計最終予算のうち教育委員会所管性質別比較表年度一般会計最終予算のうち教育委員会所管性質別比較表年度一般会計最終予算のうち教育委員会所管性質別比較表    

                

1111    総総総総        額額額額    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

2222    教育行政費教育行政費教育行政費教育行政費 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

その他
23.0%

建設費
8.7%

物件費
13.7%

人件費
54.6%

総　　額

12,596,584千円
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その他
3.6%

建設費
8.6%

物件費
7.3%

人件費
80.5%

総　　額

90,422,236千円

3333    県立学校費県立学校費県立学校費県立学校費    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4444    市町村立学校費市町村立学校費市町村立学校費市町村立学校費    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

物件費
0.4%

その他
0.1%

人件費
99.5%

総　　額

255,388,069千円
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第第第第 5555 節節節節    広報・広聴、調査統計広報・広聴、調査統計広報・広聴、調査統計広報・広聴、調査統計    

 

１１１１    広報活動広報活動広報活動広報活動    

教育に関する施策並びに方針、当面する教育問題などを広く県民に知らせ、教育行政への理解と

協力を求め、教育行政の円滑な推進を図るため、広報誌「教育福岡」を発行するとともに、教育庁

記者クラブ（新聞社、テレビ局、通信社など 14 社で構成）への情報提供などを通して広報活動を

行った。 

(1) 広報誌「教育福岡」の発行 

学校教育、社会教育、芸術・文化・スポーツなどの多様な情報や教育現場の実践例を「定版」、

「特集」の 2 本立てで紹介し、本県の教育について広く教育関係者の理解を求めることに努めた。 

(2) 教育庁記者クラブへの情報提供 

教育庁記者クラブと緊密な連携を取り、教育長記者会見、記者クラブへの発表、広報連絡会、

資料提供などを通して広報活動を行った。平成 22 年度の記者クラブへの資料提供等は 152 件であ

った。 

(3) テレビ・ラジオ番組の利用 

県民情報広報課と連携を図り、県民情報広報課が購入している新聞紙面（商業紙 5 社）、テレビ

番組（民放 4 社）・ラジオ番組（民放 2 社）を利用し、教育行政の動き、各種行事のお知らせなど

を掲載（放映・放送）するようにした。 

 

２２２２    広聴活動広聴活動広聴活動広聴活動    

平成 22 年度は、小倉商業高等学校、八幡工業高等学校及び古賀特別支援学校において、移動教育

委員会（委員協議会）及び管内視察を実施し、教育委員及び教育長が当該学校の教職員と意見交換

などを行った。 

 

３３３３    調査統計調査統計調査統計調査統計    

県教育委員会では、教育行政を進める上での基礎資料を総合的に得るため、各種の統計調査を実

施した。平成 22 年度に実施した主要な統計調査は次のとおりである。 

 

平成平成平成平成 22222222 年度主要調査実施状況年度主要調査実施状況年度主要調査実施状況年度主要調査実施状況    

 

調査の種類 調 査 の 内 容 実 施 主 体 調 査 時 期 

人 事 給 与 統 計 調 査 
教職員の学歴、年齢、給与月額、
通勤の状況、年休の状況等 

福岡県人事委員会 平成 22 年 4 月 1 日 

地方教育委員会調査 
学 校 調 査 

①地方教育委員会調査 
②学校調査 

福岡県教育委員会 平成 22 年 5 月 1 日 

地 方 教 育 費 調 査 
①学校教育費 ②社会教育費 
③教育行政費 

文 部 科 学 省 平成 21 会計年度 

教 育 行 政 調 査 地方行政機関の組織の状況 福岡県教育委員会 平成 22 年 5 月 1 日 
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第第第第 6666 節節節節    教育文化表彰教育文化表彰教育文化表彰教育文化表彰    

 

福岡県教育委員会表彰規則（昭和 44 年福岡県教育委員会規則第 10 号）に基づく平成 22 年度の

教育文化表彰は、平成 23 年 3 月 13 日に福岡リーセントホテルにおいて行われた。 

なお、被表彰者は次のとおりである。 

１１１１    児童生徒の部児童生徒の部児童生徒の部児童生徒の部    

(1) 個人 

福岡市立長住小学校            岡 﨑  華 香 

飯塚市立飯塚東小学校           佐 藤  み と 

柳川高等学校               ｴｽﾍﾟﾎ･ｶｰﾗ･ﾆﾀｰｼｬ 

福岡県立山門高等学校           遠 藤  友 子 

久留米大学附設高等学校          岸 川  滉 央 

福岡県立修猷館高等学校          清 水    翔 

久留米大学附設高等学校          鈴 木  雄 晴 

福岡県立八幡中央高等学校         波多野   絵 美 

筑紫女学園高等学校            松ヶ迫   美 貴 

小倉日新館中学校             勇    大 地 

太宰府市立太宰府西中学校         後 藤  滉 平 

福岡市立長尾中学校            杉   瑛 梨 奈 

福岡市立香椎第一中学校          谷 川    咲 

福岡市立西福岡中学校           宮 原  美 穂 

福岡第一高等学校             磯 崎  哲 也 

福岡県立小倉商業高等学校         入 江   ななみ 

福岡県立小倉商業高等学校         岡 村  奈 々 

中村学園三陽高等学校           香 原  大 樹 

沖学園高等学校              時 松  源 藏 

中村学園三陽高等学校           德 重    樹 

敬愛高等学校               濵 砂  香 澄 

福岡第一高等学校             山 口  寛 規 

敬愛高等学校               結 城   久美子 

(2) 団体 

福岡舞鶴高等学校情報技術部 

大刀洗町立大刀洗中学校女子柔道部 

福岡大学附属若葉高等学校ダンス部 

第 65 回国民体育大会ゴルフ競技少年女子福岡県選手団 

第 65 回国民体育大会ゴルフ競技少年男子福岡県選手団 

第 65 回国民体育大会ソフトテニス競技少年女子福岡県選手団 

第 65 回国民体育大会バスケットボール競技少年男子福岡県選手団 

第 65 回国民体育大会バレーボール競技少年男子福岡県選手団 
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第 65 回国民体育大会フィギュアスケート競技少年男子福岡県選手団 

第 65 回国民体育大会ラグビーフットボール競技少年男子福岡県選手団 

第 23 回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会福岡県中学生女子選抜チーム 

第 23 回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会福岡県中学生男子選抜チーム 

 

２２２２    一般の部一般の部一般の部一般の部    

(1) 社会教育部門 

ア 団体 

福岡市立金武中学校父母教師会 

早良どようおはなし会 

みやま市立水上小学校ＰＴＡ 

イ 団体 

福岡市立脇山小学校父母教師会 

(2) 学術・文化部門 



－44－ 

飯塚学校歯科医会             学校歯科医     白 木  康 愛 

田川学校歯科医会             学校歯科医     杉 原  瑛 治 

社団法人八幡薬剤師会           学校薬剤師     小 野  春 夫 

社団法人門司薬剤師会           学校薬剤師     木 下  正 博 

社団法人福岡市薬剤師会          学校薬剤師     正 岡  民 次 

(5) 教育行政部門 

ア 個人 

添田町教育委員会             委員長       末 永  豊  

行橋市教育委員会             前教育長      德 永  文 晤 

志免町教育委員会             前教育長      中牟田  修 身 

(6) 学校教育部門 

ア 個人 

北九州市立門司中央小学校         前校長       前 川  公 一 

北九州市立志徳中学校           前校長       河 合  英 明 

大野城市立大野中学校           前校長       髙 木  和 敏 

久留米市立城島中学校           前校長       原      寛 

福岡県立八女高等学校           校長        南 里  三 治 

福岡県立福岡工業高等学校         校長        野見山   秀 樹 

福岡県立特別支援学校「福岡高等学園」   校長        遠 江  規 男 

イ 団体 

新宮町立新宮中学校相島分校
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第第第第 7777 節節節節    福岡県教育文化奨学財団福岡県教育文化奨学財団福岡県教育文化奨学財団福岡県教育文化奨学財団    

 

本財団は、将来の人づくりを共通の目的とする財団法人福岡県教育文化振興財団、財団法人福岡

県青少年科学教育普及協会、財団法人福岡県奨学会の三財団の統合により、平成 16 年 4 月 1 日に財

団法人福岡県教育文化奨学財団として発足した。 

平成 22 年度は、以下のとおり事業を行った。 

１１１１    教育文化事業教育文化事業教育文化事業教育文化事業    

県民及び教育文化関係者の自主的・創造的な教育・文化・学習・研究活動等を助成し、教育文化

行政機関と有機的に連携しながら、民間諸団体の協力を得て、福岡県の 21 世紀を拓く教育・文化の

振興を図ることを目的に、教育文化助成事業及び教育文化振興事業を行った。 

(1) 教育文化助成事業 

ア 青少年活動助成事業 

青少年体験活動への助成事業を実施 

イ 地域文化活動助成事業 

芸術文化活動、文化財保存活動への助成事業を実施 

ウ 教職員研究助成事業 

教職員研究団体等の研究活動への助成事業を実施 

エ その他の助成事業 

年度中途において申請される事業で特に必要と認められた事業を実施 

(2) 教育文化振興事業 

ア 生涯学習振興事業 

ボランティア活動、国際交流活動を支援する共催事業を実施 

イ 文化振興事業 

芸術文化活動の共催事業を実施 

ウ 顕彰事業 

福岡県教育論文入賞者報奨事業を実施 

エ その他の振興事業 

財団の趣旨に沿った事業で、特に必要と認められた事業を実施 

 

２２２２    科学教育事業科学教育事業科学教育事業科学教育事業    

福岡県青少年科学館の管理・運営（167～170 頁参照） 

 

３３３３    奨学事業奨学事業奨学事業奨学事業    

(1) 奨学金等貸与事業（98 頁参照） 

(2) 福岡県学生会館の管理運営 

福岡県学生会館 

所在地：神奈川県横浜市青葉区荏田西一丁目 14 番の 2 

建 物：鉄筋コンクリート造 5 階建 

収容人員：150 人 
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第第第第 8888 節節節節    教育に関する公益法人及び公益信託教育に関する公益法人及び公益信託教育に関する公益法人及び公益信託教育に関する公益法人及び公益信託    

 

１１１１    公益法人公益法人公益法人公益法人    

教育委員会の所管する教育に関する公益法人を事業別に分類すると次のとおりである。 

(23.3.31 現在) 

法 人 の 事 業 に よ る 分 類 財  団 社  団 計 

学 校 教 育 の 振 興 19 1 20 

社 会 教 育 ・ 文 化 の 振 興 38 7 45 

保 健 体 育 の 振 興 14 6 20 

育 英 奨 学 の 推 進 39 0 39 

そ の 他 教 育 に 関 す る 事 業 6 8 14 

計 116 22 138 

 

 

２２２２    公益信託公益信託公益信託公益信託    

教育委員会の所管する教育に関する公益信託は次のとおりである。 

 

信 託 の 事 業 に よ る 分 類 件      数 

育 英 奨 学 の 推 進 7 

文 化 ・ 教 育 等 の 振 興 の 助 成 1（うち知事部局と共管 1） 

計 8 
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第第第第 9999 節節節節    審議会等の議事概況審議会等の議事概況審議会等の議事概況審議会等の議事概況    

 

教育委員会等の附属機関（審議会等）における平成 22 年度中の議事概況は次のとおりである。 

議  事  概  況 
名  称 委員等の数 開催回数 

年月日 議 事 内 容 

22. 4. 1 

～ 

福 岡 県 教 職 
員 身 体 検 査 
審  議  会 

11 21 

23. 3.31 

○教職員の採用、休職、復職及び免職の場合

の身体検査について調査審議する。 

福 岡 県 ス ポ ー ツ 
振 興 審 議 会 

20 1 22. 3.25 
○子どもの体力向上について 

○主要なスポーツ大会の結果について 

福 岡 県 
教 科 用 図 書 
選 定 審 議 会 

20 1 22. 4.21 

○採択基準 

○選定資料（小学校教科用図書及び学校教育

法附則第 9 条に規定する教科用図書） 

福 岡 県 
障 害 児 就 学 
指 導 委 員 会 

16 1 22. 8. 3 

○就学状況等について（報告） 

○市町村教育委員会が行う就学指導に対する

支援について（協議） 

福  岡  県
図書館協議会 

10 1 22.11. 1 ○福岡県立図書館の学校支援について 

福 岡 県 立 
美 術 館 協 議 会 

10 1 23. 2.24 

○平成 22 年度開催主要展覧会について 

○県立美術館の自己評価について 

○平成 23 年度開催予定主要展覧会について 

福岡県社会教育 
委 員 の 会 議 

25 4 

 
22. 5.25 
 
 
22.10. 8 
 
23. 2.18 
 
23. 3.24 

 

 
○平成 22 年度主要施策・事業等について 
○審議のまとめについて 
 
○審議のまとめについて 
 
○審議のまとめについて 
 
○審議のまとめについて 

福岡県文化財 
保 護 審 議 会 

10 1 

 
23. 2.15 
 

○指定案件について 

○追加指定及び名称変更案件について 

九 州 歴 史 
資料館協議会 

14 1 22. 7.22 

○平成 21 年度事業報告 

○平成 22 年度事業計画 

○平成 23 年度事業計画（案） 
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議  事  概  況 
名  称 委員等の数 開催回数 

年月日 議 事 内 容 

大 宰 府 史 跡 
調 査 研 究 
指 導 委 員 会 

15 1 
22.12. 2 
22.12. 3 

○平成 21・22 年度事業報告 

 ・大宰府史跡関係調査研究事業、水城跡関係

事業、大野城跡整備事業 

 ・蔵司地区現地視察 

○大宰府史跡調査研究 

・蔵司地区の調査研究 

・平成 22 年度以降の計画調査 

・今後の大宰府史跡調査研究の在り方につい

て 

○九州歴史資料館の移転・開館 

・九州歴史資料館特別展について 
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このような中、文部科学省の事業を活用するとともに、県単独事業である「発達障害児等相談

支援事業」を実施して、一人一人のニーズに応じた適切な指導と必要な支援を行う特別支援教育

の一層の推進に向けて取り組んでいる。具体的には、小・中学校等に在籍する発達障害を含む障

害のある幼児児童生徒についての理解・啓発の促進や指導内容・方法等の工夫改善等を行うなど、

特別支援教育推進体制の整備を図っている。また、小・中学校における特別支援学級及び通級に

よる指導については、個に応じた指導の充実を図る観点から、担当教員の指導力向上のための研

修の充実を図っている。 

 

２２２２    高等学校高等学校高等学校高等学校    

本県では、高等学校を 94 校設置しており、全日制課程を 92 校、定時制課程を 21 校、通信制課

程を 1 校に置いている。生徒数は、平成 22 年 5 月 1 日現在で 75,921 人である（この 10 年間で約

23％減少）。 

設置学科には大別して普通科、専門学科及び総合学科があり、普通科を65校（うち21校が体育

コース、英語コース、福祉教養コースなどの特色あるコースを設置。）、農業、工業、商業など

の職業系専門学科を29校、理数、外国語、文理などの普通科系専門学科を12校、総合学科を6校に

置いている。 

通学区域については、普通科では13の学区を設定しているが、その他の学科等では次のとおり

県内を４つに分けた地区単位又は県内全域としている。 

○ 特色あるコース 地区単位又は県内全域 

○ 全日制単位制 地区単位 

○ 職業系専門学科及び普通科系専門学科のうち芸術科 県内全域 

○ 普通科系専門学科のうち理数科、英語科及び文理科 地区単位 

○ 総合学科 県内全域 

○ 定時制課程及び通信制課程 県内全域 

平成 22 年度の県立高校の入学定員は、全日制 24,880 人、定時制 1,600 人、通信制 500 人であ

る（平成 21 年度と比較して全日制で 1,040 人増）。 

学習指導においては、生徒の実態や学習の到達度に応じて習熟度別授業を約９割の学校で実施

しているが、各教科・科目の指導内容や方法が適切であるか、生徒の個性の伸長を図る取組とな

っているか検証を加え、今後さらに個に応じた指導方法、学習内容や評価の在り方について、一

層の工夫改善を進めていく必要がある。 

特に、生徒たちが将来の自己の進路について、主体的に考えることができるよう、ボランティ

ア活動やインターンシップ等、体験的な活動及びガイダンス機能の充実を図り、人間としての在

り方生き方に関する指導、いわゆるキャリア教育の推進・充実を図っている。 

 

３３３３    中高一貫教育校中高一貫教育校中高一貫教育校中高一貫教育校    

県立高校の再編整備の中で導入を決定した中高一貫教育校として、併設型の育徳館中学校・育

徳館高等学校及び門司学園中学校・門司学園高等学校、中等教育学校の輝翔館中等教育学校を設

置することとし、平成 16 年度に育徳館中学校、門司学園中学校及び輝翔館中等教育学校を新設・

開校、平成 19 年度に育徳館高等学校（豊津高等学校を名称変更）及び門司学園高等学校（新設）

を開校した。中高一貫教育校 3 校は、いずれも平成 21 年度に全 6 学年が完成した。 
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４４４４    特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校    

特別支援学校については、一人一人の教育的ニーズに応じて関係者・機関の連携による適切な

教育を効果的に行うため、個別の教育支援計画を作成するとともに、各教科等の指導に当たって、

個別の指導計画を作成し、教育内容・方法の一層の充実を図っている。さらに、地域における特

別支援教育のセンターとしての役割を果たすための校内体制の整備、体験活動や地域社会の人々

との交流活動の機会拡充に努めるなど、開かれた学校づくりを推進している。一方、平成 20 年 1

月に「県立特別支援学校の整備に関する計画」を策定・公表し、特別支援教育の中核的な役割を

担う特別支援学校の整備を進めている。 
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第第第第 2222 節節節節    小学校、中学校及び幼稚園小学校、中学校及び幼稚園小学校、中学校及び幼稚園小学校、中学校及び幼稚園    

    

１１１１    小学校、中学校小学校、中学校小学校、中学校小学校、中学校    

(1) 小・中学校の設置数と児童生徒数 

各年度の 5 月 1 日における本県の小学校児童数及び中学校生徒数は次のとおりであり、漸

次減少してきている。それに伴い、学級数も減少してきている。 

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 学校
種別 

設置
者別 学校数 学級数 児童生徒数 学校数 学級数 児童生徒数 学校数 学級数 児童生徒数 

計 767(9) 10,458 285,231 766 (9) 10,492 283,523 763 (8) 10,561 281,109 

          

国 3 43 1,483 3 43 1,479 3 43 1,468 

公 757(9) 10,342 281,378 756 (9) 10,373 279,651 752 (8) 10,430 277,096 

小 

学 

校 

私 7 73 2,370 7 76 2,393 8 88 2,545 

計 376( 3) 4,562 143,925 376( 3) 4,644 144,361 372( 3) 4,626 143,245 

          

国 3 30 1,096 3 30 1,096 3 30 1,088 

公 346( 3) 4,310 135,327 346( 3) 4,395 135,843 342( 3) 4,378 134,926 

中 

学 

校 

私 27 222 7,502 27 219 7,422 27 218 7,231 

※（ ）は外数で分校を示す。 

(2) 特別支援学級の設置状況                      （22.5.1 現在） 

小 学 校 中 学 校 計 
障 害 種 別 

学 校 数 学 級 数 学 校 数 学 級 数 学 校 数 学 級 数 

知 的 障 害 512 580 251 288 763 868 

病 弱 ・ 身 体 虚 弱 10 11 9 9 19 20 

弱 視 4 4 3 3 7 7 

難 聴 15 15 6 6 21 21 

言 語 障 害 0 0 0 0 0 0 

自 閉 症 ・ 情 緒 障 害 250 269 113 119 363 388 

肢 体 不 自 由 46 46 16 16 62 62 

計 837 925 398 441 1,235 1,366 

※ 学校数の合計は、二つの障害種の特別支援学級を設置している場合2校とした。 
※ 福岡教育大学附属福岡小学校及び中学校を含む。 

(3) 通級指導教室の設置状況                       (22.5.1 現在) 

小 学 校 中 学 校 特別支援学校 計 
障 害 種 別 

学 校 数 教 室 数 学 校 数 教 室 数 学 校 数 教 室 数 学 校 数 教 室 数 

弱 視 1 1 0 0 0 0 1 1 

言 語 障 害 18 41 5 6 0 0 23 47 

情 緒 障 害 11 22 3 5 0 0 14 27 

難 聴 6 8 2 2 1 2 9 12 

Ｌ Ｄ ・ Ａ Ｄ Ｈ Ｄ 35 45 13 14 0 0 48 59 

計 71 117 23 27 1 2 95 146 
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(4) 事業等の実施 

ア 教育課程の改善の趣旨の徹底 

新学習指導要領の趣旨の周知を図るため、小・中学校新教育課程説明会（中央説明会）

を実施した。その後、各教育事務所で、小・中学校の校長、教頭、教務主任を対象に研修

会を通して周知した。 

・小学校新教育課程説明会  H22.7.30～8.26 

・中学校新教育課程説明会 H22.8.4～27 

イ 教職員の研修の充実 

それぞれの職務内容や経験年数に応じた研修の指導を行った。各研修機関が相互に内容

の関連を図り、効果的な研修の推進を図った。 

ウ 校内研修の奨励 

教職員が自ら研修を深めることは必須の条件であり、これらを奨励するため教育研究の

指定・委嘱・教育実践研究の募集等の各事業を行った。 

エ いじめ・不登校問題の解消に向けての取組 

いじめ・不登校問題の取組の形骸化や関係者の意識の希薄化を防ぐために、次のような取

組を行った。 

・いじめ問題への学校・家庭・地域が一体となった取組を推進するため「福岡県いじめ問

題総合対策」に係る取組の点検を実施した。 

・いじめ・不登校問題総合対策推進事業を実施し、いじめ・不登校問題等の生徒指導上の

諸問題の解消に向けた施策の充実に努めた。 

・臨床心理士等の心理の専門家であるスクールカウンセラーや社会福祉士等の子どもを取

り巻く環境の改善を図る専門家であるスクールソーシャルワーカーを中学校に配置し、

学校における教育相談機能の向上に努めた。また、学生ボランティア「ヤングアドバイ

ザー」を学校や適応指導教室等に派遣し、いじめや不登校で悩む子どもたちの心の安定

を図った。 

オ 道徳教育推進事業 

・人間関係力の育成や、家庭・地域と連携した道徳教育の充実を図る事業を推進した。 

県重点課題研究指定・委嘱（2 小学校、2 中学校） 

・小学生による集団宿泊活動を生かした道徳教育の充実を図る事業を推進した。 

（12 市町村 20 校） 

・地域の道徳教育を推進するための核となる教員を養成する研修を実施した。 

カ 科学教育推進事業(小学校理科支援員配置事業) 

理科・科学技術に対する関心・能力を伸ばし、チャレンジ精神に満ちた創造性豊かな人材

を育成するために、大学・企業で最先端の科学技術を学ぶことができる科学講座や科学講演

会を実施した。平成 19 年度から独立行政法人科学技術振興機構と連携し、小学校の理科授業

の充実を図るととともに、児童の自然事象への関心を高めるため、退職教員や講師経験者な

どの中で理科の専門性を備えた人材を 5 年計画で県内の全ての小学校に派遣できるように配

置した。 

キ 学力向上推進事業 

① 平成 20 年に策定した「福岡県学力向上新戦略」に基づき、市町村や学校が学力実態を
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精確に把握できるよう、学力実態調査を実施するとともに、市町村や学校の学力向上推

進のための体制整備や教員の指導力向上等に関する取組を推進した。また、学力に課題

を抱える市町村や学校に対して、学力向上支援チームの派遣や非常勤講師の配置を行う

など、重点的な支援を行った。 

② 全小・中学校で学力向上プランの作成をすすめ、学力向上の取組を推進した。 

③ 文部科学省の学力向上アクションプランにもとづく「学力向上実践研究推進事業」を

実施し、推進校７校で個に応じた指導等を含めた実践研究を展開している。 

ク 特別支援教育の推進 

・発達障害児等相談支援事業（平成 20 年度～22 年度）を実施し、小・中学校等に在籍す

る発達障害を含む障害のある児童生徒に対し、保護者との共通理解を図りながら、関係

機関と連携した適切な教育的支援（専門家チームによる巡回相談）を行った。なお、本

事業は、文部科学省の委託事業「特別支援教育総合推進事業」と関連させながら、学校

及び地域における特別支援教育の体制整備の充実を図った。 

・特別支援教育の推進に係る各種研修会を実施した。 

 研 修 内 容 研修期日 研修場所 研修対象者 

1 
小 ・ 中 学 校 
校 長 特 別 支 援 教 育 研 修 

1月17日 
1月18日 
1月19日 

 
県教育センター 
 

市町村（学校組合）立 
小・中学校の校長 

2 
特 別 支 援 学 級 等 
新 任 担 当 教 員 研 修 会 

① 4月26･30日 
② 5月中 
③ 6月中 
④ 7～8 月中 
⑤ 8 月下旬 

県教育センター 
各教育事務所 

各小・中学校等 
県立特別支援学校 
各教育事務所等 

新任の特別支援学級担任 
新任の通級指導教室担当者 

5～1月 
 
各 教 育 事 務 所 
 

市町村（学校組合）立 
小・中学校の特別支援教育
コーディネーター 

3 
特別支援教育コーディネーター 
研 修 会 

①  6月17日 
② 10月 7日 

県教育センター 
〃 

県立高等学校等、県立特別
支援学校の特別支援教育コ
ーディネーター 
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２２２２    幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園    

幼稚園教育の振興充実をめざし、文部科学省では、平成 18 年 10 月、「幼児教育振興アクショ

ンプログラム」を策定し、入園を希望するすべての 3、4、5 歳児を就園させることを目標に幼稚

園の計画的整備を進めてきた。その結果、幼稚園の全国平均就園率は、6 割近くを保つようにな

っているものの、昨今の少子化や母親の就労形態の変化により、ここ数年は減少の傾向にある。 

本県においては、すべての幼児が適切な環境のもとに、教育がうけられるように就園奨励費補

助などに努めている。 

(1) 幼稚園の設置及び就園状況 

設置者別の園数は、私学が 87%を占め、都市部に集中している。幼稚園未設置は 6 町村であ

る。就園率は、微増加傾向である。 

 

平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    幼稚園の設置、就園状況幼稚園の設置、就園状況幼稚園の設置、就園状況幼稚園の設置、就園状況    

 

幼稚園数 教職員数 在園者数(国公私別) 在園者数(年齢別構成) 

計 国 公 私 計 国 公 私 計 国 公 私 計 3 歳 4 歳 5 歳 

園 園 園 園 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 

497 1 63 433 4,615 5 300 4,310 64,076 92 3,987 59,997 64,076 18,256 22,391 23,429 

(1)   (1)             

※（ ）内は外数で分校を示す 

 

小学校第 1 学年児童数 幼稚園修了者数 平成 22 年度就園率 

45,268 名 23,886 名 52.8% 
 

 

幼稚園修了者数 
※就園率＝ 

小学校第 1 学年児童数 
×100       

(平成 22 年 5 月 1 日学校基本調査) 

 

(2) 教員の研修 

保育内容の改善及び教師の資質の向上は、最も重要な課題である。人格形成の基盤を培う幼

児教育の重要性を踏まえ、幼稚園教育の本来の趣旨に基づいて、次のとおり研修事業を実施し

た。とくに若年教師の資質を高めるために、新規採用教員研修の充実を図っている。 

また、幼稚園教育要領についての内容理解を一層深めるとともに、幼稚園教育の振興・充実

を図るために、文部科学省の幼稚園理解推進事業として、幼稚園教育課程研究協議会、園長等

運営管理協議会、保育技術協議会を実施した。 

なお、本県には、国公立幼稚園協会、福岡県私立幼稚園振興協会、福岡市私立幼稚園連盟、

北九州市私立幼稚園連盟などがあり、それぞれの性格を生かしながら研究会、講習会などを行

っている。そこで、各事業の円滑な実施に向けての共通理解を図ることを通して、幼稚園教育

の充実と振興に資することを目的に、国公私立幼稚園連絡協議会を実施している。 
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平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    幼稚園関係事業実施状況幼稚園関係事業実施状況幼稚園関係事業実施状況幼稚園関係事業実施状況    

 

研 修 会 名 期  日 会   場 参加人数 研修内容等 

第 1 回 新 規 採 用 
教 員 研 修 会 

4月 2日 県庁 3 階講堂 87 

・講義（幼稚園教員としての自覚、 
社会人としてのマナー、特別支 
援教育） 

・先輩教師による体験発表 

第 2 回 新 規 採 用 
教 員 研 修 会 

6月17日 
小 郡 市 立 
小 郡 幼 稚 園 

44 
・保育参観・研究協議 
・講義及び演習（指導計画の作成

と保育の展開) 

第 3 回 新 規 採 用 
教 員 研 修 会 

8月 4日 
 

8月 6日 
 

ウェル戸畑 
 ：北九州会場 
吉塚合同庁舎 
：福岡会場 

243 
 
297 

・ 事例発表、研究協議、講演 

（幼稚園における共同性を育む環

境構成、教師の援助の在り方、幼

小連携の在り方について） 

第 4 回 新 規 採 用 
教 員 研 修 会 
（ 宿 泊 研 修 ） 

7月29日 
～31日 

 

英彦山青年の家 
 
 

87 

・講義及び演習（保育とカウンセ
リング、保護者との連携、人間
関係づくり） 

・実技（手遊び、ゲーム等） 
・自然体験、野外調理 

・普通救命講習 

第 5 回 新 規 採 用 
教 員 研 修 会 

10月 6日 
八女学院 
広川幼稚園 

38 
・保育参観、研究協議 
・講義及び演習(保育における環
境構成と教師の役割) 

第 6 回 新 規 採 用 
教 員 研 修 会 

 
12月27日 

 
県庁 3 階講堂 74 

・講義（人権教育の視点からの保 
育の在り方） 

・演習（絵本の読み聞かせ、幼児
が喜ぶ遊び） 

第 7 回 新 規 採 用 
教 員 研 修 会 

1月21日 県 庁 3 階 講 堂 43 
・実践発表及び演習 
（１年の保育を振り返って、幼稚

園教育の課題と教師の専門性） 

幼 稚 園 新 規 採 用 
教 員 運 営 協 議 会 

2月 4日 吉塚合同庁舎 13 
・平成 22 年度の成果と課題及び平
成 23 年度年間研修計画について 

 

新 

規 

採 

用 

者 

教 

員 

研 

修 

幼 稚 園 
新 規 採 用 教 員 
連 絡 協 議 会 

4月22日 吉塚合同庁舎 13 
・新規採用教員研修の計画及び留 
意点について 

連

絡

会 

幼 稚 園 1 0 年 
経 験 者 研 修 
連 絡 会 

4月27日 吉塚合同庁舎 4 
・幼稚園 10 年経験者研修について 
の概要説明 
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研 修 会 名 期  日 会  場 参加人数 研 修 内 容 

幼 稚 園 教 育 課 程 
研 究 協 議 会 

 
 

8月 4日 
 

8月 6日 
 

ウェル戸畑 
 ：北九州会場 
吉塚合同庁舎 
：福岡会場 

243 
 
297 
 

 

・事例発表、研究協議、講演 

（幼稚園における食育について、特

別な支援を必要とする幼児の指導

の在り方について） 

 

園 長 等 運 営 管 理 
協 議 会 
 

8月17日 
 

福岡県社会教育
総 合 セ ン タ ー 
 

 
115 
 

 

・事例発表、研究協議、講演 

（特色ある園経営について） 

 

 
保 育 技 術 協 議 会 

 
 
 

 
 
 

8月 2日 
 
 

8月25日 
 
 

 

 
福岡県社会教育
総 合 セ ン タ ー 

 
福岡県立図書館 

 
 
 
 

87 
 
 

87 
 
 
 

・事例発表、研究協議、 

・演習、講義 

（幼児の主体性を育む教師の役割に

ついて、保育の意義と役割につい

て） 

 

幼
稚
園
教
育
理
解
推
進
事
業(

文
部
科
学
省
事
業) 

中 央 協 議 会 
 

12月14日 
15日 

文 部 科 学 省 
 

11 
 

 

・幼児教育に関する講演 

・都道府県協議会の成果発表 

・指導上の諸問題についての研究

協議 

 

第 1 回国公私立 
幼稚園連絡協議会 

 
4月22日 吉 塚 合 同 庁 舎 25 

・平成 22 年度幼稚園教育研修 
計画 

・政令指定都市及び各研究団体 
の研修事業計画 

連
絡
協
議
会 

第 2 回国公私立 
幼稚園連絡協議会 

 
2月 4日 吉 塚 合 同 庁 舎 26 

・平成 22 年度実施事業報告 
・政令指定都市及び各研究団体 

の研修事業報告 
 

人
権
教
育 

公立・私立幼稚園長
及び職員人権研修
会 

8月26日 
クローバー 
プラザ 

184 

・説明及び講演 
（人権教育の推進について） 
（児童虐待対応の基礎知識に 

ついて） 

諸
会
議 

 
幼 稚 園 担 当   
指 導 主 事 会 議 

 

5月17日 
5月18日 

文 部 科 学 省 5 

・幼稚園教育課程理解推進事業に
ついて 

・幼稚園事業について 
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第第第第 3333 節節節節    高等学校及び高等学校及び高等学校及び高等学校及び特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校    

 

１１１１    高等学校高等学校高等学校高等学校    

(1) 設置状況 

本県における平成 22 年度の高等学校の設置状況は、表 1 に示すとおりである。 

 

表表表表 1111    平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    高等学校の設置状況高等学校の設置状況高等学校の設置状況高等学校の設置状況    

 

課   程 県  立 市町村組合立 私  立 計 

全 日 制 92 10 59 161 

定 時 制 21 2(2) 0 23(2) 

通 信 制 1 0 4 5 

専 攻 科 2 0 9 11 

（注）1.（ ）内は昼間定時制分校で内数。 (22.5.1 現在) 

2. 募集停止中及び休校中の学校を除く。 
3. 中等教育学校後期課程を除く。 

 

このうち、全日制課程の高等学校の学科別設置状況は、表 2 に示すとおりである。 

    

表表表表 2222    平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    全日制課程高等学校（公立）の学科別設置状況全日制課程高等学校（公立）の学科別設置状況全日制課程高等学校（公立）の学科別設置状況全日制課程高等学校（公立）の学科別設置状況    

 

職業に関する学科 

区 分 普通 農

業 

工

業 

商  

業 

水

産 

家

庭 

情

報 

福

祉 

その

他 
計 

その他 
学 科 

総合 
学科 

学校数 

県 立 65 9 12 9 1 8 1 1  41 12 6 92 

市町組合立 6  1 5  1    7 1 1 10 

計 71 9 13 14 1  9 1 1  48 13 7 102 

(22.5.1 現在) 

（注）1. 募集停止中の学校及び学科を除く。 

2. 中等教育学校後期課程を除く。 

 

(2) 入学状況 

平成 22 年度の県立高等学校入学定員及び志願状況は、表 3、4 に示すとおりである。 

(3) 教育課程 

本県教育委員会では、平成 21 年 3 月の高等学校学習指導要領の改訂を受け、平成 21 年 6 月、

県立学校教育課程専門委員会及び同研究協議会を発足させ、望ましい教育課程の編成について

研究協議等を行うとともに、平成 21 年度より県内の高校の全教員を対象に、平成 24 年まで、
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高等学校新教育課程福岡県説明会を実施し、学習指導要領の周知に努める。また、各学校段階

での高等学校学習指導要領に即した教育課程編成を促進するため、平成 22 年度に「高等学校教

育課程編成の手引き」を作成し、各学校に配布した。 

平成 21 年 3 月告示の高等学校学習指導要領は、中央教育審議会答申（平成 20 年 1 月）を受

け改正教育基本法等を踏まえ、「生きる力」という理念の共有、基礎的・基本的な知識・技能

の習得、思考力・判断力・表現力等の育成、学習意欲の向上、豊かな心や健やかな体の育成の

ための指導の充実等を基本的な考え方として改訂されたものである。各学校においては、改訂

の方針や教育課程の枠組み、教育内容の主な改善等、学習指導要領について正しく理解し、教

育課程の特色化を図ることが望まれる。 

○ 改訂の方針 

   ① 教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏まえ「生きる力」を育成 

 ② 知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視 

 ③ 道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やかな体を育成 

○ 教育課程の枠組み 

 ① 卒業までに修得させる単位数は、現行どおり 74 単位以上 

 ② 共通性と多様性のバランスを重視し、学習の基盤となる国語、数学、外国語に共通必

履修科目を設定するとともに、理科の科目履修の柔軟性を向上 

 ③ 週当たりの授業時数（全日制）は標準である 30 単位時間を超えて授業をおこなうこと

ができることを明確化 

④ 義務教育段階の学習内容の確実な定着を図るための学習機会を設けることを促進 

○ 教育内容の主な改善事項 

 ① 国語をはじめ各教科等で批評、論述、討論などの言語活動の充実 

 ② 理数教育の充実 

 ③ 伝統や文化に関する教育や道徳教育の充実 

 ④ 社会奉仕や就業体験など体験活動の充実 

 ⑤ 授業を英語で指導することを基本とするなど外国語教育の充実 

 ⑥ 職業に関する教科・科目の改善 

 

 新学習指導要領は、平成 25 年度入学生から年次進行で実施することとしているが、総則や総

合的な学習の時間および特別活動については平成 22 年度から、数学、理科および専門教科（理

数）は平成 24 年度入学生から学年進行で実施することなど、移行措置が定められている。各学

校においては、校長を中心として新しい学習指導要領への対応を検討していく必要があり、高

等学校新教育課程説明会の他、校長研修会や教務主任研修会を実施するとともに、各学校に対

して、総則の実施に先立ち、言語活動の全体計画や道徳教育に関する学校の全体計画の作成と

提出を求めた。 

 

(4) 学校教育活動及びその指導 

ア 「克己心育成のための宿泊体験」の実施 

すべての県立高等学校、県立中学校及び県立中等教育学校の第１学年を対象に、集団宿泊

活動等を実施している。多様な体験活動を通して、自分の限界を乗り越えようとする意欲、
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社会に貢献する意志、リーダーシップ、自尊感情の向上などにより克己心を育み、もってた

くましい生徒の育成を図ることを目的に実施している。 

イ 生徒指導の充実強化 

生徒指導の充実については、文書通知や指導資料等の配布による指導を行うとともに、県

内 6 教育事務所に地区担当指導主事を各 1 名ずつ(計 6 名)配置し、学校の研修会やいじめ問

題の解消について指導を行うとともに、関係機関の連携強化や生徒・保護者からの教育相談

などを行った。 

ウ 学校視察 

年度始めに、教職員課人事管理主事と高校教育課指導主事による定期の学校視察をすべて

の県立高等学校を対象に実施し、各学校の教育指導計画及び実施状況、教職員の服務管理等

の学校経営全般について、校長、教頭を主に指導を行った。 

その後、必要に応じて学校運営上の諸問題を多くかかえている学校を中心に再度、指導主

事による学校視察を実施した。生徒指導、学習指導、授業実施状況等について、それぞれの

学校の実態を、さらに詳しく把握するとともに、その点についての具体的な指導助言を行っ

た。 

(5) 教職員の研修 

教員は、その職責の重さを自覚し、不断の研究と修養に一層努力することが求められている。

教員の研修については、昭和 60 年度に研修の在り方を抜本的に見直すため、福岡県公立学校教

職員研修体系化検討委員会を発足させ、昭和 62 年 6 月に「教員研修の体系的整備について」の

中間報告を行い、昭和 63 年 7 月に最終報告を行った。この報告に基づき、教員研修の体系的整

備を図ってきた。 

平成元年度には、高校教育課、特殊教育課(現義務教育課特別支援教育室)で実施する各種研

修会(表 7 参照)と県教育センターで行う各種研修会等との連携を密にするとともに、各学校に

おける校内研修の組織化を推進し、研修の効率化と内容の充実を図った。 

平成 2 年度から 3 ヶ月、6 ヶ月の長期派遣研修事業を新設し、企業や大学等に長期派遣する

等の教職員の研修促進を行っている。 

新規採用教員の研修については、平成 3 年度から初任者研修体制を確立し、組織的計画的に

実施している。 

さらに、平成 15 年度から教育公務員特例法が改正となり、10 年経験者研修を実施している。 

この後も、必要に応じて改善・充実を図ってきたが、社会の変化、価値観の多様化等により、

研修内容や方法の見直しが求められ、平成 14 年 3月にまとめられた福岡県県立学校教育振興計

画審議会による「高校教育改革の実現に向けた教員の資質能力の向上について（答申）」を指

針として、現在、福岡県の教員研修に係る様々な課題に対する検討を行っているところである。 

(6) その他 

定通教育振興のため、定時制通信制課程就学・就業支援懇談会を実施した。2 日間にわたり、

県下 4 地区を 2 会場にて開催し、職業安定所、雇用者、教職員等が会し、生徒の就労促進や中

途退学の防止等、定通教育の充実と振興について協議した。 
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表表表表 3333    平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    県立高等学校の学科別入学定員県立高等学校の学科別入学定員県立高等学校の学科別入学定員県立高等学校の学科別入学定員等等等等    

(定時制は学年制と単位制の計。市町立分校は除く。） 

課
程 

摘要 普通 農業 工業 商業 水産 家庭 

 

情報 福祉 
その他 
職 業 

理数 英語 文理 芸術 総合 計 

1 学 級 当 た り の 生 徒 定 数 40 40 40 40 40 40 40 40  40 40 40 40 40  

入 学 定 員 17,680 920 2,280 1,160 160 440 40 40  280 160 40 40 1,640 24,880 

全 
 

日 
 

制 

募 集 学 級 数 442 23 57 29 4 11 1 1  7 4 1 1 41 622 

1 学 級 当 た り の 生 徒 定 数 40  40    

 

 40       

入 学 定 員 1,400  80    

 

 120      1,600 

定 
 

時 
 

制 

募 集 学 級 数 35  2    

 

 3      40 

入 学 定 員 19,080 920 2,360 1,160 160 440 40 40 120 280 160 40 40 1,640 26,480 

計 

募 集 学 級 数 477 23 59 29 4 11 1 1 3 7 4 1 1 41 662 

※ 全日制普通科の入学定員及び募集学級数については、県立中学校及び中等教育学校前期課程からの進学者、進級者を含む。 
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表表表表 4444    県立高等学校志願状況県立高等学校志願状況県立高等学校志願状況県立高等学校志願状況    

普 通 農 業 工 業 商 業 水 産 家 庭 情 報 
年

度 

課

程 

中学校 
卒業者 
総数a 

(入学定員） 
志願者b 

割合 
b/a 

(入学定員） 
志願者c 

割合 
c/a 

(入学定員） 
志願者d 

割合 
d/a 

(入学定員） 
志願者e 

割合 
e/a 

(入学定員） 
志願者f 

割合 
f/a 

(入学定員） 
志願者g 

割合 
g/a 

(入学定員） 
志願者h 

割合 
h/a 

(16,600) (920) (2,280) (1,160) (160) (440) (40) 全
日
制 22,022 

46.2 
1,332 

2.8 
2,794 

5.9 
1,503 

3.2 
172 

0.4 
603 

1.3 
47 

0.1 

(1,440)  (80)   (80)  
21 

定
時
制 

47,657 

1,809 
3.8 

 
 

65 
0.1 

 
 

 
 

60 
0.1 

 
 

(17,560) (920) (2,280) (1,160) (160) (440) (40) 全
日
制 22,635 

46.0 
1,335 

2.7 
2,921 

5.9 
1,513 

3.1 
191 

0.4 
623 

1.3 
35 

0.1 

(1,440)  (80)   (80)  
22 

定
時
制 

49,254 

1,804 
3.7 

 
 

71 
0.1 

 
 

 
 

65 
0.1 

 
 

 

 

社会福祉 その他 理 数 英 語 文 理 芸 術 総 合 計 

(入学定員） 
志願者i 

割合 
i/a 

(入学定員） 
志願者j 

割合 
j/a 

(入学定員） 
志願者k 

割合 
k/a 

(入学定員） 
志願者l 

割合 
l/a 

(入学定員） 
志願者m 

割合 
m/a 

(入学定員） 
志願者n 

割合 
n/a 

(入学定員） 
志願者o 

割合 
o/a 

(入学定員） 
志願者p 

割合 
p/a 

 (280) (160) (40) (40) (1,560) (23,720) (40) 

52  
0.1 

 
 

417 
0.9 

162 
0.3 

43 
0.1 

43 
0.1 

2,040 
4.3 

31,230 
65.5 

(120)      (1,720)  
 

211 
0.4 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

2,151 
4.5 

 (280) (160) (40) (40) (1,640) (24,760) (40) 

48  
0.1 

 
 

424 
0.9 

177 
0.4 

22 
0.1 

40 
0.1 

2,133 
4.3 

32,097 
65.2 

(120)      (1,720)  
 

180 
0.4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2,120 
4.3 
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表表表表5555    平成平成平成平成22222222年度年度年度年度    類型設置状況類型設置状況類型設置状況類型設置状況((((全日制全日制全日制全日制))))    

 

類型を設ける学校(延べ数) 類 型 開 始 学 年 
 

類型を設けない 

学 校 数 類 型 数 学 校 数 学  年 学 校 数 

2 46 1 18 

3 59 2 61 

4 26 3 43 

5 10   

普 

通 

科 

1 

その他 1   

2 31 1 4 

3 12 2 21 

4 4 3 3 

5 2   

職 

業 

科 

13 

その他 2   

 

 

表表表表6 6 6 6 平成平成平成平成22222222年度年度年度年度    習熟度別学級編成の実施校習熟度別学級編成の実施校習熟度別学級編成の実施校習熟度別学級編成の実施校((((全日制全日制全日制全日制))))    

 

 1年 2年 3年 計(延べ数) 

数 学 62 73 69 204 

英 語 68 76 64 208 

そ の 他 35 59 57 151 

計 (延べ数) 165 208 190 563 
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表表表表7777    平成平成平成平成22222222年度年度年度年度    県立学校関係研修事業県立学校関係研修事業県立学校関係研修事業県立学校関係研修事業    

NO 研 修 会 名 称 研 修 期 日 研修場所(予定） 研 修 対 象 者 

1 県 立 学 校 等 校 長 研 修 会 

   5月13日(木) 
[生徒指導研修会] 
6月 9日(水) 
[前期研修会] 
9月15日(水) 
[後期研修会] 
11月22日(月) 

県教育センター 
吉 塚 合 同 庁 舎 

 
県教育センター 

 
福岡リーセント 
ホ テ ル 

公立高等学校等 
校 長 

2 
県 立 学 校 等 
副 校 長 ・ 教 頭 研 修 会 

6月 1日(火) 
9月16日(木) 
11月 9日(火） 

県教育センター 
県 立 学 校 等 
副 校 長 ・ 教 頭 

3 
福 岡 県 公 立 高 等 学 校 
定 時 制 ・ 通 信 制 課 程 
副 校 長 ・ 教 頭 研 修 会 

   11月17日(水) 吉 塚 合 同 庁 舎 
関 係 公 立 学 校 
副 校 長 ・ 教 頭 

4 
県 立 学 校 等 
新 任 校 長 研 修 会 

5月11日(火) 
7月21日(水) 

吉 塚 合 同 庁 舎 
県教育センター 

県 立 学 校 等 
新 任 校 長 

5 
県 立 学 校 等 
新 任 教 頭 研 修 会 

5月20日(木)～21日(金) 吉 塚 合 同 庁 舎 
県 立 学 校 等 
新 任 教 頭 

6 
県 立 学 校 等 
教 務 主 任 研 修 会 

9月 8日(水) 
10月 5日(火) 
12月17日(金) 

吉 塚 合 同 庁 舎 
県 庁 講 堂 
県教育センター 

県 立 学 校 等 
教 務 主 任 

7 
県 立 学 校 等 
新 任 教 務 主 任 研 修 会 

4月14日(水)   
7月29日(木) 

吉 塚 合 同 庁 舎 
県教育センター 

県 立 学 校 等 
新 任 教 務 主 任 

8 
県 立 学 校 等 
生 徒 指 導 主 事 研 修 会 

7月 8日(木） 
11月29日(月) 

県教育センター 
県 立 学 校 等 
生 徒 指 導 主 事 

9 
◇ 公 立 学 校 新 任

生 徒 指 導 主 事 研 修 
5月11日(火) 県教育センター 

中学校･県立学校等
新任生徒指導主事 

10 
公立高等学校等生徒指導 
関 係 教 員 等 研 修 会 

10月12日(火) 県教育センター 
公 立 高 等 学 校 生
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NO 研 修 会 名 称 研 修 期 日 研修場所(予定） 研 修 対 象 者 

16 
◇県立学校等教職経験 

2 年 経 過 教 員 研 修 会 
6月23日(水) 
11月30日(火) 

県教育センター 
県立学校等教職 

経験 2 年経過教員 

17 
◇県立学校等教職経験 

5 年 経 過 教 員 研 修 会 
5月27日(木)  6月16日(水) 
9月29日(水) 10月26日(火) 

県教育センター 
県立学校等教職 

経験 5 年経過教員 

◇ 5月19日(水) 県教育センター等 

◇ 6月 9日(水） 県教育センター等 

◇ 7月 7日(水) 県教育センター等 

◇ 9月22日(水） 県教育センター等 

10月 4日(月) ～ 5日(火)  
ストレスマネジメ
ント 

◇10月13日(水)  県教育センター等 

◇11月24日(水） 県教育センター等 

18 
県 立 学 校 等 
1 0 年 経 験 者 研 修 会 

◇12月 8日(水） 県教育センター等 

県 立 学 校 等 
1 0 年 経 験 者 

19 
県立学校等10年経験者研修 

校長連絡協議会 
平成22年度未実施  

1 0 年 経 験 者 
配 置 校 長 等 

8月 9日(月) 小 倉 高 等 学 校 

8月10日(火) 明 善 高 等 学 校 20 
県 立 学 校 等 

新教育課程福岡県説明会 
8月11日(水) 修猷館高等学校 

平成21年度～24年
度 

ま で に 全 員        

赴任前研修会 
4月 1日(木) 

吉 塚 合 同 庁 舎 

新規採用者全員 
(公立学校教諭、 
養護教諭、実習助
手） 

各教科授業研修会 
 各教科毎に年2日実施 

関係公立高等学校 
公 立 学 校 
新 規 採 用 教 諭 

人権・同和教育研修会 
4月27日(火) 

人 権 啓 発    

情 報 セ ン タ ー 

新規採用者全員 
(公立学校教諭、 
養護教諭、実習助
手） 21 

公立学校新規採用教員研修会 

(初任者研修等） ◇初任研センター研修(12日間) 

4月23日(金) 5月 7日(金) 

5月21日(金) 7月 2日(金) 

7月23日(金) 8月27日(金) 

9月10日(金)10月 4日(月) 

11月12日(金)11月26日(金) 

12月10日(金) 1月21日(金) 

県 教 育 セ ン タ ー 初任者研修対象者 

◇は、県教育センター主管 
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NO 研 修 会 名 称 研 修 期 日 研修場所(予定） 研 修 対 象 者 

22 
◇県立学校等初任者研修・ 

 指 導 教 員 連 絡 協 議 会 

4月16日(金) 

 
県教育センター 指 導 教 員 

23 
◇ 県 立 学 校 等 初 任 者 

 研修教科指導員研修会 

   4月16日(金) 

   6月29日(火) 
県教育センター 教 科 指 導 員 

24 
職 業 教 育 担 当 

新 規 採 用 教 員 実 技 講 習
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２２２２    特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校    

(1) 特別支援学校の設置状況 

ア 学校数                        （ ）は分校で内数     (22.5.1現在) 

障 害  種  別 県   立 市   立 合   計 

視 覚 障 害    4 0 4 

聴 覚 障 害    5 0 5 

知 的 障 害    9 13 22 

肢 体 不 自 由 5 (1) 4 9 (1) 

病 弱 2  4 6     

合 計 25 (1) 21 46 (1) 

 

イ 学部の設置校数                                 (22.5.1現在) 

障 害 種 別 幼 稚 部 小 学 部 中 学 部 高等部本科 高等部専攻科 

視 覚 障 害 3 3 3 1 2 

聴 覚 障 害 4 4 4 1 1 

知 的 障 害 0 18 18 20 0 

肢 体 不 自 由 0 9 9 8 0 

病 弱 0 6 6 2 0 

合 計 7 40 40 32 3 

 

ウ 学級数                       （ ）は重複学級で内数     (22.5.1現在) 

高 等 部 
障 害 種 別 幼稚部 小学部 中学部 

本 科 専攻科 
合 計 

視 覚 障 害  3  15(  5)  11(  4)   9( 3) 12    50( 12) 

聴 覚 障 害 15  34(  7)  18(  3)  11( 2)  5    83( 12) 

知 的 障 害  0 287(115) 222( 81) 257(60)  0   766(256) 

肢 体 不 自 由  0 116( 90)  75( 53)  59(24)  0   250(167) 

病 弱  0  20(  4)  23(  6)   6( 2)  0    49( 12) 

合 計 18 472(221) 349(147) 342(91) 17 1,198(459) 

 

エ 訪問教育の実施状況                               (22.5.1現在) 

訪問教育 訪問教育対象児数 種    別 
実施校数 在  宅 施 設 等 計 

(肢) 
(知)  10 県  立 
(病) 

37  72 109 

(肢) 
(知)  11 市  立 
(病) 

46  65 111 

(肢) 
(知)  21 計 
(病) 

83 137 220 
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(2) 就学指導と就学事務の充実 

障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じてその能力を最大限に伸ばすためには適切な教育措置が必

要であることから、障害の状態についての的確な判断と就学指導の充実に努めなければならない。 

平成22年度は、就学指導、就学実務の充実を図るために次の事業等を実施した。 

ア 障害児就学指導研究協議会 

障害児の就学指導等に従事している者に対し専門的、技術的事項に関する研究協議等の機会を提供すること

によって、その資質の向上を図り、併せて障害児の適切な就学指導の推進を図った(7月)。 

<参加対象者> 

各市町村教育委員会の就学指導委員会委員及び就学事務担当者、教育庁各教育事務所関係職員、特別支援

学校の校長又は教頭(156名参加) 

イ 障害児巡回教育相談 

障害児に係る就学指導を適切かつ円滑に推進するために、保護者を対象として教育相談を行うもので、教育、

医療、福祉の各専門家を相談員として、7月から8月にかけて県内9ヶ所で実施した(来談者47名)。 

ウ 県障害児就学指導委員会 

特別支援教育の振興充実及び障害児の適切な就学を図るため、福岡県障害児就学指導委員会規則に基づき開

催した。 

(3) 研修の充実 

特別支援教育に対する社会の期待にこたえ、障害の重度・重複化や多様化の傾向にある児童生徒等の実態に即

応した知識や指導技術の向上を図るため、表8に示す研修会等を実施した。 

また、表9及び表10に示すとおり国立特別支援教育総合研究所や国立大学等へ特別支援教育関係教員を長期派

遣するとともに、文部科学省主催の諸研修講座にも積極的に派遣し、特別支援教育に関する識見と指導力の養成

を図った。 

(4) 特別支援教育の理解推進 

特別支援教育の振興充実を図るためには、教職員をはじめ、障害のある子どもをとりまく地域社会の人々及び

保護者が、特別支援教育の意義やその成果等について正しい理解と認識を深めることが必要である。 

このことから、理解推進事業として県内各地で、特別支援教育講演会を実施している。平成22年度は県立特別

支援学校10校を会場として、講演等を行い、障害児(者)とその教育に対する理解・啓発に努めた。 

また、特別支援学校、小・中学校の特別支援学級と幼稚園・小学校・中学校及び高等学校や地域社会との多様

な交流及び共同学習を展開している。 
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表８表８表８表８    平成平成平成平成22222222年年年年度度度度    特別支援学校関係研修事業等特別支援学校関係研修事業等特別支援学校関係研修事業等特別支援学校関係研修事業等    

番号 研 修 内 容 研修期日 研修場所 研修対象者 

1 県立特別支援学校校長研修会 4月13日 吉 塚 合 同 庁 舎 県 立 特 別 支 援 学 校 校 長 

2 県立特別支援学校副校長・教頭研修会 4月20日 吉 塚 合 同 庁 舎 県立特別支援学校副校長・教頭 

3 県立特別支援学校教務主任研修会 10月29日 吉 塚 合 同 庁 舎 県立特別支援学校教務主任 

4 県立特別支援学校生徒指導主事研修会 6月 4日 県 教 育 セ ン タ ー 県立特別支援学校生徒指導主事 

5 県特別支援学校進路指導主事研修会 6月 8日 県 教 育 セ ン タ ー 公立特別支援学校進路指導主事 

6 県立特別支援学校部主事等研修会 8月 6日 社会教育総合センター 県立特別支援学校部主事、学年主任、学科主任 

赴任前研修(高・特) 4月 1日 吉 塚 合 同 庁 舎 

人権教育研修(高・特) 4月27日 人権啓発情報センター 

新 規 採 用 教 員 

教科別等授業研修 
6月18日 
10月20日 

県立福岡聴覚特別支援学校 

県立福岡聴覚特別支援学校 

教科別等・テーマ別研修 年間12日 県 教 育 セ ン タ ー 

7 

県
立
特
別
支
援
学
校 

新
規
採
用
教
員
研
修(

初
任
者
研
修) 

体 験 活 動 研 修 2 年目に実施施各 学 校 に て 選 定 

初 任 者 研 修 対 象 者 

8 障 害 児 巡 回 教 育 相 談 7月～8月 各教育事務所管内 就 学 前 幼 児 の 保 護 者 

9 障害児就学指導研究協議会 
7月 5日 
 9月 

県 教 育 セ ン タ ー 
各 教 育 事 務 所 

市 町 村 就 学 指 導 委 員 
就 学 指 導 担 当 者 
就 学 事 務 担 当 者 

10 
特 別 支 援 学 校 
寄 宿 舎 指 導 員 等 研 修 会 

8月27日 
県 立 社 会 教 育 
総 合 セ ン タ ー 

公 立 特 別 支 援 学 校 
寄 宿 舎 指 導 員 等 

11 
特別支援学校医療的ケア体制 
整備事業・看護職員研修会 

5月31日 
8月30日 

県 教 育 セ ン タ ー 
柳川療育センター 

県 立 特 別 支 援 学 校 
看 護 職 員 

12 
医療的ケアを必要とする児童生
徒等の指導に関する研修会 

6月15日 
7月29日 

県 教 育 セ ン タ ー 
久 山 療 育 園 

県立特別支援学校看護職員配置校 
担当教諭、養護教諭、推進教員 

13 特 別 支 援 教 育 講 演 会 

7月27日 
7月28日 
7月29日 
8月 3日 
8月 5日 
8月23日 
8月23日 
8月27日 
8月27日 
10月30日 

県立築城特別支援学校 
県立川崎特別支援学校 
県立久留米聴覚特別支援学校 

県立北九州高等学園 
県立小郡特別支援学校 
県立柳川特別支援学校 
県立北九州視覚特別支援学校 

県立福岡高等学園 
県立筑後特別支援学校 
県立福岡高等聴覚特別支援学校 

地 域 住 民 、 保 護 者 
学校・幼稚園・保育所等の職員等 
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表９表９表９表９    平成平成平成平成22222222年度特別支援教育関係長期派遣研修年度特別支援教育関係長期派遣研修年度特別支援教育関係長期派遣研修年度特別支援教育関係長期派遣研修 

研 修 派 遣 先 派遣期間 研 修 対 象 者 人数 

県教育センター 1年間 特別支援学校及び小・中学校教諭 10 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 2ｹ月間 特別支援学校及び小・中学校教諭 6 

鳴門教育大学大学院 2年間 特別支援学校教諭 0 

福岡教育大学大学院 2年間 特別支援学校教諭 0 

福岡教育大学附属小・中学校 1年間 小・中学校教諭 0 

 

表１０表１０表１０表１０    文部科学省等主催事業など県外行事への派遣文部科学省等主催事業など県外行事への派遣文部科学省等主催事業など県外行事への派遣文部科学省等主催事業など県外行事への派遣    

名        称 期  日 主  催 開催地 参 加 者 

特 別 支 援 教 育 担 当 者 会 議 22. 6. 3 文 部 科 学 省 東京 指 導 主 事 

聴 覚 障 害 教 育 担 当 教 員 講 習 会 22.11.24～26 
筑波大学附属聴
覚特別支援学校 

千葉 担 当 教 員 

九 州 地 区 特 別 支 援 教 育 担 当 
指 導 主 事 等 連 絡 協 議 会 

22.11.10 
大 分 県 
教 員 委 員 会 

大分 指導主事等 

自 立 教 科 等 担 当 教 員 （ 理 療 ） 講 習 会 22. 7.20～23 
文 部 科 学 省 
筑 波 大 学 

東京 関係教員等 

発 達 障 害 教 育 指 導 者 研 究 協 議 会 22. 8. 5～ 6 
国立特別支援 
教育総合研究所 

神奈川 指 導 主 事 

特別支援教育コーディネーター研究協議会 22.11.24～26 
国立特別支援 
教育総合研究所 

神奈川 指導主事等 

特 別 支 援 学 校 寄 宿 舎 
指 導 実 践 指 導 者 研 究 協 議 会 

22. 7.26～27 
国立特別支援 
教育総合研究所 

神奈川 
寄宿舎指導員 

等 

交流及び共同学習推進指導者研究協議会 22.11.18～19 
国立特別支援 
教育総合研究所 

神奈川 指 導 主 事 
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第第第第4444節節節節    中高一貫教育校中高一貫教育校中高一貫教育校中高一貫教育校    

    

本県における平成22年度の中高一貫教育校の設置状況は、表1に示すとおりである。 

 

表表表表1111    平成平成平成平成22222222年度年度年度年度    中高一貫教育校の設置状況中高一貫教育校の設置状況中高一貫教育校の設置状況中高一貫教育校の設置状況    

    

名    称 位   置 

育徳館中学校     

育徳館高等学校 
京都郡みやこ町 

門司学園中学校    

門司学園高等学校 
北九州市門司区 

輝翔館中等教育学校 八女市 

 

また、県立中学校及び中等教育学校前期課程の入学定員及び志願状況は、表2に示すとおりである。 

 

表表表表2222    平成平成平成平成22222222年度年度年度年度    県立中学校及び中等教育学校県立中学校及び中等教育学校県立中学校及び中等教育学校県立中学校及び中等教育学校の入学定員の入学定員の入学定員の入学定員等等等等    

    

 

名     称 

１学級当たり

の生徒定数 

 

入学定員 

 

募集学級数 

 

志願者数 

育徳館中学校 40 120 3 390 

門司学園中学校 40 120 3 310 

輝翔館中等教育学校（前期課程） 40 120 3 263 

 

 

第第第第5555節節節節    学校の設置及び廃止等学校の設置及び廃止等学校の設置及び廃止等学校の設置及び廃止等    

 

幼稚園、小学校及び中学校については、小規模化が進んだことから、教育効果の向上を図るため、4市町で1園

5校が廃止され、新たに2校が設置された。 

また、高等学校については、町立分校１校の名称変更が行われ、特別支援学校については、県立特別支援学校の

整備計画に基づき、廃止及び名称の変更を行った。 

 

平成平成平成平成22222222年度年度年度年度    公立学校設置廃止等一覧表公立学校設置廃止等一覧表公立学校設置廃止等一覧表公立学校設置廃止等一覧表    

種別 事項 設置者名 学校名 年月日 位置 備考 

幼稚園 廃止 小郡市 宝城幼稚園 H23.3.31 小郡市二森435-1   

八女市 筑南小学校 H23.4.1 八女市立花町北山2840-1 北山小、白木小を統合 
設置 

東峰村 東峰小学校 H23.4.1 朝倉郡東峰村大字福井2296-4 小石原小、宝珠山小を統合 

北山小学校 H23.3.31 八女市立花町北山2840-1 
小学校 

廃止 八女市 
白木小学校 H23.3.31 八女市立花町白木1545-1 

筑南小（新設）へ統合 
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宮若市 若宮南小学校 H23.3.31 宮若市三ヶ畑420 若宮小へ統合 

小石原小学校 H23.3.31 朝倉郡東峰村大字小石原868-1  
東峰村 

宝珠山小学校 H23.3.31 朝倉郡東峰村大字宝珠山58 
東峰小（新設）へ統合  

位置変更 大牟田市 天領小学校 H23.1.1 大牟田市天領町1-145-1 (変更前)大牟田市諏訪町1-111 

中学校 位置変更 東峰村 東峰中学校 H23.4.1 朝倉郡東峰村大字福井2296-4 
(変更前) 

朝倉郡東峰村大字宝珠山58 

高等学校 名称変更 鞍手町 
福岡県立鞍手高等学校 

鞍手町立豊翔館 
H23.4.1 鞍手郡鞍手町大字木月2406 

(変更前)福岡県立鞍手高等学校 

    鞍手町立鞍手分校 

廃止 福岡県 福岡養護学校新光園分校 H23.3.31 糟屋郡新宮町緑ヶ浜4-1-2   

福岡県 福岡特別支援学校 H23.4.1 糟屋郡新宮町緑ヶ浜4-1-1 (変更前)福岡養護学校 特別支援学校 
名称変更 

久留米市 久留米特別支援学校 H23.4.1 久留米市南1-2-1 (変更前)久留米養護学校 

専修学校 廃止 福岡県 九州歯科大学附属歯科衛生学院 H23.3.31 北九州市小倉北区真鶴2-6-1   

 

 

第第第第6666節節節節    高等学校進学者の受入れ高等学校進学者の受入れ高等学校進学者の受入れ高等学校進学者の受入れ    

 

本県における高等学校（全日制）進学者の受入れについては、昭和５０年以降１０年ごとに有識者会議からの建

議を受け、長期計画を策定してきた。 

平成１７年度からの１０年間は、平成１６年の「福岡県高等学校生徒受入れの長期計画策定協議会」の報告の趣

旨を最大限尊重して受入れ計画を策定している。 

その趣旨は、公立・私立の高校が長年にわたるお互いの役割・実績を踏まえ、協調して生徒の受入れを図ること

で、本県の高校進学希望者に適切な就学機会を提供するというものである。 

具体的には、翌年度の中学校卒業見込者数と「報告」で示された想定進学率（長期的に９７％に近づいていくと

想定）から翌年度の高等学校進学見込者数を算定し、これを県全体で概ね公立６：私立４の割合で受け入れること

としている。 

なお、平成２２年度の本県の全日制高等学校等進学率（高等専門学校を含む。）は９４.５％であった（前年度

比０.１ポイント低下）。 

 

 

第第第第7777節節節節    県立高校教育改革の推進県立高校教育改革の推進県立高校教育改革の推進県立高校教育改革の推進    

 

本県においては、社会の急激な変化と生徒の実態の多様化に対応するため、平成１１年７月の福岡県県立学校教

育振興計画審議会答申を踏まえ、同年１２月に県立高等学校再編整備基本計画、平成１２年１２月に県立高等学校

再編整備に関する第一次実施計画、平成１７年３月に第二次実施計画を策定し、計画的に県立高等学校の改革を推

進してきた。 

（概要） 

○ 県立高校数 １１１→９５（うち中等教育学校１校） 

○ 普通科の学区数 １５→１３ 
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○ 特色あるコース 

・ 新設と見直し 総合、情報総合、ヒューマンライフ、観光・情報及び自然環境の各コースを整備し、英語

及び理数コースの一部並びに国際教養コースを廃止 

・ 改編等 体育コースをスポーツ健康、スポーツ科学及びスポーツ文化の各コースに改編、理数及び英語コ

ースの一部で募集人員を弾力化 

○ 普通科系専門学科 文理科を新設 

○ 新しいタイプの学校 中高一貫教育校３校、全日制単位制１校、総合学科５校、定時制単位制１校、総合型

４校（総合型産業高校１校を含む。）、普通科総合選択制１校を整備 

○ 職業系専門学科 農業学科及び工業学科で改編 

新しいタイプの学校の設置は平成２０年度で終了したが、全ての県立高校において特色化・活性化を推進する

観点から、第一次実施計画で示された諸施策の実施に引き続き取り組む。 

 

 

第８節第８節第８節第８節    教育力向上福岡県民運動の推進教育力向上福岡県民運動の推進教育力向上福岡県民運動の推進教育力向上福岡県民運動の推進    

    

「福岡の教育ビジョン」で示された内容を、実際に県下で広く県民運動として展開していくために、県全体の県

民運動を推進する組織としての教育力向上福岡県民運動推進会議の他、地域の実情に応じた県民運動を推進する組

織として教育力向上福岡県民運動地区推進会議を設置し、家庭や地域の応援を得ながら学校が中心となって「福岡

がめざす子ども」を育てる取組を推進している。  

 このうち、平成22年度の主な取組内容は次のとおりである。 

 

１１１１    教育力向上福岡県民運動推進会議の開催教育力向上福岡県民運動推進会議の開催教育力向上福岡県民運動推進会議の開催教育力向上福岡県民運動推進会議の開催    

 (1) 教育力向上福岡県民運動推進会議 

   委員30名、会議開催２回 

 (2) 教育力向上福岡県民運動地区推進会議（６地区） 

   委員９名～19名、会議開催１～５回 

 

２２２２    教育力向上福岡県民フォーラムの開催教育力向上福岡県民フォーラムの開催教育力向上福岡県民フォーラムの開催教育力向上福岡県民フォーラムの開催    

県民運動について、より一層の広報啓発を図るとともに参加を奨励し、交流を広げることを目的に、全体フォー

ラム（兼北筑後地区フォーラム）と地区フォーラム（県内５カ所）を開催した。 

(1) 全体フォーラム 

ア 期  日 １１月２８日（日） 

イ 会  場 朝倉市総合市民センター ピーポート甘木 

ウ 内  容 ○教育力向上福岡県民運動優秀実践校等の表彰式 

○基調講演「落語から学ぶコミュニケーションと教師や保護者の役割」 

三遊亭 圓窓 氏（落語家） 

○実践交流「学びを育む『体づくり・心づくり』を応援しよう」 

エ 参加者数 １，０２６人 
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(2) 地区フォーラム 

地

区 
期 日 会 場 主 な 内 容 参加者数（人） 

福 

岡 
12月11日（土） 

福津市文化会館 

（福津市） 

・取組報告 

・分科会（事例発表） 
438 

北

九

州 

11月13日（土） 
マリーホール宮田 

（宮若市） 

・講演 川原 尚行 氏 

（医師、NPO法人ロシナンテス理事長） 

・実践事例発表 

293 

南

筑

後 

2月 6日（日） 
まいピア高田 

（みやま市） 

・実践発表 

・講演 森本 精造 氏 

（NPO法人幼老共生まちづくり支援協会理事長） 

439 

筑 

豊 
1月29日（土） 

ｲｲﾂﾞｶｺｽﾓｽｺﾓﾝ 

（飯塚市） 

・実践発表 

・講演 篠原 菊紀 氏 

（諏訪東京理科大学共通教育センター教授） 

867 

京 

築 
2月 6日（日） 

ｻﾝ･ｸﾞﾚｰﾄみやこ 

（京都郡みやこ町） 

・実践発表 

・講演 藤田 紘一郎 氏 

（東京医科歯科大学名誉教授） 

357 

    

３３３３    広報啓発活動の実施広報啓発活動の実施広報啓発活動の実施広報啓発活動の実施        

(1) 教育力向上福岡県民運動推進派遣講座 

県民運動について理解を深めるため、市町村、学校、ＰＴＡ等が企画する講演会や研修会等に、教育力向上福

岡県民運動推進会議委員の学識経験者や県教育委員会事務局職員等を講師として43回派遣した。 

(2) ホームページ 

 県民運動に対する共通理解を図り、運動の気運を高め、各地区の取組の推進や家庭・地域における学校支援活

動を促進するため、ホームページ（http://www.fukuoka-kenminundou.jp/）による情報提供を行った。 

(3) 実践の手引 

 「６つのアクションプラン」に示した取組をより実効性のあるものとするため、各取組の具体的な実践のポイ

ントを示した手引を作成・配布した。 

(4) ワンポイント・リーフレット 

 学校・家庭・地域における普段の生活の中で、大人がどのようなことを意識して子どもに関わったらいいのか、

その具体的なポイントや実践例を紹介するリーフレットを作成・配布した。 

(5) 教育力向上福岡県民運動優秀実践校等表彰 

県民運動のより一層の広がりと、さらなる積極的な活動を促すことを目的に、６つのアクションプランに掲げ

る取組が優秀と認められる次の10校を表彰した。 

・春日市立日の出小学校（学校・家庭・地域の三者が「共育」するコミュニティ・スクールの取組） 

・糸島市立南風小学校（ぐんぐん・にこにこ・いきいきの花満開の学校の創造） 

・芦屋町立山鹿小学校（地域とともに、「浜運動会」） 

・久留米市立浮島小学校（浮島っ子農業体験学習） 

・朝倉市立杷木中学校（読書活動を中心にした「心づくり」の取組） 
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・八女市立星野小学校（お茶体験） 

・田川市立金川小学校（金川の教育コミュニティづくり） 

・飯塚市立幸袋中学校（学社連携で学力アップ！幸中朝学） 

・福智町立赤池中学校（きょうだい班活動（異年齢交流活動）） 

・苅田町立片島小学校（ふるさと学習） 
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第第第第2222章章章章    教育活動教育活動教育活動教育活動    

 

第第第第1111節節節節    教育指導の実際教育指導の実際教育指導の実際教育指導の実際    

 

１１１１    研究指定・委嘱研究指定・委嘱研究指定・委嘱研究指定・委嘱    

平成8年度から「重点課題研究指定・委嘱校」(毎年6校程度指定)に研究指定・委嘱を行う。 

平成22年度の研究指定・委嘱校(園)等は次のとおりである。 

 

平成平成平成平成22222222年度年度年度年度    文部科学省及文部科学省及文部科学省及文部科学省及び福岡県教育委員会研究指定・委嘱校び福岡県教育委員会研究指定・委嘱校び福岡県教育委員会研究指定・委嘱校び福岡県教育委員会研究指定・委嘱校((((園園園園))))等等等等    

 

種別 

指定区分 
幼稚園 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 

県 指 定 委 嘱 校 0 11 6 33 2 

県 指 定 地 域 0 0 0 

文 部 科 学 省 指 定 校 0 5 2 7 0 

 
14 
 文 部 科 学 省 指 定 地 域 

( 学 校 数 ) 
(0) (23) (10) (29) (0) 

国 立 教 育 研 究 所 
研 究 指 定 ・ 委 嘱 校 

0 4 3 1 0 
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(1) 県指定・委嘱校(園) ｛重点課題研究指定・委嘱校（園）｝ 

ア 幼稚園 0園 

イ 小学校 11 校 

番号 学  校  名 研   究   主   題 重  点  課  題 

1 柳川市立昭代第二小学校 基礎的な知識・技能を活用する能力の育成 知識・技能を活用する力の育成 

2 うきは市立千年小学校



 

－78－ 

3 県立の工業系高等学校12校 県立工業高校産業人材育成事業 
先端技術と実践的なものづくり技
能をもった人材育成 

4 県立高等学校25校 高等学校不登校対策事業 不登校対策の充実 

オ 地域指定  0 教育委員会 

番号 地  域  名 研   究   主   題 重  点  課  題 
    

(2) 文部科学省研究指定・協力校(園)  14 校 

番号 学校名 研究主題 重点課題 
 
 
1 
 

 

須恵町立須恵第一小学校 
久 留 米 市 立 大 城 小 学 校  
北九州市立小石小学校 
県立山門高等学校 

  
 

道徳教育実践研究事業 

2 
宇美町立原田小学校 
宇美町立宇美南中学校 

言語教育（英語）小中連携の在り方 教育研究開発事業 

3 
大牟田市立銀水小学校 
大野城市立大野中学校 

電子黒板を活用した教育活動 
電子黒板を活用した教育に関する調査研究委
託事業 

4 県立小倉高等学校 
スーパーサイエンスハイスクール事業「科学技術立国を支えるカリ
キュラムの開発他」 

高い「志」と科学に関する高い能力の育成 

 県立城南高等学校 
創造性・主体性を高め、科学的思考力を育成するカリキュラムの研
究 

 

5 

県立山門高等学校 
県立香住丘高等学校 
県立新宮高等学校 
県立戸畑高等学校 

サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト「放射線を見てみよ
う・電子顕微鏡を使ってみよう」「自然環境の科学的探究」「ロボッ
ト開発への道」「巡り坂池の成り立ちと生態系の観察・調査」 

理科・数学に対する興味・関心と知的探求心
を育成 

(3) 文部科学省研究指定地域   25 地域 （小学校 23校、中学校 10校、高等学校 29 校） 

番号 市 町 村 教 育 委 員 会 事   業   名 
1 福岡県(小郡市小学校2校 中学校1校，広川町小学校3校 中学校1校） 学力向上実践研究推進事業 

2 
太宰府市（小3校）、福津市（小6校、中3校）、宇美町（小4校、中3校） 
那珂川町（小2校、中1校）、筑前町（中1校）、大木町（小3校） 

コミュニティー・スクール推進事業 

3 筑紫野市、志免町、久留米市 問題を抱える子ども等の自立支援事業 

4 福岡県（県立高等学校 29 校） スクールカウンセラー活用事業 

5 
福岡県（宗像市、福津市、芦屋町、遠賀町、小竹町、小郡市、久留米市、広川町、大川市、福
智町、嘉麻市、うきは市、行橋市、豊前市、苅田町、築上町、吉富町、上毛町） 

特別支援教育総合推進事業 

 
 
 



 

－79－ 

(4) 国立教育政策研究所研究指定・委嘱校(園) 小学校 4 校、中学校 3 校 高等学校 1 校、 

番
号 

学     校     名 事   業   名 

1 福岡市立南当仁小学校、北九州市立小石小学校 教育課程研究指定校事業 

2 宗像市立大島中学校 へき地教育研究指定事業 

3 宗像市河東西小学校，志摩町志摩中学校，県立宗像高等学校 学力の把握に関する研究指定校 

4 筑紫野市立原田小学校 我が国の伝統文化を尊重する教育に関する実践モデル事業 

5 大牟田市（大牟田市立松原中学校区） 魅力ある学校づくり調査研究事業 
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２２２２    中学生進路相談事業中学生進路相談事業中学生進路相談事業中学生進路相談事業    

(1) 趣旨 

各学区内の県立高等学校が一堂に会し、それぞれの高等学校の教育内容や現在進めている特

色ある学校づくりなどについて、中学生や保護者等を対象に説明会を実施するとともに、個別

の進路相談も行い、高等学校の情報をより正確に、積極的に提供し、もって中学生が主体的に

進路を考え、適切な高校選択ができるように支援することを目的とする。 

(2) 実施時期 

各学区ごとに、学区内の全県立高等学校が一堂に会し、夏季休業中 7、8 月頃に 1 日の日程で

実施する。 

(3) 実施内容 

ア 高等学校説明 

学区内の各高等学校の概要を説明する。 

イ 進路相談 

    

３３３３    道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育    

学習指導要領に基づく道徳教育の目標達成を図るため、指導に当たっては、学校における教育

活動全体を通して行うとともに、家庭や地域社会と共通理解を深め、相互の連携により進めるこ

とが大切である。 

平成 14 年度から文部科学省が作成した「心のノート」をすべての小・中学生に配布している。

この「心のノート」は、児童生徒が自己の生き方について考え、自ら道徳性をはぐくむためのも

のであり、併せて自己の生活や体験を振り返る「生活ノート」的な性格や、家庭との「架け橋」

としての性格も有している。また、平成 10～13 年度指定を受け作成した小学校及び中学校用郷土

資料(副読本)を道徳の時間や地域での体験活動に使用している。 

平成 22 年度からは「家庭や地域とともに豊かな心をはぐくむ道徳教育の充実」を課題とする県

重点課題研究指定・委嘱校として、小・中学校各１校を選定し、道徳教育の充実を図っている。 

また、平成 14 年度から県内小・中学生を対象とした道徳性実態調査を実施し、その結果を本県

独自の研究指定・委嘱事業等に反映させている。 

さらに、平成 17 年度から道徳教育推進教員研修を行い、毎年、県内 6 地域から推薦された小・

中学校の教諭を地域における道徳教育推進の核となる推進教員として養成している。 

    

４４４４    生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導    

生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や

行動力を高めることを目指して行われる教育活動のことである。すなわち、生徒指導は、すべて

の児童生徒のそれぞれの人格のよりよい発達を目指すとともに、学校生活がすべての児童生徒に

とって有意義で興味深く、充実したものになることを目指している。 

しかし、現状では、依然として生徒指導上の多くの課題を抱えている。少年非行実態や児童生

徒の問題行動の概況を見ると、次のとおりである。 

平成 22 年中に検挙、補導された刑法犯少年は、6,203 人で前年に比べ 8 人増加している。その

うち児童生徒は、4,683 人で全体の 75.5%を占めている。また、非行者率（少年人口 1,000 人当た

りに刑法犯少年が占める割合）は 12.56 人で、全国で３番目に高い割合になっている。（県警少年
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課調査） 

いじめ問題については、「福岡県いじめ問題総合対策」に則り、各学校、家庭、地域が一体とな

った取組が進められている。また、平成 22 年度の小・中学校における不登校児童生徒数は、前年

度比 36 人増の 4,926 人となっている。 

以上のように、いわゆる非行問題の他に不登校やいじめ問題など、学校や社会への不適応行動

を示す児童生徒が多く存在している。また、交通違反、事故及び水死事故、自殺などの生命の尊

重という立場からの課題、更には基本的生活習慣の欠如や道徳性、耐性の弱さなど生徒指導上の

重要な課題として見逃せないものがある。 

このような現状から、生徒指導の重要性を認識し、教科及び特別活動・道徳をはじめ、学校教

育活動全体を通じて生徒指導の充実を図るとともに、教職員の各種研修会の開催、指導資料の作

成、地域における青少年健全育成団体や関係機関との連携を密にするなど、種々の対応策を講じ

てきた。 

(1) 実施事業 

ア 集団宿泊事業 

○ 「克己心育成のための宿泊体験」 

県立学校第 1 学年を対象として全日制 92 校、定時制 20 校、通信制 1 校、県立中学校 2

校、県立中等教育学校 1 校で実施した。 

イ いじめ・不登校問題総合対策事業 

いじめ・不登校の問題は深刻化しており、この現状の対策としての予防的対応はもとより、

解消及び早期発見・早期対応のための施策を充実するとともに、児童生徒の思いやりや命を

大切にする心の育成を図り、問題の解決に努めた。 

○ 不登校生徒等地域支援事業 

・ヤングアドバイザーの派遣 

学生ボランティアによるヤングアドバイザーを学校や関係機関等へ派遣し、きめ細や

かな相談活動を展開できるよう指導・援助した。（派遣回数：1,284 回） 

・いじめ・不登校対策実践研修会の開催 

学校におけるいじめ・不登校の問題に対応するため、各教育事務所ごとに教員及び保

護者等を対象として、事例を通した実践的な研修を実施した。 

○ 教育相談事業 

・児童生徒及び保護者の悩み相談に対応するため、県下 6 ヶ所の教育事務所等に 24 名

の相談員を配置する「子どもホットライン 24 相談事業」を行っている。 

・地区担当指導主事を県下 6 教育事務所に配置し、各高等学校の生徒指導及び生徒・保

護者からの相談に応じている。 

○ 教育相談システム構築事業 

相談関係機関相互のネットワーク化を促進するため、県及び各教育事務所ごとに相談機

関のネットワーク会議を年 2 回実施した。また、専門的・総合的な相談活動を支援するた

め、「教育関係相談機関案内」の活用を推進した。 

○ スクールカウンセラー活用事業 

臨床心理士等の教育相談の専門家を、平成 22 年度は全公立中学校及び高等学校（中等教

育学校等を含む）32 校に非常勤職員として配置し、学校におけるカウンセリング等の機能
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の充実を図った。また、平成 22 年度は社会福祉等の専門家をスクールソーシャルワーカー

として 6 市町（公立中学校 34 校で活用）に非常勤職員として配置し、福祉的な観点から学

校における教育相談機能の向上を図った。 

ウ 適応指導教室の広域化及び設置促進 

不登校児童生徒の学校復帰を支援する適応指導教室の広域化と設置促進を推進しており、 

平成 22 年度現在、県内には 41 か所の適応指導教室が設置されている。 

また、各教育事務所で適応指導教室等連絡会議を開催している。 

エ 部活動促進事業の実施 

県立高等学校における部活動の推進に必要な経費の一部を負担することにより、部活動の

促進・充実を図り、もって生徒の健全育成に努めた。 

オ 児童生徒の規範教育推進事業 

児童生徒の規範意識の醸成を図るとともに、非行行為への誘惑・勧誘を断る判断力、行動

力を育成するため、発達段階を踏まえた非行防止学習を県下全公立学校で実施することとし、

少年非行の予防・防止の一層の推進に努めた。 

さらに、平成 21 年度から非行防止学習のテーマとして「ネットによる誹謗中傷・いじめ等」

を新たに加えている。 

カ 高等学校不登校対策事業 

県立高等学校及び県立中等教育学校に生徒の学校復帰と社会的な自立に向けた相談活動を

行う「訪問相談員」を配置し、その効果的な実践をとおし、不登校生徒一人一人に応じたき

め細かな指導・支援の充実を図り、不登校の解消及び社会的な自立に努めた。 
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(2) 生徒指導に関する研修会 

生徒指導に関する平成 22 年度研修会の実施状況は次のとおりである。 

 

平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    生徒指導に関する研修会生徒指導に関する研修会生徒指導に関する研修会生徒指導に関する研修会    

 

名    称 会  場 対 象 者 

生徒指導担当者研修会 教育事務所 小学校生徒指導担当教員 

（新任）生徒指導主事研修 教育事務所・県教育センター 中学校生徒指導主事等教員 

いじめ・不登校対策実践研修会 教育事務所 
校長・教頭、教員、保護者 
相談員等 

公立学校新任生徒指導主事 
研修 

県教育センター 
中学校新任生徒指導主事 
県立学校等新任生徒指導主事 

スクールカウンセラー配置校 
連絡協議会 

教育事務所 
校長、教育相談担当教員、スクー
ルカウンセラー 

県立高等学校等校長生徒指導 
研修会 

吉塚合同庁舎 公立高等学校等校長 

県立学校等生徒指導主事 
研修会 

県教育センター 県立学校等生徒指導主事 

公立高等学校生徒指導関係 
教員研修会 

吉塚合同庁舎 公立高等学校生徒指導関係教員 

高等学校生徒指導専任教員等 
研修会 

吉塚合同庁舎 県立高等学校生徒指導専任教員 

県立特別支援学校生徒指導主
事研修会 

県教育センター 県立特別支援学校生徒指導主事 

 

(3) 研修派遣 

ア 生徒指導指導者養成研修 

・期 日 平成 22 年 6 月 13 日～6 月 29 日 

・会 場 独立行政法人教員研修センター 

イ 生徒指導研究連絡会議 

・期 日 平成 22 年 6 月 25 日 

・会 場 文部科学省 3 階講堂 
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５５５５    キャリア教育キャリア教育キャリア教育キャリア教育    

児童生徒に望ましい勤労観・職業観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに、

自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てることを目的として、進路指導

からキャリア教育に概念を広げ指導を行う。 

キャリア教育は、学校教育だけでなく家庭教育や社会教育等を含むものであり、その時期は、

小・中・高等学校、大学等の学校段階に止まらず、卒業後の職業生活や社会生活を通して、生涯

にわたって展開されるものである。 

(1) 就職状況<職業安定課資料より（平成 23 年 3 月末）> 

ア 中学校 

求人数は 72 人(前年比 29.4%減)で、このうち県内求人は 7 人で前年に比べ 65.0%の減少と

なっている。 

求職者数は、52 人(前年比 62.5%増)で、このうち県内希望者は 47 人であり、求職者数の

90.4%にあたる。 

就職決定率は、19.2%であり、前年より 21.4 ポイント下回っている。 

イ 高等学校 

求人数は 9,628 人(前年比 8.1%減)で、このうち県内求人は 6,255 人で前年度に比べ 4.3%

の減少となっている。 

求職者数は、6,115 人(前年比 1.6%増)で、このうち県内希望者は 4,841 人であり、求職者

数の 79.2%にあたる。 

就職決定率は、94.6%であり、前年度より、2.5 ポイント増加している。 

(2) 推薦・選考 

新規卒業者の推薦・選択の時期並びに就職のための全国統一応募書類の採用については厳守

されている。戸籍謄本の提出を求める企業は、各関係者の努力によってほとんどなくなったが、

社用紙への記入や面接時に家族関係や親の職業を聞く違反質問が一部の企業で行われており、

就職差別排除のため、さらにその啓発に努める必要がある。 

(3) 実施事業 

ア 県立学校就職支援事業 

就職を希望する新規高等学校及び特別支援学校高等部卒業者の就職状況の悪化に対応する

ため、人事管理・営業・総務等の経験のある失業者を就職指導員として配置し、被雇用者の

収入を確保するとともに、生徒に対する就職指導や求人開拓を行い、就職率の向上を図った。 

・76 名配置（県立高等学校 66 校 66 名、高等部のある県立特別支援学校 10 校 10 名） 

イ 新規高卒者面談会の開催 

福岡県、福岡県教育委員会、福岡労働局、(財)福岡県雇用対策協会等の関係機関が連携し、

新規高等学校卒業予定者の就職促進を目的にして、福岡県内 4 地区で求人者と就職を希望す

る卒業予定者を一堂に集め、企業説明及び面接を行う「新規高卒者面談会」を開催した。 

・期 日 北九州会場  平成 22 年 12 月 1 日 

福 岡 会 場  平成 22 年 12 月 10 日 

筑 後 会 場  平成 22 年 11 月 16 日 

筑 豊 会 場  平成 22 年 12 月 2 日 

追 加 開 催   平成 23 年 2 月 28 日 



 

 - 85 - 

・対象者 新規高等学校卒業予定者のうち就職未内定者 

ウ 中学生の高等学校への体験入学 

県立高等学校のうち平成 22 年度は 94 校において、中学校の生徒・教員及び保護者に対し、

当該学科等への理解・進路意識の高揚及び学習意欲の育成を図るために体験入学を実施した。 

なお、中学生 42,836 人、中学校教員 817 人、保護者 5,825 人、その他 297 人、計 49,775

人の参加者があった。 

エ 進路指導情報資料作成・配布 

① 高等学校進学の手引き 

中学校における生徒の進路選択の適正を期すため高校の入試と中学校の進路指導につい

ての資料「県立高校をめざすみなさんへ」を作成し、県下の中学 3 年全員に配布し、進路

指導の改善・充実を図った。 

② 学校案内「展望」 

各県立高等学校の概要や特色ある教育活動等をまとめたものであり、中・高連携による

進路指導の充実を図るための案内資料として活用できるようにした。(福岡県教育委員会ホ

ームページ及び各学校ホームページに掲載) 

(4) 進路指導の改善・充実の取り組み 

ア 進路指導主事等研修会 

中学校及び高等学校の進路指導主事に対し、進路指導に必要な専門的知識を習得させ、そ

の指導者としての資質の向上を図るとともに、進路指導の改善・充実を期し研修会を行った。 

・福岡県中学校新任進路指導主事研修会(進路指導主事対象) 

平成 22 年 5 月から 11 月 各教育事務所において年間 2 回実施 

・福岡県立学校等新任進路指導主事研修会 

平成 22 年 4 月 23 日 福岡県吉塚合同庁舎 

・福岡県立学校等進路指導主事研修会 

平成 22 年 5 月 27 日 福岡県吉塚合同庁舎 

・福岡県高等学校進路指導研究協議会総会 

平成 22 年 6 月 1 日 福岡市民会館 

イ 平成 22 年度キャリア教育指導者養成研修〔西部ブロック〕 

独立行政法人教員研修センター主催の標記研修が、平成 22 年 6 月 28 日～7 月 2 日の 5 日

間にわたり「エル・おおさか」において実施され、県から 5 名（高等学校教諭 2 名、中学

校教諭 1 名、小学校教諭 1 名、指導主事 1 名）が参加した。これは、発達段階に応じたキャ

リア教育やキャリアカウンセリング等について、必要な知識等を習得させ、各地域における

キャリア教育に関する研修の講師等としての活動や各学校への指導助言等が適切に行われ

ることを目的とした研修である。 

 

６６６６    へき地教育へき地教育へき地教育へき地教育    

本県の小・中学校のうち、へき地指定を受けている学校は 35 校であり、その級地別内訳は次の

とおりである。 
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級  地  区  分 
学校種別 

特 準 1 2 3 4 5 
計 

小 学 校 1 4 15 2 2 0 1 25 

中 学 校 0 0 7 1 1 0 1 10 

計 1 4 22 3 3 0 2 35 

(H22.4.1 現在) 

これらのへき地学校における教育の振興充実を図るため、以下の事業を実施した。 

(1) 第 55 回福岡県へき地・小規模校教育研究大会
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イ 産業教育内地留学(長期研修派遣 21.4.1～22.3.31) 

研 修 内 容 教科 派遣先 人員 備  考 

ファッションデザイン全般に関する総
合的内容－指導技術の向上及び環境保
全とファッションとの共生について－ 

家庭 
香蘭女子

短期大学 
1 

独 立 行 政 法 人 
教 員 研 修 セ ン タ ー 

 

ウ 独立行政法人教員研修センター、文部科学省主催 

講座及び講習会 種別 開催期間 会    場 参加者 

工業 22. 8. 3～8. 6 富士ソフトアキバプラザ 1 
産 業 ・ 情 報 技 術 等 

指 導 者 養 成 研 修 
商業 22. 7.26～7.30 千葉商科大学 1 

農業クラブ指導者養成講座 農業 22. 8. 2～8. 4 
国 立 オ リ ン ピ ッ ク 記 念 

青 少 年 セ ン タ ー 
1 

家庭クラブ指導者養成講座 家庭 22. 7.26～7.27 
国 立 オ リ ン ピ ッ ク 記 念 

青 少 年 セ ン タ ー 
1 

産 業 教 育 実 習 助 手 研 修 農業 22. 8.23～8.28 愛媛大学 1 

 

エ 県教育委員会主催研修会 

研 修 事 業 名 種別 人数 
研修 
期間 

研 修 場 所 研 修 内 容 

商業教育担当教員研修会 商業 42 1 日 吉 塚 合 同 庁 舎 
新学習指導要領における
商業が目指す人材像と指
導のポイントについて 

 

オ 県教育センター長期派遣研修 

(ｱ) 主  催 県教育委員会 

(ｲ) 研修期間 1 年 

(ｳ) 種  別 ・生徒の実態に応じた教科「理科」指導の工夫 

・ダイナミックな理解を促す数学の授業の構築 

・高等学校におけるネットワーク教育 

 ・生徒一人一人の独創性を高めるための教材の研究 

・教職員の協働性を高める組織運営の在り方 

 ・学校を活性化させる生徒会活動の在り方 

(ｴ) 人  数 6 人 
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カ 平成 22 年度県立高等学校職業教育担当教員長期派遣研修 

学校名 派遣先 派 遣 期 間 研 修 主 題 

糸 島 農 業 福 岡 県 農 業 大 学 校 
6ｹ月 
4月 1日 ～ 9月30日 

草花の施設栽培における技術の
指導 

八 女 農 業 福 岡 県 農 業 大 学 校 
6ｹ月 
10月 1日 ～ 3月31日 

農業後継者育成のための継続教
育について 

小 倉 工 業 九 州 工 業 大 学 
6ｹ月 
10月 1日 ～ 3月31日 

工業電気系の電子デバイスに関
する教材研究を行い、高校生向
けのマニュアルの作成 

東 鷹 中 村 学 園 大 学 
6ｹ月 
9月 1日 ～ 2月28日 

高校生と対象とした食育活動にお
ける評価方法 

小 倉 商 業 株 式 会 社  井 筒 屋 
3ｹ月 
11月12日 ～ 2月11日 

販売業務実習 

宇 美 商 業 宗 像 地 建 株 式 会 社 
3ｹ月 
12月 1日 ～ 2月28日 

顧客満足度を高める企業の在り
方－不動産業におけるマーケティ
ング活動をとおして－ 
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(2) 福岡県高校生産業教育フェア 

平成 10 年度、福岡市で、九州初の第 8 回全国産業教育フェア<福岡大会>を実施し、全国から

約 25 万 2 千人の来場者を得て、成功裡に終了することができた。 

平成 11・12 年度は、県内 4 地区、平成 13 年度は県内 2 地区、平成 14 年度以降は県内 1 地区に

おいて、福岡県産業教育フェアを実施した。平成 5～17 年度までは県教育委員会の単独事業と

して実施してきたが、平成 18・19・20 年度は県商工部の新規事業である「科学少年」育成事業

（サイエンスワールド）の一環として名称を「福岡県高校生産業教育フェア」と改め実施し、

平成 21 年度からは県教育委員会の単独事業として同名称で実施した。このフェアでは、県内の

各専門高校生が学科の枠を超えて一堂に会し、交流と学習成果の公開等を行うことによって、

生徒相互の啓発と意識の高揚を図るとともに、小・中学生及び県民一般に、産業教育について

の理解と協力を促すことを目指している。フェアの開催を通して、各専門高校に活力を与え、

産業界との連携を深めて、新しい時代に即した産業教育の活性化を図っている。 

実施内容としては、①意見・体験・研究発表、②作品展示・生産物販売、③専門高校学科紹

介、④実験・実習等の体験、⑤催し物（ロボット競技・ファッションショー・郷土芸能等）、⑥

得意技実演（珠算・フラッシュ暗算・エキシビジョン等）等があり、生徒の日頃の学習成果を

発表する場として、また自信を培う機会として有意義に開催されている。今後は、より多くの

県民の方を対象とした広報活動の工夫が考えられる。 

(3) 社会人特別講師招聘事業 

メカトロ、バイオ等の先端技術や地域の特色のある伝統文化など教員では得難い専門分野等

に豊かな経験や高度で専門的な知識・技術を備えた社会人を講師として学校に招聘する制度は

平成 2 年度から実施している。この制度の導入によって職業教育の充実、活性化を図るととも

に、生徒の職業教育に対する興味・関心や目的意識の高揚が期待される。 

 

<資料> 

社会人特別講師招聘事業の実績 

平成 22 年度実績 
学科・コース 

学校数 時間数 回 数 

農 業 9 137 59 

工 業 5 47 21 

商 業 8 60 29 

水 産 1 7 3 

家 庭 8 131 61 

情 報 1 4 2 

福 祉 1 10 5 

総合学科 5 206 125 

その他 4 84 40 

合 計 
42 

実数28校 
686 345 
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８８８８    国際理解教育国際理解教育国際理解教育国際理解教育    
(1) 教育海外派遣 

ア 短 期 

次代を担う青少年を育成する教員に派遣先国の教育行政制度と教育改革の動向等を視察さ

せ、国際的視野に立った識見の獲得及び当該教員の実践的指導力の向上を図ることにより、

初等中等教育の振興を図るために実施した。派遣期間、人数及び派遣先は次のとおりである。 

研修テーマ 派遣先 派遣期間 人数 

学校評価と学校経営 アメリカ 11月 1日～11月12日 6 人 

キャリア教育 
アメリカ 

ドイツ 

11月16日～11月25日 

10月11日～10月22日 

4 人 

1 人 

小学校英語教育 
オランダ 

ドイツ 

11月15日～11月26日 

11月15日～11月26日 
5 人 

国語力・読解力 カナダ 10月17日～10月28日 5 人 

心身の健康教育 フランス 10月11日～10月22日 2 人 

生徒指導・教育相談 イギリス 11月 1日～11月12日 3 人 

学校と地域等の連携 イギリス 11月15日～11月26日 1 人 

理数系教育 アメリカ 11月 1日～11月12日 1 人 

特別支援教育 イギリス 11月 3日～11月13日 2 人 

環境教育 
イギリス 

ニュージーランド 

11月 8日～11月19日 

10月25日～11月 5日 

4 人 

2 人 

計   36 人 

(2) 外国語指導助手招致事業 

ア 目 的 

米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ等から外国語指導助手(ALT)とし

て招致し、県教育委員会及び学校に配置し、地域レベルの国際交流の進展を図ると同時に小

学校、中学校及び高等学校における外国語教育及び国際理解教育の改善・充実に資する。 

また、研修会等において英語教員の現職研修に従事し、当県における望ましい英語教育の

発展・向上に資する。 

イ 職 務 

・外国語授業の補助・・・ 配置校及び訪問先の学校において担当教員の指示により協同

授業を行う。 

・国際理解教育の補助・・配置校及び訪問先の学校において国際理解教育の補助を行う。 

・現職研修・・・・・・・研修会等において英語教員の現職研修に従事する。 
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・そ の 他・・・・・・・教材作成の補助及びスピーチコンテスト等への協力、特別活動         

及び課外活動への協力、地域における国際交流への協力を行う。 

 

ウ 人員及び勤務場所 

 人 数 勤  務  場  所 

義 務 教 育 課 19 人 県教育庁、各教育事務所、県教育センター 

高 校 教 育 課 

81 人 

（民間委託 30

人を含む） 

県教育庁、県立学校 83 校 

（民間委託 42 校を含む） 

 

エ 活用状況 

外国語指導助手の活用状況は、年々活発化している。 

主な業務は、計画的に学校訪問などを行い、協同授業をしたり、県教育センターや地域ご

との現職教育に従事したりすることなどである。児童・生徒に対して異文化や英語に対する

興味・関心を高め、学習への動機づけを行うとともに教師の資質向上にも大いに役立ってい

る。また、国際理解教育における「国際交流」のよい機会ともなっている。 

(3) 帰国児童生徒教育 

学校教育における帰国児童生徒教育として次の四点を重視する。第一は、適応指導を充実さ

せることである。日本の学校生活に慣れ、安心して生活できるように、きめ細かな指導を行う

ことが必要である。第二は、特性を生かす教育活動を推進することである。異文化での生活習

慣や異文化で培った見方や考え方などをその児童生徒の特性と考え、その特性を学校教育全体

で生かしていくことが重要である。第三は、日本語指導や学習指導を充実させることである。

日本語指導にあたっては、その児童生徒の実態に応じた日本語指導計画を作成したり指導資料

を作成したりして、授業に必要な基本的な学習言語の能力を身に付けさせることが必要である。

学習指導にあたっては、日本語の習得状況や学習経験に応じた学習指導計画を作成し、後別指

導などを充実させることが必要である。第四は、相談体制を充実させることである。帰国児童

生徒やその保護者がいつでも相談できる体制を作ったり、地域の関係機関などとの連携を図り

地域社会と一体となった取組を行ったりして、帰国児童生徒が尊重される環境を作ることが重

要である。 
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９９９９    学校図書館学校図書館学校図書館学校図書館    

平成 22 年度の主な事業は、次のとおりである。また、これからの学校図書館の重要性に鑑み、

各学校において、読書指導の在り方と学校図書館の充実を図る上での実態調査を 10 月に行い、成

果と課題を明らかにした。 

 

名   称 期  日 会  場 備   考 

福 岡 県 学 校 図 書 館 
協 議 会 総 会 

6 月 10 日 ア ミ カ ス 

記念講演 
演題 「児童文学との出会い」 
講師 児童文学作家 

 黒瀬 圭子 氏 

学 校 図 書 館 
司 書 教 諭 講 習 

7 月 20 日 
～8 月 2 日 

県 教 育 セ ン タ ー 
「情報メディアの活用」(2 単位) 
「学校図書館メディアの構成」(2 単位) 

総 会 6 月 10 日 ア ミ カ ス  

北九州地区 
7 月 27 日 

28 日 

国 民 宿 舎 

め か り 山 荘 
 

福 岡 地 区 
8 月 3 日 

4 日 

ももち文化センター 

他 
 

筑 豊 地 区 7 月 21 日 直 方 い こ い の 村  

高
校
部
会

・
研
修
会 

合

同

研

修

会 

高
校
生
徒
図
書
委
員
会 

筑 後 地 区 7 月 26 日 ホ テ ル セ キ ア  

総会・講演会・講演 6 月 24 日 ア ミ カ ス 
講演 「理科読をはじめよう」 
講師 大分「児童文学と科学読物の会」 

代表 辛島 泉 氏 

高 校 司 書 
研 修 会 ・ 講 演 

9 月 28 日 県 立 図 書 館 
講演 「本と本屋の可能性を求めて」 
講師 ブックスキューブリック 

店主 大井 実 氏 

小 ・ 中 学 校 
司書研修会・講演 

9 月 16 日 県 立 図 書 館 
講演 「笑って元気～笑顔で対話していま

すか？」 
講師 矢野 大和 氏 

学
校
司
書
研
修
会 

小 ・ 中 ・ 高 校 
司書合同研修会 

2 月 24 日 ア ミ カ ス 
講演 「福岡フィルムコミッション」 
講師 福岡フィルムコミッション 

担当 田畑 安夫 氏 
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第 5 6 回 全 九 州 
学 校 図 書 館 
コンクール表彰式 

1月26日 
西日本新聞 
会 館 

受
賞
校 

優秀賞（併せて全
国学校図書館協
議 会 会 長 賞 ） 

大刀洗町立菊池小学校 

優 秀 賞 
みやま市立下庄小学校 
久留米市立南小学校 

第 6 1 回 福 岡 県 
学 校 図 書 館 
コンクール表彰式 

1月26日 
西日本新聞 
会 館 

受
賞
校 

部 門 奨 励 賞 
嘉麻市立大隈小学校 
飯塚市立飯塚小学校 
福岡市立博多工業高等学校 

全国学校図書館
協 議 会 会 長 賞 

福岡雙葉中学校  
3年 夏目祐衣 

サ ン ト リ ー 
奨 励 賞 

筑紫野市立筑紫東小学校 
6年 福山咲菜 

第 5 6 回 青 少 年 
読 書 感 想 文 全 国 
コンクール表彰式 

2月4日 東 京 会 館 
受
賞
者 

入 選 
小学校8人、中学校2人、 
高等学校3人 

最 優 秀 賞 無し 

優 秀 賞 
小学校4人 
中学校1人 
高等学校1人 

優 良 賞 
小学校5人 
中学校3人 
高等学校5人 

佳 作 
小学校11人 
中学校10人 
高等学校5人 

第 5 4 回 西 日 本 
読 書 感 想 画 
コンクール表彰式 

1月30日 
福 岡 国 際 
ホ ー ル 

受
賞
者 

学 校 努 力 賞 

宇美町立宇美小学校 
宇美町立宇美東小学校 
粕屋町立粕屋中央小学校 
大川市立大川南中学校 
県立太宰府高等学校 
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10101010    統計教育統計教育統計教育統計教育    

統計教育の普及・推進のため、福岡県情報統計教育研究協議会(事務局・福岡市立若久小学校)

は、福岡県統計協会と協力して統計教育に関する諸行事を実施した。 

(1) 研究会・講演会 

ア 統計指導者講習会(主催、総務省政策統括官) 

・期日 7 月 26 日(月)～27 日(火) 

・会場 総務省第２庁舎(東京都新宿区) 

イ 統計グラフ指導者講習会(主催 (財)統計情報研究開発センター) 

・期日 6 月 17 日(木)～18 日(金) 

・会場 戸山サンライズ（東京都新宿区） 

(2) 統計グラフ福岡県及び全国コンクール作品募集 

福岡県コンクール応募総数(合計 600 点) 

    

11111111    情報教育情報教育情報教育情報教育    

今日我が国は、高度情報通信社会と言われ、コンピュータ等の情報機器及び情報通信ネットワ

ークが様々な分野で活用され、日常生活に大きな変化をもたらしている。今後この傾向はさらに

進み、情報機器及び情報通信ネットワークはますます発展するものと考える。 

このような状況の中で、学習指導要領では、情報教育の体系的な実施と情報機器及び情報通信

ネットワークによる学校教育の質的改善を新たに明確にし、急速に発展している高度情報通信社

会において、全ての児童生徒にコンピュータ及び情報通信ネットワーク等の情報手段を有効に活

用し、情報化の進展に主体的に対応できる能力の育成を目指している。 

具体的には、小学校では、コンピュータ及び情報通信ネットワークを各教科及び総合的な学習

の時間等の中で活用し、児童にコンピュータ等の活用を通して、情報活用能力を育成すること、

さらに中学校では、技術・家庭科の技術分野「B 情報とコンピュータ」が必修であるとともに、

高等学校では、教科「情報」が必履習となっている。学校における情報化を積極的に進め、児童

生徒が情報化社会の進展に主体的に対応できる能力と態度を育成していく。 

このような情報化に対応した教育を推進するためには、指導者である教師の情報リテラシーと

指導力の向上がきわめて重要な要素となる。そのため、県としては情報教育に関する教師の情報

リテラシーと指導力向上を目的として、各種の研修会を実施している。平成 22 年度の実施状況は

下表のとおりである。 

主  催 講  座  名 22 年度受講者数 

県立学校等初任者研修、10 年研修、新任

研修主任研修会 
210 人 

県 教 育 委 員 会 

小・中経 5 年研修  23 人 

県 教 育 セ ン タ ー 
キャリアアップ講座、スペシャリスト養成講

座、リーダー養成講座 
332 人 
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12121212    男男男男女共同参画教育女共同参画教育女共同参画教育女共同参画教育    

福岡県においては、平成 13 年 10 月に「福岡県男女共同参画推進条例」を制定し、第 1 次男女

共同参画計画（平成 13～17 年度）、第２次男女共同参画計画（平成 18～22 年度）を策定して、積

極的な施策を展開しており、国の基本計画を踏まえ、平成 23 年 3 月には第 3 次福岡県男女共同参

画計画を策定している。そこには「学校教育における男女共同参画の推進」として、①男女共同

参画教育の推進、②キャリア教育・進路指導の充実、③教職員の男女共同参画に関する理解の推

進の 3 点が示されている。 

県教育委員会では、上記のような国や県の動向を踏まえるとともに、改訂された学習指導要領

に対応した内容となるよう、平成 14 年に改訂発行された、「男女共同参画教育－指導の手引き－」

を改訂し、福岡県教育センターのホームページに掲載し、学校教育の中で子どもたちの男女平等

意識の形成と自らの個性や能力を生かして多様な選択と生き方を実践する資質・能力を育ててい

くより実践的な教育活動を推進している。 

男女共同参画教育は、男女が本質的な平等と人格の尊重を基盤とし、主体的に個性や能力を伸

長し、自己表現を図りながら、対等なパートナーとして責任を分かち合える社会の形成を目指す

教育である。 

男女共同参画教育には、男女平等の意識を育てるとともに、一人一人の個性や能力を発揮させ、

伸長させる教育・学習の充実を図ることが大切である。 

そのためには、幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領の趣旨に則り、①豊かな心の育成、

②性差の正しい認識の育成、③自立する力の育成、④互いを認め、高め合う実践的態度の育成の

四つの資質・能力を育てることが必要である。また、各学校段階では、子どもの発達段階や実態

に応じて学習内容を適切に設定することが必要である。 

小・中学校では、各教科・道徳・外国語活動（小）・総合的な学習の時間及び特別活動など、学

校の教育活動全体を通して実施するものであり、それぞれの教科等のねらいを達成することを通

して、男女共同参画教育が効果的に推進できるよう、男女共同参画教育の視点に立った教育課程

を編成している。また、子どものよい点や学習に対する意欲や態度、進歩の状況等を評価するこ

とにより、子どもが肯定的な自己理解を深め、自分のよさを発揮して主体的に生きることができる

ように指導している。 

 

13131313    環境教育環境教育環境教育環境教育    

県においては、平成 4 年 3 月に「福岡県環境教育基本計画」を策定し、総合的な環境教育を推

進している。平成 7 年 3 月には、「福岡県環境憲章」を設定し、行政、事業者、県民それぞれが日

常生活や事業活動を見直し、役割分担しながら積極的に行動することを目指している。 

学校教育における取組としては、平成 6 年 1 月に「環境教育指導の手引き（小学校・中学校編）」

を作成して県下の全小中学校に配布して環境教育の指標としている。平成 15 年 3 月には、新たな

「福岡県環境総合基本計画」を策定した。また、環境部との連携により環境教育ガイドブック(学

校教育用)を作成し、政令市を除く市町村立小・中学校及び県立高等学校に配布し、その活用を呼

びかけているところである。 

さらに、平成 17 年度から、財団法人福岡県水源の森基金との連携により「水資源教育促進事業」

を実施し、平成 20 年度からは、農林水産部との連携により「生き物調査の取組」を行っている。 
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14141414    科学教育推進事業科学教育推進事業科学教育推進事業科学教育推進事業    

科学技術創造立国の実現を目指す我が国が、今後も科学技術の着実な発展を図るためには、

子どもたちの科学技術や理科に対する興味・関心を高め、豊かな科学的素養を身に付けるこ

とができるようにすることが重要である。そこで、平成 19 年度から、独立行政法人科学技

術振興機構（JST）と連携した「小学校理科支援員配置事業」を行っている。また、福岡県

小・中学生科学作品展を開催し、科学教育の一層の充実を図る取組を推進している。 

○ 小学校理科支援員配置事業の概要 

１ 事業の目的 

小学校理科支援員等配置事業は、外部人材を理科支援員として活用することにより、理科

学習に不可欠な観察・実験をこれまで以上に充実させ、児童の自然事象に対する興味・関心

を高めるとともに、科学的な思考力、観察・実験の技能の向上を図ることを目的とする。 

２ 事業の内容 

退職教員、講師経験者、理科系大学院生等の外部人材を「理科支援員」として県内の小学

校に配置し、教員が作成した指導計画の下、小学校 5 年生を中心に理科の授業において以下

の支援を行う。  

・児童の興味・関心や意欲を高める観察・実験の支援 

・観察、実験時の安全指導の支援等 

３ 事業の実施状況 

①教育事務所別配置校数 

 福岡 北九州 北筑後 南筑後 筑豊 京築 計 

平成 22 年度配置校数 30 校 13 校 23 校 24 校 18 校 12 校 120 校 

平成 21 年度配置校数 35 校 13 校 22 校 26 校 17 校 13 校 126 校 

平成 20 年度配置校数 31 校 13 校 20 校 26 校 18 校 13 校 121 校 

平成 19 年度配置校数 15 校  6 校 10 校 14 校  9 校  6 校  60 校 

    ②理科支援員配置校数及び学級数 

 1 学級 2 学級 3 学級 4 学級 5 学級 6 学級 計 

平成 22 年度配置校数 56 校 37 校 20 校 5 校 1 校 1 校 221 学級 

平成 21 年度配置校数 56 校 33 校 24 校 9 校 3 校 1 校 251 学級 

平成 20 年度配置校数 38 校 47 校 25 校 7 校 3 校 0 校 250 学級 

平成 19 年度配置校数 20 校 26 校 7 校 6 校 1 校 0 校 122 学級 

    ③理科支援員の内訳（その他：塾講師、企業、研究所経験者 等） 

 
退職教員等 

（小中高） 
講師経験者 

科学館 

指導員 

理科系 

大学院生 
その他 計 

平成 22 年度 21 人 33 人 1 人 11 人 20 人  86 人 

平成 21 年度 27 人 44 人 2 人 23 人 23 人 119 人 

平成 20 年度 23 人 27 人 5 人 17 人 13 人  85 人 

平成 19 年度  6 人 12 人 8 人 14 人  4 人  44 人 

 ※その他：塾講師，企業，研究所経験者等 
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○ 福岡県小中学生科学作品展の概要 

 １ 開催の趣旨     

子どもたちの理科・科学技術への興味・関心を高め、科学する心をはぐくむために、「福岡

県小・中学生科学研究作品展」を実施し、もって学校や家庭で科学研究を奨励し、児童・生

徒の自主的・主体的な科学へのかかわりを支援する。 

２ 主催 

  福岡県教育委員会 

３ 内容 

(1) 理科、技術・家庭科、総合的な学習の時間、科学クラブ等での科学研究作品 

(2) 夏休みの自由研究での科学研究作品 

４ 対象    

   県内の小・中学生（個人・グループ・団体） 

５ 平成 22 年度の実施状況 

日時：平成 22 年 11 月 6 日（土）～7 日（日） 

場所：アクロス福岡 大会議室 

内容：応募総数 3,555 作品 

表彰及び優秀賞受賞者による研究発表 3 名 

 入賞数 21 点（優秀賞 3 点，優良賞 18 点） 

 

11115555    発達障害児等相談支援事業発達障害児等相談支援事業発達障害児等相談支援事業発達障害児等相談支援事業    

発達